
中
世
濁
逸
村
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
関
係村

松

-恒

良E

一
、
序
論
、
研
究
の
方
法
。

二
、
古
き
移
住
村
落
の
隠
史
的
運
績
。

ゴ
一
、
村
務
所
属
の
土
地
の
性
質
上
の
区
分
。

四
、
村
境
と
そ
の
本
質
、
.
土
地
所
有
の
基
礎
と
し
て
の

N
1
u
ω
S白
民
自
国
・

五、

kpHHBSP
と
森
。

六
、
個
別
府
盆
地
、
耕
地
と
称
地
。

七
、
結

語

-

「
古
代
調
逸
民
族
の
農
業
開
係
に
つ
い
て
は
、
グ
ル
マ
ン
的
考
古
患
の
存
在
す
る
限
り
争
論
が
行
は
れ
、
そ
し
て
恰
も
過
去
十
年
に
於

て
再
び
同
じ
問
題
に
聞
し
て
活
漉
な
論
争
が
闘
は
さ
れ
た
、
足
。
』
仲
NOP
回
出
向
。
ヴ

E
出向
¥
J吉
宗
山
口
F
L
P
F
P
H
9
F
同
♀
N
g
r
r由
及
び
H
W
m
T

中
世
狽
一
逸
材
廿
滑
に
於
け
る
土
地
所
有
の
欄
係
(
村
松
)
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東
京
街
科
大
挙
研
究
年
報

経
済
成
苧
研
究
第
一

m

二

O
四

o
v
p
E
等
が
夫
-R

異
な
っ
た
見
地
か
ら
こ
の
問
題
を
究
明
し
た
、
し
か
も
そ
の
結
果
た
る
や
、
今
日
百
年
に
飴
る
論
争
の
後
に
、
主
口
々
は
も

問
題
中
の
法
律
接
的
並
び
に
経
済
問
中
的
な
二
つ
の
根
本
割
、
土
地
所
有
問
題
及
び
グ
ル
マ
ン
人
の
経
情
的
生
活
に
針
す
る
農
業
の
意
義
の

門
誌
一
〉

問
題
に
関
し
て
、
寧
ろ
以
前
に
も
増
し
て
意
見
の
一
致
か
ら
遠
去
か
つ
て
了
っ
た
や
う
に
忠
は
れ
る
o
」
約
一
秋
代
前
に

旬
。
}
回
目
、
出
回
白
血

出

g]以
前

の
護
し
た
こ
の
嘆
護
は
今
日
に
於
て
も
そ
の
ま
L
、
否
恐
ら
く
は
よ
り
大
な
る
耗
度
に
於
て
、
受
賞
す
る
の
で
あ
る
。
千
九
百

四
年
に
時
を
同
ふ
し
て
現
は
れ
た
図
。
。
宮
並
び
に
宮
阿

4
0ヴ
2
の
共
に
卓
越
し
た
、
あ
る
意
味
に
於
て
こ
れ
に
先
だ
っ
一
世
代
の
総
民

(
註
一
二
)

の
締
決
算
的
任
務
を
帯
び
た
勢
作
の
後
に
も
、
主
口
々
は
任
意
に
同
体
ヴ
由
Y
J
E
E市
田
町
名
H
J
m
山口
V
O仲

F
出
向
。
F
同
居
均
一
司
市
山

g
p
g
r
『

E-

田口げ自

g
p，
君
。
}
品
目
白
也
市
出
芯
Z
3
u
巴
C
M
M

国
乙
同
等
の
名
を
挙
げ
て
、
こ
の
問
題
の
上
に
常
に
附
け
加
へ
ら
れ
る
新
し
い
方
法
新
し
い
知
識
と

共
に
、
二
つ
の
立
場
の
埴
離
が
、
印
一
方
で
は
原
始
以
ゲ
ル
マ
ン
時
代
に
伺
別
所
有
棋
を
否
定
し
、
こ
れ
に
積
く
民
族
移
動
、
フ
ラ
ン
ク
時

代
に
於
て
村
落
同
開
の
森
林
牧
地
の
組
有
、
及
び
亦
耕
地
の
上
に
及
ぼ
さ
れ
た
圏
睦
的
上
級
所
有
植
の
制
限
の
存
在
せ
る
こ
と
、
所
謂

の
制
度
の
存
在
せ
る
こ
と
を
認
め
る
立
場
と
、
こ
れ
に
反
し
て
開
始
時
代

(
勿
論
こ
L

に
云
ふ
原
始
時
代
は
己
毛
田
口
V

の
「
所
謂
原
始
時
代
」
で
、
古
羅
馬
の
文
献
が
始
め
て
グ
ル
マ
ン
民
族
の
面
影
を
偉
へ
る
に
至

吋
乙
A
m
m
w
H
H
H
O
E
2
r
p同
酢

円高
P
円】門的。ロ。出血⑦同戸田口同
H
P
P

並
び
に

っ
た
時
代
を
指
す
の
で
あ
り
、
今
日
殻
掘
的
並
び
に
一
言
語
的
研
究
の
進
歩
に
よ
っ
て
原
始
時
代
に
闘
す
る
知
識
が
次
第
に
過
去
に
遡
る
欣

態
に
於
て
は
、
こ
の
時
代
を
羅
馬
時
代
と
稽
す
る
の
が
更
に
遁
官
で
あ
ら
う
、
〉

に
何
等
か
の
閤
瞳
的
な
統
制
を
仲
ふ
総
有
闘
係
の
存
在

せ
る
事
を
否
定
し
、
森
林
牧
地
の
町
議
樺
は
営
時
既
に
成
立
せ
る
個
別
所
布
棋
の
附
随
物
〈
】

vstgロN
〉
に
過
ぎ
ヂ
、
無
主
の
地
が
何
等

の
統
制
の
下
に
立
つ
こ
と
な
く
各
個
人
に
よ
っ
て
自
由
に
用
益
せ
ら
れ
た
欣
態
に
過
ぎ
や
と
し
て
、
原
始
時
代
並
び
に
之
れ
に
績
く
時
代

に
既
に
佃
別
所
有
の
制
度
の
成
立
せ
る
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
反
面
に
於
て
村
落
閤
障
の
存
在
、
従
て
又
共
同
耕
作
制
度
の
存
在
を
否
認



へ
註
四
〉

し
ゃ
う
と
す
る
立
場
と
の
靖
離
が
益
々
大
を
加
へ
る
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
殊
に
ウ
ィ
ー
ン
大
間
半
の
教
授

U
O勺
田
口
げ
が
吋

g
g
H
向。

。
。
己
富
ぬ
恒
国
並
び
に
丙
∞
4
0
回
目
出
等
の
衣
鉢
を
受
け
て
千
九
百
十
二
年
i
十
三
年
の
「
カ
ロ
リ
ン
ガ
l
時
代
の
経
済
的
強
展
」
よ
り
千
九

百
十
八
年
|
二
十
三
年
ハ
第
一
巻
再
版
)
の
「
欧
洲
文
化
護
展
の
経
済
的
批
合
的
基
礎
」
に
至
る
ま
で
巻
を
迫
ふ
に
随
っ
て
益
々
肉
迫
的
な

通
説
打
破
り
叫
び
を
間
帯
げ
る
に
及
ん
で
、
そ
の
行
論
の
大
規
模
な
る
と
、
亦
最
近
殊
に
盛
と
な
っ
た
地
方
誌
的
研
究
、
殊
に
は
瑳
掘
的
考

古
壊
の
研
究
業
績
を
利
用
し
て
通
説
並
び
に
そ
の
基
礎
た
る
各
個
史
料
を
再
吟
味
す
る
新
し
い
方
法
の
探
用
と
相
侠
っ
て
、
そ
れ
は
印
字
国
介

に
異
常
の
刺
激
を
輿
へ
、
彼
の
寧
ろ
庚
く
し
て
浅
い
研
究
の
方
法
、
そ
の
通
説
打
破
に
念
で
あ
っ
て
屡
3

綜
悼
を
失
し
、
利
用
す
る
各
個

文
献
の
讃
み
取
り
方
に
も
屡
a
親
切
慎
重
を
扶
く
研
究
の
態
度
等
に
飽
き
足
ら
な
い
皐
者
と
雄
も
、
病
彼
等
の
悶
宇
説
、
そ
の
操
っ
て
立
つ

史
料
の
上
に
今
一
度
の
再
吟
味
を
加
ふ
る
事
を
飴
儀
な
く
せ
し
め
ら
れ
て
を
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
今
や
再
び
こ
の
奮
い
問
題
が
灼
熱
せ

る
論
争
の
中
心
と
な
る
。
既
に
五
口
々
は
り
c宮
各
の
宿
敵
た
る

F
Z
E
gロ
の
総
帥
句

-
m吉伸
N

の
少
か
ら
ぬ
興
奮
を
捕
す
る
綿
括
的
批

判
を
首
め
と
し
て
、
紋
に
向
っ
て
新
に
論
陣
を
張
る
者
に
同
ロ
尚
一
同

2
芯

B
U
4・
mw
岳
当
日
目
F
同
C
作

N
田
c
r
r等
A

の
名
を
奉
げ
る
こ
と
が

(
註
五
〉

出
来
る
0

・
加
ふ
る
に
調
特
の
比
較
法
制
史
的
立
場
に
立
っ
て
雨
者
の
問
に
猫
立
的
に
介
在
す
る
国
自
主
己
3
4
2
並
び
に
豊
富
な
地
方
誌

的
知
識
の
上
に
基
い
て
極
め
て
猫
創
的
た
土
地
所
有
権
史
論
を
殻
表
し
た
討
。

g同
国

E
a
等
を
併
せ
考
へ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
醤
態
依

然
た
る
雨
況
の
不
一
致
と
論
陣
の
以
前
に
も
増
し
た
摘
大
と
が
容
易
に
想
見
せ
る
L

で
あ
ら
う
。

註

同
S
H弘一

J
3
4
S
E目
o
dロ
角
関
戸

4
2
4
P
E
E
P
5
g
u
m
-
串
∞
A
F

・

設
ニ
8

こ
れ
ら
の
論
争
の
内
符
に
つ
い
て
は
例
へ
ば
次
に
邸
中
川
九
る
旨
“

HHd-oげ
包
の
論
文
或
は
、

HHmg毘
与
r
吋・二四日

c
g
c
r
r
t
g
白

E
C
E口
令

。ぽ

E
g
g
-
Q
m
f
r
z
o
F
2
2吋

M
F
t
o
g
-
D
r
c
g
g
u
g山

E
S
E
-
自
・
史
的
。

-
w
E忌・
5
0・
)
を
参
照
せ
ら
る
』
が
よ
い
。

中
世
猫
一
挽
一
村
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
陶
係
(
村
松
)
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東
京
商
科
大
卒
研
究
年
報

終
済
事
研
究
第
一
一
誠

一一

O
A

例
へ
ば
第
一
に
正
口
々
は
吾
ざ
乞
め
ぐ
る
枇
合
的
思
潮
、
そ
の
中
に
吾
々
が
住
む
思
想
的
背
景
に
よ
っ
て
吾
々
の
注
意
の
焦
黙
が
、
惹
い

て
は
五
日
々
の
判
断
自
障
が
多
か
れ
少
か
れ
影
響
さ
れ
る
こ
と
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
り
に
先
づ
吾
K

の
眼
を
あ
り

の
「
オ
ス
ナ
プ
ル
ヲ
グ
史
」
〈
一
七
六
八
年
)
か
ら
始
ま
っ
て

C
・
F
・
4
・
己

2
2円

L
『
ロ
え
い
戸
岡
田
岡
円
。
凶

2v

の
大
著
(
一
八
五
四
年

l
-
八
七
一
年
)
に
絶
る
約

百
年
の
主
口
々
の
問
題
研
究
の
第
一
期
に
放
っ
て
見
る
が
よ
い
、
そ
こ
に
は
営
時
に
於
け
る
一
般
的
な
人
壮
観
枇
舎
観
の
礎
謹
と
相
臨
じ
て
、

門
誌
一
〉

物
の
見
方
、
考
へ
方
、
従
っ
て
問
題
に
到
す
る
研
究
者
の
態
度
の
上
に
極
め
て
特
性
的
な
推
移
が
示
さ
れ
て
を
る
。
若
き
日
の

ccaro 

を
ば
思
想
的
に
培
ひ
、
従
っ
て
被
と
共
に
シ
ュ
ト
ル
ム
・
ウ
ン
ド
・
ド
ラ
ン
グ
時
代
の
中
か
ら
貴
を
結
む
で
来
る
新
し
い
滴
逸
文
化
の
上

に
大
な
る
影
響
と
感
化
と
を
興
へ
た
オ
ス
ナ
プ
ル
ヴ
グ
の
愛
園
者
昌
吉

2
に
と
っ
て
は
、
原
始
的
グ
ル
マ
ン
人
は
濁
立
不
覇
な
、
互
に

孤
立
し
た
荘
宅
ハ
国
ENo--5同
⑦
〉
に
住
む
曲
辰
夫
で
あ
っ
た
、
卸
昔
時
持
に
全
欧
測
を
風
躍
し
ゃ
う
と
し
始
め
て
ゐ
た
あ
の
個
人
主
義
的
思
想

が
彼
の
郷
土
史
の
上
に
も
濃
厚
な
時
代
的
色
彩
を
賦
興
し
て
を
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
旨

g
g『

の
努
作
の
現
は
れ
た
時
代
に
は
、

既
に
自
由
主
義
的
な
個
人
主
義
の
理
想
は
そ
の
反
動
と
し
て
起
り
、
伸
蘭
西
の
帝
政
園
'
家
を
模
範
と
何
ぐ
近
代
的
な
官
僚
間
家
の
そ
れ
に

地
位
を
譲
っ
て
を
っ
た
。
否
、
そ
こ
で
は
岡
家
の
力
に
よ
っ
て
普
く
個
人
の
幅
利
を
保
護
し
ゃ
う
と
す
る
個
人
主
義
的
官
僚
岡
家
の
理
想

か
ら
、
岡
家
楳
力
の
存
在
と
そ
の
組
織
と
を
各
佃
人
の
千
等
の
幅
利
な
る
唯
一
の
基
礎
の
上
に
建
て
直
さ
う
と
す
る
祉
合
主
義
的
な
そ
れ

に
向
つ
て
の
思
潮
的
特
向
が
将
に
始
ま
ら
う
と
し
て
を
っ
た
。
と
の
や
う
な
環
境
の
中
に
あ
っ
て

]肖
P
Z
H冊一円

は
原
始
時
代
か
ら
現
荘
に

及
ぶ
勝
し
い
史
料
の
上
に
紋
の
大
著
を
著
は
し
、
グ
ル
マ
ン
園
家
の
基
礎
構
築
、
村
落
、
睦
宅
、
都
市
等
の
法
制
を
ぽ
、
何
よ
り
も
先
づ

圏
幽
曜
と
、
闇
樟
員
会
悼
の
稿
利
の
た
め
に
会
開
が
行
ふ
統
制
と
の
様
相
の
下
に
描
き
出
す
。
彼
に
よ
っ
て
始
め
て
土
地
組
有
的
村
落
岡
臨

HVHhv
岳
民
自
。
団
関
巾
ロ
田
口
V
P
R
の
成
立
並
び
に
そ
の
経
済
的
意
義
が
明
ら
か
に
把
据
せ
ら
れ
る
。
伎
の
説
は
十
九
怯
紀
の
七
十
年
代
以
後
に
於



て
は
翠
間
外
か
ら
は
虫
干
ろ
閑
却
さ
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
、
し
か
も
伎
の
著
書
は
他
の
方
面
に
於
て
限
り
な
く
大
き
な
感
化
カ
を
及
ぼ
し
た
、
邸

周
知
の
や
う
に
近
代
社
合
主
義
の
歴
史
的
批
曾
観
の
出
礎
知
に
闘
す
る
皐
詑
、
原
始
的
村
落
を
共
産
的
な
氏
族
園
樫
と
し
て
考
へ
る
あ
の

成一a
設
は
、
そ
の
基
礎
の
一
宇
を
彼
の
著
書
に
負
ふ
て
を
る
の
で
あ
る
、
紋
の
最
古
の
移
住
村
落
に
闘
す
る
研
究
は
、
全
く
異
な
っ
た
領
域

か
ら
出
殻
し
た
足
。
花
自
の
「
古
代
位
舎
」
(
一
八
七
七
年
)
と
相
侠
っ
て
吋
Z
E
E
d
-
H
出
口
官
同
国
の
「
家
族
、
私
有
制
度
並
び
に
園
家
の

起
原
」
に
闘
す
る
著
書
の
根
本
材
料
と
な
っ
た
、
こ
の
最
後
の
著
菩
の
影
響
と
感
化
と
は
恐
ら
く
枕
の
僚
友
居
間
凶
の
主
著
の
そ
れ
に
比

す
る
も
劣
ら
ぬ
も
の
が
あ
ら
う
。
し
か
し
乍
ら
恰
も
披
]
広
告

E
H
が
自
ら
自
覚
せ
や
し
て
営
時
の
枇
曾
主
義
的
思
潮
に
合
流
し
た
や
う
に
、

今
や
社
合
主
義
に
ま
で
強
調
さ
れ
た
自
由
主
義
的
合
理
主
義
に
針
す
る
新
し
い
反
動
思
潮
、
具
躍
的
に
い
へ
ば
七
十
年
代
か
ら
起
っ
た
新

し
い
保
守
的
な
世
界
観
が
、
再
び
事
問
外
を
指
導
す
る
や
う
に
な
っ
て
来
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
最
古
の
吐
舎
形
式
に
闘
す
る
接

説
に
封
し
て
そ
の
科
準
的
某
礎
を
再
吟
味
し
、
回

2
5円
の
村
落
圏
曜
の
や
う
な
氏
族
的
閤
悼
の
原
始
的
存
在
を
否
定
す
る
。
知
ら
る
ム

や
う
に
そ
れ
は
就
中

出
回
目
仲
品
目
色
。
。
c
巳

gm一g
の
「
歴
史
的
諸
問
題
の
研
究
」
(
一
八
八
五
年
)
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
、
先
に
述
べ
た

句
。
官
。
H
H

の
如
き
も
同
じ
流
れ
に
属
し
て
を
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
著
書
に
散
見
す
る
皐
問
的
に
は
極
め
て
穏
古
を
紋
く
言
静
、
例
へ
ば

村
落
問
障
説
を
認
容
す
る
「
法
制
史
の
教
科
書
は
と
り
も
直
さ
や
共
産
主
義
的
準
設
の
信
奉
者
に
よ
っ
て
著
は
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
」
と

い
ふ
や
う
な
一
一
一
日
酔
は
こ
の
思
潮
的
葛
藤
の
偶
々
な
る
現
は
れ
に
他
な
ら
な
い
。

註

出gz 
吋

』

。
'" E 
号4

『
同z。
宵4

'" 各
(t 

F 
m 

" r 
c 
r 
F令。
t。
吋。
。
>-' 
‘3 

'" αコ

出
向

E円

F
C・
F
・
4
・
町
出

z
z
z
a
N
5
c
g
o
r
r
r
z
p阿
国
首
]
h
J

国
主
J

U

C

民
'
出
HM白

m
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3
F

H
∞
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申
世
濁
逸
村
一
治
に
於
け
る
土
地
所
有
の
関
係
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村
松
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東
京
商
科
大
率
研
究
年
報

終
済
率
研
究
第
一
一
滋

二
一

O

同
庁
吋

phC20mO】
回
目

OHM-rw
戸
。
吋
回
日
ν弓
]
向
。
ロ
J
4
4

。】

qpvmm戸
口
ぬ
日
出

HVO戸時
EUHHHZH白
阿

国

uq・

F

3・u
C
o
m
o
r
u
Z
0
2
2
F
B
E
Y
-
S
F
E母国
g
p
u
u白色
Z
出。同司
S
F
a
d
u拘同国

p
d
g
o
E
B
P
A
F
出白。.同∞ロ
MilH∞白日・

H
M
g・山。。
m
o
r
t
r
g
臼
自
己
C
『

?
d
m
v
m
m
g
m
山
口
句
。
国
言
。
V
F
E
-
N
E
F
H∞由
u
l
Z白白・

詮

ロ
9HMao-M

目。】ZHph回目
h
p

向。ロ・

Hum-hpdw-

さ
て
こ
の
や
う
な
一
般
的
思
想
の
科
率
的
思
索
の
上
に
及
ぼ
す
影
響
の
前
に
立
っ
て
E
n
k
は
何
を
反
省
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
先
第
一

に
科
率
的
思
索
が
科
壊
と
し
て
立
つ
限
り
と
の
や
う
な
他
方
か
ら
の
影
響
を
出
来
得
る
限
り
排
除
し
て
、
出
来
得
る
限
り
の
客
観
性
を
自

己
の
た
め
に
保
留
す
ぺ
き
は
一
一
日
を
侠
た
な
い
、
こ
の
勤
に
於
て

F
d
g
p
-
z
g
と
科
間
学
と
を
混
同
し
、
あ
ら
ゆ
る
精
神
間
動
に
於
け
る
強

き
現
責
反
臨
性
へ
の
要
求
、
明
ら
か
な
る
意
思
と
目
標
の
必
要
、
明
確
な
旗
じ
る
し
の
必
要
を
温
度
に
強
調
し
誇
張
す
る
最
近
の
風
潮
は

激
し
く
反
封
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
新
し
い
祉
舎
と
世
界
と
の
建
設
が
最
大
の
闘
心
事
で
あ
る
現
在
の
思
怨
凶
作
に
於
て
明
賓
反
臨
牲
の
要

求
、
強
い
意
思
的
立
場
の
必
要
の
設
か
る
L

の
は
首
然
で
あ
る
、
し
か
し
乍
ら
新
し
い
時
代
の
建
設
に
科
製
が
寄
輿
し
件
る
唯
一
の
道
は

そ
の
性
質
上
と
り
も
直
さ
や
出
来
得
ゐ
限
り
客
観
的
な
知
識
を
以
て
そ
れ
ら
の
目
的
の
た
め
に
基
礎
と
資
料
と
を
供
給
す
る
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。

一
方
に
五
口
々
が
科
事
的
瓜
索
も
亦
大
た
る
桂
皮
に
於
て
一
般
的
思
潮
の
影
響
の
下
に
立
つ
こ
と
を
知
り
、
他
万
に
し
か
も
科
翠

的
思
索
が
か
a
A

る
影
響
か
ら
出
来
得
る
限
り
猫
立
た
る
べ
き
専
を
買
に
杭
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

-
n
k

は
亦
過
去
に
於
け
る
論
争
の
紛
糾
に

封
し
で
も
一
つ
の
立
場
を
取
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
、
主
日
々
は
そ
れ
等
の
多
く
の
も
の
一
L

中
か
ら
、
車
に
一
般
的
思
潮
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
た
前
提
や
成
心
か
ら
導
か
れ
た
も
の
と
、
員
に
科
接
的
な
成
果
と
を
匝
別
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
や
う
た
紛
糾
の
中
か
ら
出

来
得
る
限
り
の
統
一
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
と
の
や
う
な
立
場
は
注
目
す
ペ
ぎ
こ
と
に
は
既
に
前
述
し
た
第
三
の
思
潮
か



ら
白
ら
に
生
れ
山
内
で
た
も
の
で
あ
っ
た
.
そ
れ
は
そ
の
保
守
的
な
思
想
に
相
臨
し
く
、
脚
下
を
見
守
し
て
前
方
に
の
み
目
棋
を
減
る
「
思

想
家
」
が
性
急
に
一
定
の
前
提
や
成
心
か
ら
開
閉
設
を
「
構
成
す
る
」
こ
と
に
反
封
し
、
先
づ
根
本
史
料
に
立
返
っ
て
そ
こ
か
ら
著
貨
な
歩

PHHHHH由ロ
Q
U

み
を
踏
み
出
す
べ
主
こ
と
を
主
張
す
る
。

3
P
4
P
E
色
。
。
c
E町
三

g
t
d
F
g
w
f
s戸
弓
え
か
E
O
E可

]
2
2
g
g
E
H
P
Z
H
-
H
O
B
F
目。碍

ハ
註
一
〉

。
ロ
向
。
吋
P
広
宮
市
ロ
匂

b
g
Z宵
】

2
吋
臼

p
g
g
u
g円
。
ユ
包

5
3
「
こ
れ
等
の
通
説
が
何
慮
に
そ
の
起
原
を
有
す
る
か
を
明

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
々
は
恐
ら
く
亦
そ
れ
等
を
正
し
く
評
債
し
、
そ
し
て
亦
根
本
的
史
料
に
復
臨
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
等

か
ら
若
々
を
解
放
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
荒
し
様
々
た
問
中
説
の
具
鰹
的
前
提
は
史
料
そ
れ
白
煙
の
中
に
横
は
っ
て
を
る
よ
り
は

(註一一〉

寧
ろ
あ
の
思
想
的
傾
向
の
中
か
ら
的
み
出
さ
れ
て
を
る
の
で
あ
る
o
」
し
か
も
こ
れ
ら
の
吋
口
三
己
w

巴
c宮
市
F

自
身
仰
闘
侍
来
の
酔
富
家
主
義

的
な
合
理
的
思
索
の
風
潮
に
よ
っ
て
屡
a

大
に
影
響
さ
れ
て
を
り
は
せ
ぬ
で
あ
ら
う
か
。
彼
等
が
史
料
の
取
扱
方
に
於
て
屡

J
蹴
り
に
A
口

班
的
解
騨
に
傾
き
、
屡
a
史
料
の
中
に
彼
等
自
身
の
前
提
的
た
持
誌
を
読
み
込
む
の
弊
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
得
な
い
事
責
で
あ
る
。

U
C官
。
HH

が
唯
h
k

経
済
的
合
理
性
の
見
地
か
ら
共
同
耕
作
の
制
度
を
直
ち
に
拒
闘
制
度
の
産
物
と
し
て
論
定
し
ゃ
う
と
す
る
あ
の
考
へ
方
の
如
き
は

(
註
一
」
一
)

確
か
に
そ
の
好
例
で
あ
ら
う
。

註

宮
阻
害
吋
吉
弘
口
問
。

g
E凶器包守口
E
Z
T
官
毛
丘
公

b
p
m
g『
吋
足
叶
ハ

mbE宮
由
。
骨
骨
吋
き
己
岡
山
。
-
メ

Ea色。
p
m
m
c
r口一
gm
出
2
p
-
z

註
二 。

許
可

C
E
S
S
P三
宮
-
同
日
-
E
Z・
)

ロ。】
v
m
o
v
u
C
2口白
J
P
目。ロ・

H
・
a
-
S
i
g
-

註

山
ゲ
臼

-m-
∞hp
・
そ
乙
で
】
E
M
v
a
o
H
H
は
吋
H
e
u
。H
M
B
P
Uロ
と
共
に
共
同
耕
作
の
制
度
が
農
業
終
瞥
の
見
地
か
ら
見
て
極
め
て
不
合
理
的
な
も
の
で
-
あ

る
こ
と
、
従
っ
て
そ
れ
は
自
由
農
民
の
枇
舎
か
ら
自
然
的
に
後
生
し
、
成
立
し
た
制
度
と
は
考
へ
符
ら
れ
ず
、
寧
ろ
来
閑
領
主
と
彼
等
の
不
自
由
な

隷
民
と
の
問
に
、
上
か
ら
の
強
制
に
よ
っ
て
始
め
て
成
立
し
得
た
強
制
的
人
銭
的
な
制
皮
で
あ
っ
た
と
考
ふ
べ
き
こ
と
を
主
張
ナ
る
。
し
か
し
乍
ら
、

中
世
相
何
逸
村
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
閥
係
(
村
松
)



東
京
商
科
大
皐
研
究
年
報

経
済
問
学
研
究
第
一
銃

一一一一一

今
日
の
Z
H
L
4

か
ら
凡
て
極
め
て
不
令
理
的
と
見
へ
る
や
う
な
制
皮
で
あ
ワ
て
も
、
過
去
の
時
代
の
人
キ
か
ら
見
れ
ば
寸
同
然
な
こ
と
、
否
寧
ろ
白
切
な

自
然
的
な
制
度
と
考
へ
ら
れ
て
を
っ
た
や
う
な
例
は
、
他
に
も
決
し
て
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
例
へ
ば
あ
の
商
工
業
の
方
面
に
於
け
る
ギ
ル
ド

の
制
度
と
そ
の
紹
皆
上
に
及
し
た
晶
体
キ
な
閤
搾
的
制
限
や
統
制
と
を
考
へ
て
見
る
が
よ
い
。

し
か
し
乍
ら
根
本
史
料
へ
の
復
蹄
の
提
唱
に
闘
す
る
限
り
、
そ
れ
は
充
分
に
主
口
k

の
反
省
に
他
ひ
す
る
要
求
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
ら
五
日

五
日
の
方
法
的
反
省
を
そ
の
第
二
段
へ
と
導
い
て
行
く
。
正
日
々
が
翠
に
消
極
的
に
主
口
々
自
身
の
研
究
を
外
部
か
ら
の
思
想
的
影
響
か
ら
守
り
、

叉
従
来
の
準
設
の
中
か
ら
か
L

る
も
の
を
搾
び
除
く
以
上
に
、
積
槙
的
に
論
争
の
解
決
へ
と
何
等
か
の
寄
興
を
な
さ
う
と
す
る
限
り
、
そ

の
第
一
の
道
は
先
づ
根
本
史
料
の
今
一
皮
の
研
討
吟
味
に
存
す
る
事
は
疑
び
の
な
い
底
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
問
題
は
こ
の
や
う
な
命
題

め
て
僅
に
五
口
々
に
残
し
て
置
い
て
く
れ
た
史
料
に
限
ら
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
か
、
或
は
嘗
て

]VH28円

の
足
下
か
ら
直
ち
に
湧
い
て
来
る
、
何
を
主
口
々
は
根
本
史
料
の
巾
に
数
へ
る
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
原
始
時
代
及
び
フ
ラ
ン
ク
時
代
が
極

が
あ
れ
程
の
大
規
模
で
乎

を
着
け
た
や
う
に
、
更
に
後
代
の
史
料
を
も
援
附
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
、
進
む
で
は
所
謂
吐
合
接
的
た
立
場
を
と
る
事
者

が
色
日
て
大
に
行
っ
た
や
う
に
、
現
在
猶
秋
田
作
の
隅
々
に
残
る
未
開
民
族
の
枇
曾
制
度
に
関
す
る
民
俗
接
的
知
識
を
も
援
用
し
て
、
史
料
の

歓
を
補
ふ
事
が
許
さ
る
べ
き
で
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
も
し
五
日
々
に
原
始
時
代
並
び
に
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
闘
す
る
史
料
が
充
分
に
興
へ
ら

れ
て
を
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
二
第
三
等
の
問
題
は
勿
論
始
め
か
ら
起
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
し
か
も
句
。
官
。
H
H

の
設
一
言
に
も
拘
ら
や
こ
れ
等
ゲ

(
註
一
〉

ル
マ
ン
古
代
に
劃
す
る
「
よ
り
奮
い
、
よ
り
時
代
的
に
近
い
性
質
を
も
っ
認
識
資
料
」
は
決
し
て
充
分
に
は
存
在
し
た
い
の
で
あ
る
。
今

日
。
智
0
3
時
間
宮
山
吉
田
が
主
口
人
に
残
し
た
あ
の
原
始
ゲ
ル
マ
ン
人
に
闘
す
る
報
告
が
信
頼
す
る
に
足
る
資
料
と
し
て
先
づ
第
一
に
牟
重
せ

(
註
二
)

ら
る
べ
き
こ
と
は
、
と
れ
に
封
す
る
恩
者
の
租
K

な
同
県
内
議
に
も
拘
ら
や
J

、
既
に
一
般
に
認
め
ら
れ
て
を
る
所
で
あ
る
、
し
か
も
忠
貨
に
こ



れ
等
の
文
献
を
利
用
す
る
皐
者
の
何
人
も
が
知
る
や
う
に
、
最
後
に
五
口
々
は
多
く
の
不
決
定
と
推
断
と
を
伴
ふ
解
轄
以
上
に
多
く
を
そ
こ

か
ら
的
み
出
し
符
な
い
、
。

MZ2
の
「
ガ
リ
ア
戟
記
」
中
の
記
事
は
彼
の
明
確
な
頭
脳
、
鋭
利
な
観
察
眼
を
一
不
す
に
充
分
で
は
あ
る
が
、

摘
説
い
て
詳
た
ら
ざ
る
所
が
甚
だ
多
い
。
吋
宮

E
H聞
の
「
グ
ル
マ
ユ
ア
誌
」
に
至
つ
て
は
そ
の
用
語
の
暖
昧
と
叙
挫
の
不
足
と
が
、
あ
ら

ゆ
る
異
な
っ
た
解
騨
を
皐
者
に
許
す
や
う
に
さ
へ
思
は
れ
る
。
例
へ
ば
唯
有
名
な
第
二
十
六
章
の

ph州民

M
V
E
E
g
g
g
S
H
i
t
E
B
Pず

出回目
4
母
国
山
田
宮
4
山口市田

(
4
山
口
市
宮
)
。
ロ
ロ
ロ

MMP間
宮

3
ρ
g回
目
。
岡
山
阜
の
円
由
。

2
2白
血

H
M
E
e∞
E
t
o
E
B
句
己
注
目
凶
作
己
・
:
:
:
の
一
節
丈

を
と
っ
て
見
て
も
、
周
知
の
難
駒
吉
三

g
閣
に
つ
い
て
は
云
は
歩
も
が
な
、
与

E
L
Z富
山
伊
「
舎
一
睦
に
よ
っ
て
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の

か
、
そ
れ
は
包
括
円
の
所
謂

E
P∞町田酔円三
g

g
同
旦
ロ
ロ
回
目
出
国
に
よ
っ
て
率
び
ら
れ
る
百
人
組
閣
鰹
ぬ
吉
岡
韓
で
あ
り
、
従
っ
て
宮
芯
円

由
。
官
三
宮

HH吉
円
「
彼
等
の
聞
に
分
け
ら
れ
る
」
と
は
、
。

mZ2
の
所
謂
∞
一

B
g田口
cm回国軒目。ロ
2
ρ
g
r
c
E宮
己
ロ

(
註
一
二
〉

を
m
単
位
と
し
て
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
、
或
は
通
話
が
解
す
る
や
う
に
こ
の
時
代
に
は
既
に
宮
戸
圏
躍
の
統
制
的
単
位
が
分
解
し
て

血
族
的
な
氏
の
闇
酷

よ
り
小
た
る
岡
韓
、
し
か
も
定
住
性
の
増
加
の
結
果
と
し
て
地
域
的
基
礎
に
一
居
依
存
す
る
村
落
圏
憧

民
間

w
m
g
o国
m
g由
岳
民
酔
が
土

地
割
宛
て
の
営
事
者
で
あ
り
、
従
っ
て
吉
伸
。
円
由
。

と
は
村
落
園
間
内
の
各
家
族
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
、
更
に
唱
P
ユ
苫
己
記
と
は

度
-R

割
換
へ
を
行
ふ
総
有
的
閥
係
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
、
或
は

2
2市三日。

の
際
一
同
丈
の
割
宛
て
や
~
意
味
し
、
そ
の
後
は
各
家

族
の
伺
別
的
所
有
の
関
係
が
成
立
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
の
で
あ
る
か
、

一
語
一
語
に
異
な
っ
た
解
轄
の
可
能
性
と
、
従
っ
て
何
れ
の

解
躍
に
も
件
ふ
不
決
定
性
と
が
附
随
し
て
ゐ
る
o

こ
れ
に
結
く
そ
の
他
の
一
奮
き
史
料
、
例
へ
ば
、
村
境
争
ひ
に
開
す
る

伊
丹
凶

PHPE干

5
2
E
の

m
g
g
H
C包
po
の
規
定
、

F
S
F
F
P
の
門
戸
。
富
山
喝
さ
芦
ヴ

g
の
規
定
、
肘
仕
与
の

E
q
g品。
F

の
土
地
相
捜
順
位
に
闘
す

ペ
註
凶
〉

る
規
定
等
に
つ
い
て
も
、
何
れ
も
そ
れ
に
つ
い
て
犬
々
異
な
っ
た
解
明
伴
が
行
は
れ
、
論
争
の
種
子
と
た
っ
て
を
る
。
そ
れ
等
の
史
料
は
、

中
世
濁
逸
村
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
闘
係
(
村
松
)
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知
附
涛
臥
中
山
附
究
第
一
一
獄

-‘
A

門司

一一一

nuト

仮
令
研
究
の
進
歩
と
共
に
絶
へ
や
新
し
い
断
片
的
史
料
が
こ
れ
に
加
へ
ら
れ
、
又
そ
の
解
鰐
が
益
々
一
精
紙
を
加
ふ
る
と
し
て
も
、
そ
の
性

質
上
遂
に
現
在
の
不
足
不
充
分
な
欣
態
か
ら
肱
却
し
件
べ
き
機
舎
が
あ
ら
う
と
は
忠
は
れ
ぬ
。
同
)
C
H
ν

田口
V

等
が
こ
の
や
う
な
畝
陥
を
補
ふ

に
足
る
新
史
料
と
し
て
強
調
す
る
近
時
議
連
の
先
史
成
了
考
古
車
・
殊
に
後
期
羅
馬
遺
跡
の
殻
掘
の
業
績
等
に
至
つ
で
も
、
そ
の
妓
果
は

既
に
一
一
般
の
猫
創
性
を
以
て
同
種
の
資
料
の
上
に
名
著

(
註
立
〉

E
g
g
s
H
A
H
同
己
吉
同
市
片
山

P
E
2
3
を
編
み
上
げ
た
出
。
。
官
自
ら
認
む
る
や
う
に
、
そ
れ
等
む
業
績
は
官
時
の
農
業
の
佃
k

の
技
術
及

彼
の
一
式
ふ
程
で
な
い
事
は
彼
の
著
者
自
ら
之
れ
を
設
明
し
て
ゐ
る
。

=
4
J
1
P
H仏
a

び
技
術
的
基
礎
、
例
へ
ば
耕
地
の
性
献
等
に
つ
い
て
1
u
k

に
教
ふ
る
所
多
い
と
は
い
へ
、
そ
れ
以
上
に
法
制
史
的
見
地
に
と
っ
て
は
勿
論
、

経
済
史
的
見
地
に
と
っ
て
も
更
に
よ
り
重
要
な
問
題
、
印
官
時
の
農
業
村
落
の
法
律
的
制
度
・
一
位
曾
的
組
織
に
つ
い
て
は
多
く
を
教
へ
や
、

亦
教
へ
得
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
o

例
へ
ば
奮
羅
馬
園
境
附
近
の
グ
ル
マ
ン
移
住
地
に
つ
い
て
、
新
村
落
の
側
ら
に
羅
馬
時
代
或
は
更
に

先
史
時
代
の
移
住
地
の
遺
跡
が
見
出
さ
れ
る
と
い
ふ
事
は
、
新
産
百
村
落
敷
地
の
一
地
理
的
運
積
、
従
っ
て
彼
等
の
利
肘
す
る
土
地
の
性
欣
等

を
正
日
々
に
教
へ
る
と
は
い
へ
、
決
し
て
村
落
自
悼
の
椴
積
、
印
羅
馬
時
代
の
祉
曾
制
度
・
村
落
組
織
等
が
直
ち
に
は
ゲ
ル
マ
ン
人
に
よ
っ
て

時
襲
せ
ら
れ
た
事
を
詩
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
附
襲
さ
れ
た
も
の
は
死
物
な
る
地
表
展
境
等
で
あ
っ
て
、
人
間
の
一
位
曾
並
び
に
そ
れ
ら

(許
h

パ
〉

の
も
つ
制
度
で
は
恐
ら
く
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
既
に
こ
の
や
う
な
村
自
躍
の
踏
襲
と
連
績
と
の
前
提
が
疑
は
し
い
と
す
れ
ば
、
か
L
る

前
提
に
立
脚
し
て
、
吾
々
は
先
第
一
に
後
期
羅
馬
の
制
度
文
物
と
の
比
較
か
ら
原
始
ゲ
ル
マ
ン
時
代
の
文
献
を
併
禅
せ
ざ
る
可
ら
?
と
す

る
句
。
市
田
口
F

の
新
し
い
立
場
自
ら
も
必
然
に
動
揺
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
先
史
準
・
考
古
事
及
び
パ
ピ
ル
ス
研
究
等
が
新
に
寄
興
し
た
貢
献

の
大
な
る
事
は
疑
ひ
な
し
と
し
て
も
、
狛
そ
れ
は

(
詑
七
〉

識
の
新
し
き
礎
石
を
興
ふ
る
」
に
は
甚
だ
足
り
ぬ
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

U
O
H
V明
白

F

の
主
張
す
る
や
う
に
「
中
世
前
期
文
化
の
下
厨
構
築
に
闘
す
る
科
事
的
認
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蜘
脱
済
血
中
研
究
第
一
一
貌

二
一
六

の
土
蓋
と
し
て
の
み
役
立
ち
得
る
も
の
な
る
こ
と
は
始
め
か
ら
論
を
侯
た
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
等
の
中
第
三
種
の
史
料
、
印
現
存
す
る

未
聞
民
族
に
闘
す
る
民
俗
準
的
知
識
に
つ
い
て
は
、
今
日
既
に
、
こ
れ
が
魚
め
に
多
く
を
論
や
る
必
要
は
な
い
で
あ
ら
う
。
仮
令
そ
れ
は

一
世
代
以
前
に
社
合
問
中
，
経
桝
準
等
々
の
領
域
を
風
鹿
し
、
惹
い
て
は
経
済
史
、
あ
る
桂
度
ま
で
法
制
史
の
領
域
に
於
て
も
大
な
る
殻
言

樺
を
行
使
し
、
今
日
に
於
て
も
祉
曾
主
義
的
た
文
献
が
猶
こ
の
時
代
遅
れ
の
考
へ
方
に
少
か
ら
ざ
る
執
着
を
示
し
て
を
る
と
は
い
へ
、
之

等
の
史
料
の
性
質
、
そ
れ
が
利
用
さ
る
べ
き
正
し
き
方
法
、
従
っ
て
従
来
の
利
用
法
の
誤
謬
は
今
日
既
に
理
問
外
一
般
の
普
く
認
む
る
虚
で

あ
り
、
か
L
る
立
場
を
と
る
準
設
は
常
に
益
々
大
た
る
加
速
度
を
も
っ
て
正
日
々
の
岡
野
か
ら
影
を
設
し
つ
l
A

あ
る
現
況
で
あ
る
。

一4

一日に

し
て
い
へ
ば
、
時
代
と
民
族
と
を
具
に
し
、
従
っ
て
そ
の
土
蓄
を
全
然
異
に
す
る
二
つ
の
制
度
を
比
較
す
る
殻
用
は
、
か
L

る
比
較
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
雨
者
の
特
異
賠
が
吾
々
に
研
究
の
問
題
と
機
縁
と
を
興
ふ
る
賠
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
雨
制
度
が
互
に
類
似
し
な
が
ら
、

し
か
も
そ
の
中
の
あ
る
賠
が
一
に
存
し
て
他
に
存
せ
歩
、
或
は
雨
者
に
存
し
つ
L

も
あ
る
特
殊
黙
に
於
て
具
な
る
特
徴
を
一
不
す
と
い
ふ
や

う
な
場
合
に
、
と
の
や
う
た
差
別
の
生
じ
来
っ
た
所
以
を
更
に
つ
き
つ
め
て
考
察
す
る
機
縁
を
吾
々
に
興
ふ
る
黙
に
存
す
る
の
で
あ
る
ο

従
来
の
聞
学
者
が
行
っ
た
や
う
に
、
雨
制
度
の
類
似
か
ら
類
推
法
に
よ
っ
て
、

一
の
制
度
に
存
す
る
所
を
以
て
他
の
制
度
に
存
せ
ざ
る
も
の
、

或
は
存
し
て
も
猶
知
ら
れ
ざ
る
所
の
も
の
を
手
軽
に
補
完
す
る
と
い
ふ
や
う
な
や
り
方
は
、
全
く
こ
の
聞
の
闘
係
を
逆
解
す
る
も
の
と
い

は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
は
木
と
竹
と
の
類
似
か
ら
、
進
む
で
木
に
竹
を
つ
い
で
願
み
ざ
る
に
等
し
い
誤
謬
で
あ
る
。
現
存
未
開
民
族
に
闘

す
る
民
俗
問
中
的
知
識
は
原
始
グ
ル
マ
ン
制
度
の
理
解
、
そ
の
直
接
史
料
の
解
耕
一
の
「
礎
石
」
と
な
る
に
は
壇
賞
で
な
い
。

註

J
4
0げ

OH旭
区
・
山
口

5
2
2京
d
g
pロ
C
V
E
E
r酢
目
白
自
己
酔
目
。
門
医

M
P
E
E
v
g
m
C
N
E
4
3
p
a
E
H
H悦
山
口
色
白
色
。
国
営
。
r
g
E
g
p
p
T包
含
E
O
R
gロ

U

『も
H
E
E
F
H
U
B
-
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o
m
p
E
E
o
g
』
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丘
怠
g
u
m
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印

Hqtl包
叶
・
参
照
。



第
二
種
の
史
料
、
印
後
代
の
史
料
の
利
用
に
つ
い
て
も
、

司

5
g
H
a
U
Q宮口一
F

の
立
場
を
と
る
事
者
は
第
三
種
の
そ
れ
に
封
す
る
と
同

じ
く
こ
れ
に
反
封
す
る
。

「
二
十
世
紀
の
今
日
正
日
々
が
西
欧
文
化
の
基
礎
構
築
、
組
元
一
世
紀
よ
り
六
世
相
に
至
る
事
件
の
経
過
を
ば
、

後
期
中
世
の
史
料
、
就
中
所
謂

4
a
a
s
E
S
に
基
け
て
、
或
は
更
に
科
接
的
訓
練
を
政
く
震
政
の
資
際
家
に
よ
っ
て
十
八
世
紀
の
欣
態

か
ら
得
ら
れ
た
観
察
や
‘
十
九
世
紀
の
土
地
測
量
家
が
現
在
か
ら
引
き
出
す
観
察
等
の
上
に
基
け
て
、
判
断
す
る
の
は
許
さ
れ
ざ
る
乙
と

〈
註
一
)

で
あ
る
。
」
し
か
も
五
口
々
は
こ
の
況
の
人
々
の
こ
の
や
う
な
判
断
の
中
に
は
、
彼
等
の
啓
蒙
主
義
的
合
理
主
義
的
た
根
本
傾
向
に
煩
は
さ

れ
た
、
現
責
に
封
す
る
重
大
な
看
過
と
偏
見
と
が
び
そ
む
で
を
る
や
う
に
思
ふ
も
の
で
あ
る

J

荒
し
法
律
制
度
殊
に
土
地
に
闘
す
る
そ
れ

の
如
き
は
甚
し
く
持
久
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
麗
3

最
古
白
紙
態
又
は
そ
の
遺
物
が
透
か
後
代
ま
で
存
続
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
前
記
の
引
用
伺
に
於
て
句
。
市
国
内
げ
が
暗
に
指
し
示
す

4
・
恒
星
円
。
円

の
や
う
た
寅
際
家
こ
そ
、
そ
の
長
い
聞
の
経
験
か
ら
、
こ
の
や

う
な
持
績
性
の
存
在
、
惹
い
て
は
か
L
る
制
度
に
闘
す
る
文
献
や
史
料
が
五
百
年
前
に
回
附
さ
れ
る
か
五
宵
年
後
に
日
附
さ
れ
る
か
は
、

偶
偶
そ
の
時
期
に
か
L

る
制
度
が
記
鋒
さ
る
L
機
舎
を
得
た
て
ふ
全
く
偶
然
の
事
情
に
よ
っ
て
左
右
せ
ら
る
与
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
つ

て
を
っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
か
く
い
ふ
意
味
は
後
代
の
史
料
に
基
い
て
軽
々
し
く
前
代
の
制
度
を
建
設
構
成
し
得
る
と
い
ふ
の
で
は

た
い
。
こ
の
種
の
史
料
が
大
な
る
不
評
を
買
っ
た
最
大
の
原
因
は
恰
も
、
あ
の
村
落
困
鰹
説
を
唱
へ
た
第
一
期
の
準
者
逮
が
営
時
偶
s
各

地
で
鷲
見
さ
れ
た
土
地
割
宛
制
度
を
ば
、
軽
々
し
く
前
代
よ
り
の
遺
物
と
考
へ
て
、
こ
れ
を
の
伊
S
3
3
b笠
岡
田
等
が
倖
へ
る
原
始
グ
ル

マ
ン
位
食
に
於
け
る
私
有
制
度
不
存
在
の
事
賓
と
結
び
つ
け
、
地
を
具
に
し
事
情
を
異
に
す
る
各
個
の
材
料
か
ら
性
急
に
一
般
的
な
原
始

的
土
地
制
度
に
闘
す
る
準
設
を
構
成
し
た
事
に
存
し
て
を
っ
た
、
そ
の
後
の
研
究
に
よ
っ
て
例
へ
ば
露
間
亜
の

E
F
或
は

の
や
う
に
一
つ
一
つ
そ
れ
等
の
材
料
の
史
料
と
し
て
不
遁
営
な
事
、
そ
れ
等
が
透
か
後
代
の
特
殊
事
情
に
基

山中山由円

i也

方
の
。
凸
げ
え

2
2
v
p同
窓
口

中
世
狗
逸
材
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
隣
係
〔
村
松
)

寸コ



東
京
商
科
大
拳
研
究
年
報

終
済
祭
研
究
第
一
銭

二
一
八

〈
産
物
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
原
詮
一
般
及
び
亦
こ
の
種
の
史
料
一
般
の
意
義
が
大
に
疑
問
視
さ
る
L
や
う
に
な

っ
た
の
は
首
然
の
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
乍
ら
彼
等
の
誤
謬
は
各
地
の
事
情
の
性
質
や
、
そ
の
由
来
を
充
分
に
究
め
歩
し
て
性
急
に
こ
れ

を
原
始
時
代
の
そ
れ
と
混
同
し
た
所
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
は
ど
千
綾
上
の
不
備
で
あ
り
、
そ
れ
の
み
を
以
て
し
て
は
直
ち
に

か
t
A

る
史
料
の
利
用
一
般
を
排
斥
す
る
理
由
と
な
す
に
は
猫
足
り
な
い
。
も
し
以
上
に
反
し
て
五
日
k

が
歴
史
的
連
積
の
明
ら
か
に
詩
明
さ

れ
得
る
や
う
な
特
定
の
地
方
に
釣
象
を
限
り
、
し
か
も
後
代
の
事
怖
か
ら
観
察
さ
れ
る
各
仰
の
史
料
を
ぽ
断
片
的
に
混
合
的
に
直
ち
に
前

代
の
そ
れ
の
補
足
手
段
と
し
て
利
用
す
る
に
非
守
し
て
、
後
代
の
史
料
は
後
代
の
史
料
と
し
て
こ
れ
を
統
一
的
に
観
察
し
、
そ
こ
か
ら
後

代
に
於
て
猫
そ
の
地
方
に
現
賓
に
存
生
じ
た
一
惜
の
枇
合
組
織
司
法
律
的
制
度
を
描
き
出
し
て
、
し
か
る
後
に
こ
れ
を
残
さ
れ
た
前
代
の

史
料
と
限
臨
し
、
乏
し
い
前
代
の
史
料
に
示
さ
れ
る
や
う
な
欣
態
が
、
ぜ
町

E
同
根
よ
り
成
長
し
た
後
代
の
枇
曾
・
後
代
の
法
制
へ
と
存
績

じ
成
長
し
行
く
方
向
を
そ
こ
か
ら
明
取
し
て
、
こ
れ
に
基
い
て
、
印
そ
れ
を
解
禅
の
「
礎
石
」
と
し
て
、
前
代
の
史
料
を
ば
前
代
の
史
料
と

し
て
亦
統
一
的
に
解
縛
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
方
法
的
に
極
め
て
正
し
い
行
き
方
で
あ
り
、
そ
の
結
果
に
於
て
も
恐
ら
く
は

墜
官
曲
な
牧
獲
を
期
待
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
日
一
の
失
敗
に
懲
り
て
永
ら
く
放
棄
さ
れ
顧
慮
の
外
に
置
か
れ
で
あ
っ
た
豊
富
な
後
代

の
史
料
を
再
び
活
用
場
裡
に
も
ち
来
す
新
し
い
方
法
で
あ
る
。

一
旦
の
失
敗
に
懲
り
て
唯
k

最
古
の
史
料
の
み
に
そ
の
限
を
局
限
し
ゃ
う

E
す
る
が
如
き
は
、
事
問
的
研
究
の
精
密
さ
・
五
確
さ
の
仮
面
に
か
く
れ
た
浅
薄
な
眼
光
の
狭
さ
を
一
不
す
に
す
ぎ
な
い
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ

る
史
料
の
解
鰐
・
そ
の
理
解
に
伴
っ
て
こ
れ
を
部
導
す
ペ
き
準
備
的
表
象
の
必
然
性
を
到
解
せ
ぬ
不
見
識
に
す
ぎ
ぬ
ο

況
ん
や
持
縞
的
成

長
性
に
官
む
土
地
制
度
の
如
き
に
関
す
る
史
料
を
ば
、
唯
K

そ
の
偶
然
的
た
記
鋒
の
時
期
に
同
は
れ
て
取
捨
す
る
と
い
ふ
が
如
ぎ
に
至
つ

て
は
、
全
く
一
つ
一
つ
の
行
鴛
に
常
に
A
H
理
的
意
識
的
な
日
的
を
考
へ
や
に
は
を
ら
れ
ぬ
底
の
砕
家
主
義
的
合
理
主
義
の
除
弊
と
い
は
ね
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東
京
商
科
大
事
研
究
年
報

終
祷
拳
研
究
第
一
一
読

二
二

O

向
け
る
に
至
っ
た
主
た
る
機
縁
は
前
掲
の
国

E
a
の
諸
著
と
の
接
簡
で
あ
っ
た
。
彼
が
そ
の
最
後
の
著
書
に
於
て
展
開
す
る
滴
逸
に
於

け
る
土
地
所
有
権
の
成
立
に
関
す
る
新
製
詑
は
、
そ
の
根
本
命
題
、
印
紀
一
万
三
回
世
紀
前
に
は
滴
逸
民
族
は
猶
定
住
を
知
ら
や
ノ
、
そ
の
後

に
至
っ
て
始
め
て
移
住
村
落
の
中
か
ら
土
地
の
個
別
的
所
有
が
成
立
す
る
と
い
ふ
ん
叩
題
に
於
て
猪
大
な
る
疑
黙
を
合
む
で
を
る
。
し
か
も

か
t
A

る
命
題
を
彼
が
建
設
す
る
た
め
に
そ
の
基
礎
と
し
て
行
っ
た
濁
逸
村
落
の
土
地
所
有
闘
係
の
分
析
に
於
て
は
、
そ
れ
が
史
料
、
殊
に

門
誌
一
〉

土
地
の
上
に
化
鰹
さ
れ
た

3
4ロ
ヴ
己
目
団
長
な
史
料
に
基
く
限
り
、
殆
ん
H

と
確
詩
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
垣
間
苦
阜
市

F
宮
市
営

S
P白
乙
に
闘

す
る
彼
の
研
究
に
つ
い
て
も
そ
の
ま
L

云
は
れ
得
る
。

一
旦
史
料
を
は
な
れ
て
彼
が
「
建
設
的
」
結
論
を
引
か
う
と
す
る
や
否
や
、
そ
の

何
れ
に
つ
い
て
も
大
な
る
疑
賭
が
生
十
る
と
は
い
へ
、
そ
の
一
歩
手
前
ま
で
は
彼
は
確
費
に
武
口
々
を
導
い
て
行
く
。
こ
の
や
う
な
事
情
か

ら
自
分
は
先
づ
彼
に
よ
っ
て
教
へ
ら
る
L

に
便
利
な
切
口
伊
4
4
P
ヴ

g
の
地
方
の
村
k

に
つ
い
て
以
下
の
紋
誌
を
行
は
う
と
忠
ふ
。
そ
れ
等

「
註
ニ
ゾ

の
材
料
は
肘

E
a
の
敬
ふ
る
底
に
加
へ
て
は
主
と
し
て
ウ
品
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
領
諸
郡
に
つ
い
て
編
纂
せ
ら
れ
た
同
地
方
の
郡
誌
で
あ
る
。

註

国
2
5
f
c】2
5向。同問。ロ
Z
B
w
げ
g
匂『。。
roロ
イ
O
H
H

同州内百円
k
r
d関
戸
用
品
回

C
E
W
E
e
-
N
C日

gCMW】ワ・伊国。。げな
mo由。
Y
A
F
a
u
C
O
M
P
K
Fゲ

F
M門司・
H
D
U司

w

∞-
S
O
同
・
参
照
。

註

Z
E
-
。E
B管
由
。
V
『。

M
E
a
-
E
E
二
E
E
Z
H
E
F
4
g
z
g
g
B
O
S
H
-
H
8
3
5
5
2
3
0
5
V
E
F
a

Q
2
3・
dgoMH(H由

cuν

目
。
白
山
口
∞
自
(
呂
田
ν・
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主
口
々
が
研
究
の
封
象
と
す
る
シ
ュ
ワ

1
ベ
ン
の
地
方
は
、
紀
元
三
悦
紀
以
来
現
在
に
至
る
ま
で
原
始
グ
ル
マ
ン
族
中
の
一
主
挟
ア
V

マ

ン
ネ
ン
の
本
擦
の
地
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
こ
に
得
ら
る
L
後
代
の
村
落
組
織
の
知
識
を
以
て
の
同
盟

R
-
H
S
E
H由

に
始
ま
る
古
き
史
料
を

解
轄
す
る
鍵
と
し
ゃ
う
と
す
る
主
口
々
の
日
的
に
は
極
め
て
好
遁
の
地
方
と
い
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
の
肺
患
♂
時
p
o喜
志
が
主
と
し
て
叙

述
の
劃
象
と
す
る
が
ル
マ
ェ
ア
奥
地
の
好
織
的
大
程
族
、

mwg
各
自
族
の
大
部
は
、
紀
元
二
百
十
三
年
以
来
周
固
の
爾
飴
の
種
族
を
も
併

ぜ
て

k
p
F
B
P
E毎
回
な
る
名
稀
の
下
に
歴
史
の
上
に
現
は
れ
、
約
紀
元
二
百
六
十
年
の
頃
、

c
p国
号
以
来
一
歩
一
歩
ラ
イ
ン
右
岸
の
グ
ル

マ
ン
挨
の
地
を
征
服
し
た
羅
馬
帝
岡
が
新
に
閤
境
の
守
り
と
し
て
築
遺
し
た
寓
旦
の
長
城
、
所
謂
巴
E
S
を
突
破
し
て
、
ロ
E
S
と
ラ

イ
ン
、
下
ナ
ウ
の
一
上
流
と
の
中
間
領
域
、
所
謂
】
)
島
出
自
己

BHP出
向
に
侵
入
し
、
こ
れ
を
長
く
彼
等
の
領
土
と
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
に
闘
す
る
僅
少
な
史
料
、
考
古
皐
的
遺
物
、
就
中
従
前
口

g
g
に
駐
屯
し
た
羅
馬
車
闘
の
消
滅
紘
一
寸
は
こ
の
侵
入
が
激
烈
な
戟

(註〉

争
の
下
に
行
は
れ
、
従
来
の
羅
馬
的
住
民
並
び
に
そ
の
文
化
が
大
な
る
程
度
に
破
壊
せ
ら
れ
た
事
を
誰
明
す
る
や
う
に
思
は
れ
る
、
従
て

ア
レ
マ
ン
ネ
ン
は
寧
ろ
彼
等
の
同
有
の
習
俗
制
度
に
従
て
そ
こ
に
新
移
住
部
落
を
建
設
し
得
た
も
の
と
考
へ
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

言主

国
自
己

H
C
Zロ
acwgZEwm・
広
・

同州

m
E
4
4。
]Hor
己目。

krg目
。
色
戸
口
沼
田
。

E
r
t
r
g
p
m
，
当
世
ユ
窓
口
ゲ

o
a同
国
各
自
吋

E
E
Fロ
担
宮
口

r
g
p由
民

2
7
z
-
J
4
r
z
-
Jユz
e
-
T
F
m
v
o同伴・

臼

(
H
∞
E
)
m・
2
・
と
れ
に
反
封
す
る
も
の
、
宮
古
。

f
g自
己
品

gut-∞・回日
U
1
1悶

2
・

も
と
よ
り
か
L

る
移
住
が
如
何
な
る
形
式
の
下
に
行
は
れ
た
か
に
つ
い
て
は
再
々
は
今
日
何
等
知
る
底
が
な
い
、
考
古
皐
の
教
ふ
る
慮

(
註
一
〉

も
彼
等
が
概
ね
玩
に
先
住
の
民
族
の
住
居
し
た
遺
跡
の
上
に
主
と
し
て
新
移
住
地
を
定
め
た
ら
し
い
こ
と
、
並
び
に
彼
等
の
移
住
地
が
一

へ
誌
二
)

若
く
は
数
個
の
圏
障
を
基
礎
と
し
て
密
集
的
に
行
は
れ
た
事
を
推
測
せ
し
む
る
に
止
ま
っ
て
を
る
。

cmgm♂
時
雪
山
岸
回
目
の
教
ふ
る
庭

中
世
一
滴
一
逸
材
務
に
於
け
る
土
地
所
有
の
閥
係
(
村
松
)

一一一一
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一

に
よ
れ
ば
か
L

る
間
関
は
氏
族
園
酷
で
あ
り
、
そ
し
て
他
方
吾
K

が
ア
レ
マ
ン
ネ
ン
族
に
つ
い
て
有
す
る
最
古
の
史
料
、
印
八
骨
粗
の

同
』
自
九
r
H
P
E
E
C
E
E
(
4
N
O
)

の
規
定
に
於
て
、
猶
同
様
に
氏
族
園
怯
(
∞
・
8
0
m
F
H

。mU
P
O
〉
が
移
住
地
の
開
係
に
つ
い
て
決
定
的
な
椛
利
の

(
謹
=
一
〉

主
惜
と
し
て
取
扱
は
れ
て
な
る
こ
と
を
参
照
す
る
時
、
こ
こ
に
所
謂
閤
障
が
氏
族
的
た
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
略
ぽ
疑
ひ
な
し
に
推
測
し
得

る
底
で
あ
る
。
彼
等
が
侵
入
後
幾
何
も
た
く
し
て
新
移
住
地
に
定
着
す
る
に
至
っ
た
事
情
は
、
四
世
紀
の
中
葉
(
紀
元
一
二
百
五
十
七
年
)

羅
馬
車
圏
が
同
内
乱
草
月
日
日
pロ
の
指
揮
の
下
に
再
び
同
)
井
口

g
p
gロ
ダ
ロ
白
を
侵
略
し
た
事
件
に
闘
す
る
羅
時
の
史
家

L
P
E
E
Eロ回目

〔
註
四
〉

記
事
に
よ
っ
て
こ
れ
を
推
測
す
る
事
が
出
来
る
。
印
ア
ミ
ア
ン
に
よ
れ
ば
羅
馬
人
は
家
畜
・
穀
物
の
豊
富
な
村
落
を
略
奪
し
、
且
そ
の
際 の

被
等
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
破
壊
さ
れ
た
羅
馬
夙
に
千
数
を
か
け
て
建
て
ら
れ
た
す
べ
て
の
家
屋
を
火
に
か
け
て
焚
き
掛
ふ
。
こ
の
や
う
な

家
屋
が
ア
レ
マ
ン
ネ
ン
部
落
に
存
在
し
た
こ
と
は
、
彼
等
が
既
に
既
に
そ
の
新
移
住
地
に
同
く
定
住
し
た
讃
撲
で
あ
り
、
且
彼
等
の
侵
入

以
来
僅
か
百
年
の
日
月
し
か
経
過
せ
ぬ
事
を
思
ふ
時
、
そ
れ
は
原
始
。
ケ
ル
マ
ン
族
が
既
に
定
住
の
習
俗
を
大
な
る
程
度
に
有
し
た
こ
と
の

一
詮
と
も
考
へ
得
る
の
で
あ
る
。

書主

最
古
の
成
立
時
代
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
村
落
の
傍
ら
に
屡
3
線
路
時
代
の
遺
跡
遺
物
の
後
見
さ
れ
る
幕
、
会
憶
と
し
て
経
馬
時
代
の
舟
住

地
が
ア
レ
マ
シ
ネ
シ
に
よ
っ
て
も
亦
移
住
地
と
し
て
利
用
せ
ら
れ
た
一
帯
は
今
日
一
般
に
認
め
ら
れ
る
露
で
あ
る
、
し
か
も
そ
と
か
ら
設
則
さ
れ
る
も

の
は
直
接
に
は
只
地
期
的
連
総
の
み
で
あ
る
。
羅
お
人
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
泣
路
に
沿
ひ
、
地
勢
的
に
形
勝
の
地
を
占
め
て
を
る
前
代
の
遺
跡
が

後
総
民
族
に
よ
っ
て
一
丹
ぴ
好
む
で
住
民
的
の
地
と
さ
れ
る
事
は
そ
こ
に
人
文
的
連
絡
を
考
へ
ず
に
も
充
分
に
設
切
さ
る

L
事
で
あ
る
。

註

二

例

へ

ば

C
Z
E
B酢
別
問
。
門
ロ
ロ
常
国
に
於
て
H
M
古
の
移
住
村
落
の
名
稽
形
式
小
宮
窓
口
を
語
厄
と
ナ
る
も
の
)
を
有
ナ
る
も
の
十
九
乃
至
二
十
の

中
、
六
村
に
於
て
は
狭
義
の
村
(
尾
敷
地
)
の
中
又
は
そ
の
近
く
に
ア
レ
マ
シ
ヰ
シ
の
物
集
茶
地
の
遺
跡
が
確
定
さ
れ
て
を
り
、
不
確
定
な
が
ら
そ

れ
と
推
測
さ
る
与
も
の
が
粉
一
一
一
村
あ
る
。
そ
の
他
の
地
名
を
有
す
る
村
に
し
て
同
様
の
装
地
の
遺
跡
を
有
す
る
も
の
八
村
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
墓
地



が
一
個
所
に
密
集
せ
ず
、
ニ
又
は
そ
れ
以
上
の
群
に
分
れ
て
を
る
も
の
が
多
い
。
恐
ら
く
は
氏
族
閤
憶
が
数
値
の
家
族
問
砲
の
結
合
か
ら
成
っ
て
を

る
や
う
な
場
合
を
示
す
も
の
と
忠
は
れ
る
。
つ
い
で
乍
ら
之
等
古
代
の
墓
地
の
主
た
る
分
布
医
域
が
後
に
迷
ぶ
る
百
人
組
の
直
域
と
令
致
ナ
る
の
は

興
味
あ
る
事
突
で
あ
る
。
そ
れ
は
各
個
の
氏
の
図
慨
が
よ
り
大
き
な
図
般
に
ま
と
ま
っ
て
移
住
し
た
こ
と
を
示
し
て
を
る

o
c
g
E
B手
。
凹
争
g
g
g回目

出
向
。
臼
ロ
ロ
目
。
ロ
∞
・
回
目
H
l
l
回目白・

註

郎
も
し
二
個
の
氏
族
聞
燈
(
ぬ
常
。
ロ
g。p弘J
。∞
rダ
，
。
。
)
の
問
に
彼
等
の
土
地
の
境
界
に
閥
し
て
(
。
同
ロ
仲
g。己阿仏全d

品
令
ポ
ひ
が
起
り
、
一
方
は
「
此
出
品
が
罰
百
キ
の
境
問
弁
で
あ
る
し
と
一
五
ひ
、
他
方
は
反
之
他
の
地
鮎
ま
で
押
し
返
し
て
「
と
こ
こ
そ
否
#
の
境
界
で
あ
る
」

と
い
ふ
場
合
に
は
、
図
守

cpv内
が
雨
者
の
問
に
決
闘
を
行
は
し
め
て
、
と
れ
を
決
ナ
る

oHbHkr--J門
M
F
H
H出
口
・
関
村
の
境
界
は
氏
族
園
憶
の

管
轄
下
に
あ
っ
て
、
個
人
は
と
の
争
ひ
に
閥
係
し
な
い
。

k
r
g
B
Y
S
民
5
8
5ロ
S

M円〈
HH-HW
由

H
C
H
u
d
g
E
E
旬。

8
8
4巴
rv白
色
同
何
回
目

g
g
E
H
L
o
g
y
ロ
己
ロ
ヨ
百

B
E
g
u
o丘町
E
立

3
5

言E
四2

1
2凶
明

白

C自
由
。
毘

p
o
d
s
c
r
2
2江
戸
目
立
件
。
問
。

g
目
。

8
回
目
可
戸
。
g
w
p
w官
官
同
羽
田
回
ヴ
虫
色

m
o
H回一円。ヴ己・

更
に
吾
k

は
地
名
的
研
究
に
よ
っ
て
こ
の
新
移
住
地
成
立
の
課
程
に
つ
い
て
猶
若
干
の
知
識
を
推
知
し
得
る
や
う
に
思
ば
れ
る
。
周
知

の
や
う
に
ア
レ
マ
ン
ネ
ン
の
移
住
領
域
に
於
て
は
よ
H
M
m

窓
口
な
る
語
尾
を
有
す
る
地
名
が
最
古
の
恐
ら
く
は
氏
族
圏
開
を
中
心
と
す
る
村

落
を
指
し
示
し
、
こ
れ
に
積
い
て
か
四
日
目
の
語
尾
を
有
す
る
地
名
、
更
に
は

arg窓口惜
t
E
伸容
A
g
p
B
向。ュ

ハ
註
一
〉

尾
を
有
す
る
地
名
を
、
有
つ
村
々
が
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
事
は
遇
設
の
一
般
に
認
む
る
慮
で
あ
る
。
主
と
し
て
遥
か
後
代
に
於
て
成
立
す

P
4
0仲
H
0
3

ムH
O
同生守の一当日

る
S
4
0出
品
3
g
F
C
同
等
の
移
住
地
は
一
先
づ
措
き
、
古
い
地
名
の
村
に
つ
い
て
考
ふ
る
に
、
先
第
一
に
ム
ロ
∞

g
な
る
語
尾
を
有
す
る
地

名
は
、
殿
密
に
い
へ
ば
、
狛
人
的
圏
憾
の
名
稀
で
あ
っ
て
場
所
的
名
稽
で
は
な
い
、
ハ
宮
ぬ
は
息
子
の
意
、
複
数
増
官
官
ロ
は
家
族
、
氏

等
を
意
味
す
)

o

例
へ
ば
回
忌
官
窓
口

(kru・
口
包
囲
ユ
宮
∞
山
口
)
E
は
同
門
広

の
族
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
、
か
t
A

る
人
間
開
障
の
名
稽
が
、

中
世
瓶
一
逸
材
務
に
於
け
る
土
地
所
有
の
閥
係
(
村
松
)
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二
二
凶

そ
の
や
う
な
圏
鰹
が
そ
こ
に
駐
屯
す
る
と
い
ふ
事
責
的
関
係
に
基
い
て
、
場
所
的
ひ
ろ
が
り
の
上
に
移
し
用
び
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

之
れ
に
反
し
て
か

agw
，
由
4
F
M
F
A

レ窓口・

'
v
m
E
窓
口
等
の
名
稀
は
そ
の
語
尾
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
場
所
的
ひ
ろ
が
り
に
関
係
し
て
を
る
。
例

へ
ば
同
p
m
o
z
v
a
B
w
(
k
p
-
U
-
H凶
∞
∞
冨
P
向。民由回目戸市町
E
W
H
M
4
u
匡
m
w
m
H
c
r
r
p古
〉
祖
国
H
1
H
v
a
s
gロ

(kp・
H)・
∞
。
旬
、
出
込
征
g
t
p
H
N
O∞
w
阿
見
a

民
由
民
ロ
)
w
H
W
Z詳
∞
ロ
FPHHE
⑦
ロ
ハ
k
r
H
)・
E
4
U

切
丘
件
。
回
目
何
回

ES)
等
は
夫
々
属
高
O
H
h

国
門
事
3

M

W

己
g
ロ
等
の
人
名
に
よ
っ
て
表
は
さ
れ

た
(
恐
ら
く
は
彼
等
に
よ
っ
て
率
び
ら
れ
る
一
族
の
住
む
)
住
所
、
屋
敷
地
の
義
で
あ
る
。
即

a
g
m
g
の
地
名
の
村
落
が
成
立
し
た
時

代
に
於
て
は
、
ア
レ
マ
ン
ネ
ン
部
落
は
狛
土
地
に
針
す
る
定
住
的
関
係
深
か
ら
や
、
主
と
し
て
人
的
園
間
と
し
て
自
己
を
去
は
し
、
『
伯
仲
居

以
下
の
村
落
成
立
の
時
代
に
至
っ
て
始
め
て
定
住
的
闘
係
が
確
立
し
た
も
の
と
考
へ
得
る
で
あ
ら
う
。
し
か
も
之
等
の
場
所
的
地
名
を
有

す
る
村
落
も
後
代
耳
目
々
の
知
り
得
る
彪
に
よ
れ
ば
そ
の
組
織
並
び
に
内
部
の
生
活
関
係
に
於
て
官
ぬ

B
村
落
と
何
等
異
な
る
所
を
費
見

し
得
な
い
、
郎
そ
れ
等
の
も
の
も
場
所
に
封
す
る
密
接
な
闘
係
の
増
加
以
外
に
は

Em窓口

門
誌
二
〉

的
闇
鰹
を
中
心
と
し
て
成
立
し
た
も
の
と
考
へ
得
る
。

村
落
と
全
然
同
様
の
根
源
か
ら
同
じ
く
氏
族

言主

目古田

guSFCMHHJL5口
古
学
の
地
名
に
隠
す
る
遁
訟
を
疑
ふ
近
時
の
研
究
に
つ
い
て
は

H
V
O匂

m
o
r
u
C】

q
A
H

ロ
Q
T向。口
w
H
・∞
-
H
H
2
H
-

凶

ω∞ぬ・

回
串
由
同
吋
・
参
照
。

言E

。gg
g酔
切
貯
色
宮
∞
自
は
今
日
九
十
五
の
部
落
並
び
に
附
層
的
部
務
を
有
し
、
更
に
十
二
品
川
紀
以
来
主
と
し
て
は
十
四
舟
紀
以
来
疫
病
、
都

市
勃
興
等
の
影
響
の
下
に
消
滅
し
た
部
落
が
約
六
十
あ
え
そ
れ
等
の
中
山
口
ぬ

2
部
務
一
一
十
一
、
宮

E
豆、

r
g
g
十
四
、

m
g
F口
一
ニ
、
宮
昆

六

o
c
g
g
Bけ
民
自
白
同
口
ぬ
百
に
て
は
山
口
奪
回
二
十
三
、

roHB
七
、
そ
の
中
現
存
す
る
も
の
前
者
十
六
、
後
者
一
ニ
。

Em窓
口
部
落
が
そ
の
名
稽
に
於
て
猶
土
地
に
密
接
に
結
合
し
な
い
性
質
を
一
不
し
、
従
て
そ
れ
が
、
彼
等
の
デ
グ
マ

I
テ
ン
ラ
ン
ド
侵
入



後
程
遠
か
ら
ぬ
時
代
に
成
立
し
た
も
の
と
考
へ
ら
る
べ
き
こ
と
と
相
闘
嚇
し
て
、
更
に
存
々
の
注
目
を
惹
く
の
は
百
人
組

岡
田
回
出
向
。
一
円
寸
・

田口

r
p
p
の
制
度
で
あ
る
。

即
シ
ェ
ワ
1
ベ
ン
地
方
最
古
の
文
書
に
於
て
は
屡
a

猶
某
K

の
村
落
が
百
人
組
又
は
こ
れ
と
意
味
内
容
を
等

し
く
す
る

C
g
H
の
直
劃
に
よ
っ
て
云
び
現
ほ
さ
れ
て
を
る
、
例
へ
ば
凶
器
冊
目

Ei∞-
Z
Z忌
乙
ぬ
P

F

回
日
OHH向
。
ユ

E
(四
日
員
自
民
P
円目。

〔
註
一
〉

岳
会
ロ
ロ
ω
3
2乙
5
2
の
如
し
。
八
骨
組
の
ア
ラ
マ
ン
法
に
よ
れ
ば
各
佃
村
落
の
上
に
更
に
よ
り
大
き
た
古
来
よ
り
の
政
治
的
高
劃
と
し

て
百
人
組
、
。
pz
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
等
の
各
々
に
於
て
八
日
乃
至
十
四
日
毎
に
裁
判
の
集
合
が
昔
な
が
ら
の
習
慣
に
従
っ
て
問
か
る
べ

(
註
一
一
)

き
事
が
規
定
せ
ら
れ
て
を
る
。
さ
て
か
L
る
一
定
地
域
の
上
の
諸
部
落
を
結
合
す
る
行
政
的
区
劃
と
し
て
の
百
人
組
な
る
も
の
は
、
こ
れ

を
一
般
的
に
考
察
す
る
と
、
そ
の
木
来
の
意
義
か
ら
甚
し
く
遠
去
か
っ
た
、
存
有
理
由
の
甚
だ
し
く
稀
薄
と
な
っ
た
最
後
的
段
階
の
形
式

で
あ
る
や
う
に
忠
は
れ
る
。
査
し
百
人
組
た
る
も
の
は
そ
の
本
来
の
意
味
に
於
て
は
確
か
に
百
家
族
の
集
固
な
る
教
的
内
存
を
主
と
し
た

ハ
註
一
二
〉

も
の
で
、
こ
の
意
味
に
於
て
は
佐
古
グ
ル
マ
ン
族
が
猶
恐
ら
く
は
主
と
し
て
牧
高
民
と
し
て
遊
動
的
生
活
を
皆
む
だ
時
代
に
成
立
し
た
制

度
と
解
す
べ
き
で
あ
る
、
そ
れ
が
彼
等
が
何
等
か
の
程
度
に
於
て
定
住
的
欣
態
に
入
る
と
共
に
、
既
に
そ
の
本
来
の
存
在
理
由
を
甚
だ
し

く
減
殺
さ
れ
つ
L

、
猶
例
へ
ば

c
m
Z
2
時
代
の
ス
ウ
ェ
1
ベ
ン
技
に
於
て
見
る
や
う
な
戦
争
圏
惜
と
し
て
比
較
的
移
動
的
な
生
活
が
皆

ま
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
絶
え
や
起
る
政
治
的
戦
争
的
協
力
の
必
要
か
ら
、
諸
部
落
を
結
合
す
る
人
的
圏
障
の
組
織
と
し
て
政
治
的
経

情
的
に
現
貴
に
荷
動
し
、
最
後
に
決
定
的
定
住
と
千
和
の
時
代
に
入
る
と
共
に
翠
な
る
地
域
的
な
行
政
直
劃
と
し
て
僅
か
に
昔
日
の
面
影

を
止
め
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
事
貫
八
世
紀
に
於
て
猶
屡

a
文
書
に
現
は
る
h
A

百
人
組
の
匝
劃
は
平
く
も
九
世
紀
以
後
に
於

て
固
守

C
円
え
そ
の
他
の
大
貴
族
の
現
賓
の
勢
力
範
問
、
支
配
領
域
に
よ
っ
て
置
き
か
へ
ら
れ
、
間
も
な
く
崩
壊
し
去
る
の
で
あ
る
。
し

か
も
他
方
に
於
て
、
後
代
の
史
料
か
ら
主
日
々
の
知
り
得
る
多
数
村
落
に
共
同
の
森
林
牧
地
の
入
合
闘
係
、
所
謂
数
村
に
ま
た
が
る
唱

g
g

中
世
濁
逸
材
一
昨
に
於
け
る
土
地
所
有
の
閥
係
(
村
松
)

二
二
五



(
註
同
〉

]
芦
尾
]
州
を
中
心
と
す
る
そ
れ
等
村
落
の
結
A
口
関
係
が
そ
の
来
礎
に
於
て
百
人
組
閣
躍
を
議
想
す
る
が
如
き
事
情
は
、
こ
の
種
の
圏
聞
が
移

東
京
商
科
大
間
学
研
究
年
報

材
料
済
同
学
研
究
第
一
波

性
の
嘗
一
初
、
新
領
土
占
有
の
嘗
初
に
於
て
狛
現
賓
の
粧
情
的
活
動
力
を
建
都
し
て
居
っ
た
こ
と
の
読
擦
と
考
ふ
べ
く
、
彼
此
相
封
照
し
て

考
へ
れ
ば
百
人
組
並
び
に

。

g
の
匝
劃
は
移
住
の
一
営
一
初
そ
の
安
営
力
最
も
強
く
、
爾
後
は
弐
第
に
存
在
意
義
を
減
殺
さ
れ
つ

L
儀
勢
を

保
つ
も
の
と
見
ら
れ
、
そ
の
成
立
は
も
と
よ
り
移
柁
と
同
時
に
、
新
領
土
の
占
領
と
阿
時
に
起
っ
た
も
の
と
考
ふ
べ
き
で
あ
る
や
う
に
思

は
れ
る
。
こ
の
や
う
た
推
定
は
猶
一
三
一
の
事
費
問
察
に
よ
っ
て
裏
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
に
は
数
個
の
百
人
組
並
び
に
。

E
が

措
ふ
人
名
(
印
恐
ら
く
は
そ
の
百
人
組
の
統
率
者
の
名
)
が
そ
の
百
人
組
中
に
位
置
す
る
村
落
の
名
稿
と
一
致
す
る
場
合
で
あ
る
。
例
へ

〕M
E
E∞凶器国
HHEHigE
中
の
日
出
回
昆
向
。
田
山
口
m
g
(現
在
〕
V
Z
H岡田山田
m
g
y
]
J
H
g
E
V
P
H山口
r
g
r
g
H仲
間
山
中
の
民
戸
出
向
阿
佐
宮
図
的

S
F現

在

]VHEH門戸時]剛山口
mHDHHY
可
申
ぬ
出
血
】
VPHH山口
HZmH044由
中
の
】
V
P
E出向申
P
H
v
p∞
同
国
国
民
芯
2
4
0
(国
民
芯
ロ
ロ
)
中
の

ば

国】司岱ロ∞
OHH

等
v

れ
ぞ
あ
る
。
こ
れ
等
の
村
落
は
そ
の
地
名
形
式
に
於
て
最
古
の
移
住
地
を
示
す
の
み
な
ら
守
、
そ
の
地
勢
に
於
て
も
亦
最
古
の
移
住
部
落

た
る
事
を
示
し
て
を
る
、
町
そ
れ
等
は
そ
の
地
方
の
故
形
跡
の
地
位
に
位
し
、
そ
の
直
域
も
庚
大
で
あ
る
、
例
へ
ば
。
Z
E
H
H
H仲宮{片岡
H田・

HHm山由
HH
の
間
十
八
村
中
山
ち
c
c
v
p
(
H
h
s
ρ
r
g
)
を
超
ゆ
る
も
の
は
慌
に
五
、

g
c
o
r
p
b九
超
ゆ
る
も
の
は

]
V

同位回国日目的由
HH(∞A

F
]
{

∞
rp)

の
み
で
あ
り
、
句
E

Eロ∞・

8
ハ
ω
C
N
C
E
J
W
国
墨
田
m
N
B
(
E
4
4
r
p
)
等
も
何
れ
も
そ
の
都
中
最
大
の
区
域
を
有
す
る
.
(
平
均
は

4
1
1
8
0

r
p
)
0
 
部
こ
れ
等
の
部
落
は
周
聞
の
地
域
に
移
住
し
た
諸
部
落
中
最
古
最
有
力
の
部
落
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
移
住
の
官
時
に
於
て
そ
の
統

率
者
が
同
時
に
よ
り
大
き
な
闇
髄
、
百
人
組
或
は

C
S
の
開
館
を
も
統
率
し
、
こ
れ
に
そ
の
名
稿
を
興
へ
た
も
の
と
考
へ
る
と
と
が
で

き
る
。
郎
両
者
は
相
侠
っ
て
共
に
そ
の
成
立
の
古
い
こ
と
を
誰
明
す
る
や
う
に
忠
は
れ
る
。
第
二
の
事
費
は
そ
れ
等
の
官
官
出
部
落
並
び

に
同
様
に
古
い
起
源
を
有
す
る
他
の
村
落
が
屡
a
最
古
の
(
少
く
と
も
五
世
紀
に
遡
る
〉
ア
レ
マ
ン
ネ
ン
墓
地
の
遺
跡
と
近
接
し
、
且
こ



れ
等
の
遺
跡
群
が
自
ら
吾
々
が
推
定
し
得
る
最
古
の
百
人
組
、

c
g
の
区
割
と
合
致
す
る
一
事
費
で
あ
る
、
例
へ
ば

。ゲo
g
g酔

一
宮
市
ヂ

民
国

mH白
HH
に
於
て
は
そ
の
北
部
の
一
群
は
出
ロ
ロ
S
氏。
HHS同
居
間
宮
口
と
、
ド
ナ
ウ
河
西
部
の
一
群
は

L
P
ぬ
MHmHPロ
と
、
ド
ナ
ウ
東
部
の
一
群

(
訂
正
〉

は
国
民
有
PHH
と
恰
も
合
致
す
る
。
以
上
を
綜
合
す
れ
ば
、
ア
レ
マ
ン
ネ
ン
の
新
移
住
地
占
領
は
先
づ
百
人
組
な
る
大
な
る
閤
障
に
よ
っ
て

一
定
地
域
が
占
領
せ
ら
れ
、
そ
の
中
に
、
恐
ら
く
は
氏
族
的
圏
鰹
を
中
心
と
し
た
、
よ
り
小
な
る
間
関
的
移
住
地
、
所
謂
密
集
村
落
形
式

の
部
落
が
建
設
さ
れ
る
と
い
ふ
形
式
の
下
に
行
は
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
ο

註

kr・ロ・

4
U
M
-
E
P
P
E
p
g
M
H
P
E
p
u
ρ
己

4
0
2
2吋
冨
戸
口
P
Z
F
S
H
E
E
E山。
B
a
z
a
p
-
J
E
F
E
Hロロ己匂
P恒
常

"ρ
巳
告
の
泣
5
E
E
U時
V
Z
-

つ
司
町
営
B
g吋肉・

d
井
戸

Hwpロヴロロ
V
H・
a・
8
・
)
ヨ
ロ
同
区
F
S
H
岡
山
口
宮
内
問
。
吋
同
・
(
現
在
せ
ず
)
。
百
人
組
並
び
に
の

E
に
つ
い
て
は

4
0
F
3
目
。

H
w
o
a
b
Z括
合
m
k
r
F
B
B
E巳
Bhrdaw
同∞

S
・
a・
g
H
l臼
印
。
・
参
照
。

言主

H
b
H
E
-
M一凶一門司
H
(
E
-
K
F
ロ

3
3
u
c
c
U
4
0己
5
2
2回
目
。
o
S
F
E
S
U
E
o
s
-
H
B
E
E
t
ρ
5
5
出
弘
山
口
。
自
己

g
ロ
窓
口

P
B
E
E

S
B位。

2
8
2
0
白山田
2
0
2
8
3
g
s
u
g
g号
E
i
-
-
-

註

百
人
組
並
び
に
そ
の
部
分
周
健
た
る

N争
己
S
F免
許
の
数
的
政
併
及
び
そ
の
史
料
に
つ
い
て
は
回
目
五
回

p
q需
の
諸
著
、
殊
に
の
Z
E
P
P
M
E
V
O

F
E
E
E
V
Z
4
0円
げ
ぢ
品
。
戸
出
向
島

M
5
P。
ヴ
ゲ
白
血
2
F
E
m
o白
色
HaoFFR・
(NG白
骨
宮
町
・
戸
切
C
-
E
-
詮
同
也
記
・
)
並
び
に
同
)
同
O
F
H
E
z
g
o
H
E
P

甘
m
g
g
E
2
0
E
o
v
c
a
u
H
L
S
H普《】
HEro口
出
2
E
-
(慰
問
言
。
F
・
同
・
図
。
-
F
H・
8
・
Z
M白
・
)
参
照
。

註
四

恐
ら
く

F
E
H
同
Z
P
H
同
E
a

白
Z
Zロ
Vえ
?
と
の
森
林
並
び
に
牧
地
よ
り
成
る
1
1
十
九
世
紀
の
末
以
来
線
兵
場
と
な
る
!
!
数
村
共
同
の

]
F
H
E
E
E
L
に
は
区
田
口
氏
ロ
問
。
P
K
F
F

例
へ
ば

C
F
E
S
F
w志向
M

耳
目
ゲ
ロ
ロ
ぬ
出
向
昨
日
同
国
常
国
切
-
M
3
R
の
冨
吉
田
H
a
z
F
E
円
入
令
陶
係
参
照
。

山
口
闘
。
旬
、
国
c
E回目。
P
C
E
G
B
-
J
P
P口
一
宮
田
自
の
一
町
四
ケ
村
が
入
令
絡
を
有
し
、

一
の
回

E
G
O
H再
出
話
回
宮
町
長
を
形
成
し
て
を
つ
た
。
し
か
る

に
こ
の
法
律
的
閥
係
は
地
現
的
関
係
と
比
較
し
て
興
味
あ
一
る
矛
盾
を
示
し
て
を
る
。
郎
以
上
五
個
の
部
落
中
四
ケ
村
は
地
均
的
に
四
百
仲
に
境
を
接

し
て
を
る
が
出
国
国
丘
回
目
。
回
は
金
一
然
之
れ
と
離
隠
し
、

k
g
E問
。
回
の
村
内
を
通
過
せ
ざ
れ
ば
四
百
酔
に
到
達
し
得
な
い
。
他
方
同
首
酔
の
東
側
に

中
静
一
滴
一
逸
材
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
関
係
(
村
松
)

七



東
京
商
科
大
町
中
研
究
年
報

終
桃
山
学
研
究
第
一
一
説

二
二
八

境
を
接
す
る

N
Z山口同
u
m
o
p
F
E
m
g許
庁
♂
同
ロ

E
F
5
0
P
包
括
qHmvo日

B
等
は
地
浬
的
に
接
近
し
た
位
置
に
あ
る
に
も
拘
ら
ず
反
割
に
全
然
出
向
三

の
入
品
問
機
よ
り
除
外
さ
れ
て
を
る
。
部
こ
れ
ら
の
事
情
は
同
ミ
酔
の
総
有
闘
係
が
元
来
無
主
の
地
に
針
し
周
閣
の
村
キ
が
次
第
に
用
益
構
を
及
ぼ
し

た
結
果
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
〈
、
最
初
か
ら
一
定
の
蹄
属
閥
係
に
基
い
て
成
立
し
た
も
の
な
る
事
を
示
す
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
き
て
他

の
・
史
料
か
ら
阪
に
嵐
官
巴
ロ
窓
口
以
下
の
五
部
落
は
古
来
冨
吉
弘

aazV戸ロ
品
。
ユ

g
F
2
に
麗
し
、
之
れ
に
反
し
て
境
を
接
し
つ

L
そ
の
入
令
権
か

ら
一
除
外
き
る
よ
筒
部
搭
は
何
れ
も
他
の
宵
人
組
に
開
局
す
る
事
が
設
切
さ
れ
て
を
る
、
彼
此
相
封
照
し
て
考
へ
れ
ば
と
の
蹄
属
関
係
を
定
め
た
主
位
は

郎
官
人
組
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
v

。
宵
人
組
の
中
に
て
は
先
づ
乙
れ
に
接
近
す
る
四
ケ
村
が
用
銭
離
を
之
れ
に
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ

九
月
、
境
を
接
せ
ざ
る
冨
田
口
一
m
z
m
c口
が
同
じ
く
そ
の
入
令
様
に
奥
る
所
以
の
も
の
は
恰
も
そ
れ
が
そ
の
百
人
組
を
統
率
す
る
氏
の
部
落
で
あ
っ
た

正
い
ふ
特
権
的
地
位
に
よ
る

ι
の
で
あ
ら
う
。
十
五
世
紀
以
後
の
史
料
に
よ
れ
ば
旨

z
s
u
m
o
u
は
会
同
己
酔
に
劃
ナ
る

N
王
国
民
戸

H
H
Q
F
Eロ
ハ
後

段
参
照
)
の
権
利
放
ぴ
に
回
百
け
の
会
川
谷
維
の
約
二
分
の
一
の
権
利
を
有
っ
て
を
ワ
た
。

前
段
一
一
二
二
頁

l
二
二
三
一
丸
註
二
参
照
。

設
五

現
存
の
諸
村
落
中
の
あ
る
も
の
が
既
に
最
古
の
史
料
中
に
そ
の
名
を
見
出
す
こ
と

(
最
古
の
例
は
シ
品
ワ

1
ペ
ン
地
方
に
て
は
紀
元

七
百
七
十
七
年
¥

そ
れ
等
が
古
い
考
古
県
的
遺
践
と
結
合
し
て
を
る
事
費
、
そ
れ
ら
の
有
つ
起
源
の
古
い
地
名
、
又
そ
れ
ら
と
最
古
の

制
度
た
る
百
人
組
と
の
密
接
な
関
係
、
そ
れ
等
が
そ
の
起
源
に
於
て
圏
鰐
的
移
住
地
と
し
て
成
立
し
た
事
を
示
す
そ
の
密
集
村
落
的
形
式
、

そ
れ
等
が
最
近
世
ま
で
、
否
屡
a
現
在
ま
で
保
存
す
る
止
日
風
の
圏
樫
経
済
的
習
慣

(
例
へ
ば
村
の
家
蓄
を
各
家
族
個
々
に
で
は
な
し
に
、

村
全
障
と
し
て
共
同
的
に
牧
ふ
や
う
な
風
習
)
、

こ
れ
等
の
こ
と
は
す
べ
て
、
現
在
の
村
k

の
中
そ
の
由
来
嘗
き
も
の
が
そ
の
起
源
に
於

て
最
古
の
時
代
、
屡
a
移
住
の
や
回
初
ま
で
遡
る
こ
と
、
従
っ
て
後
代
の
史
料
か
ら
描
か
る
a
h

そ
れ
等
の
股
態
が
最
古
の
移
住
部
落
の
事
情

を
う
か
が
ふ
上
に
重
要
な
鍵
を
提
供
す
べ
き
は
す
で
あ
る
こ
と
を
詩
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
事
貫
主
口
K

が
後
代
の
史
料
を
過
し
て
知
り
得



る
限
り
に
於
て
、
仮
令
村
々
の
生
泊
、
そ
の
各
々
の
運
命
の
上
に
は
随
時
小
さ
か
ら
ぬ
建
動
が
起
っ
て
来
る
と
は
い
へ
、
そ
の
時
世
化
は
猶

全
開
と
し
て
時
代
か
ら
時
代
へ
と
承
け
械
が
れ
、
持
ち
博
へ
ら
れ
る
本
の
に
比
ぶ
れ
ば
一
耳
ふ
に
足
り
ぬ
日
何
度
の
も
の
で
あ
る
。
十
八
世
記

の
末
・
十
九
世
紀
初
頭
に
至
っ
て
始
め
て
、
個
人
主
義
・
合
理
主
義
の
上
に
立
脚
す
る
政
治
的
大
革
命
の
飴
波
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
も
の

の
上
に
も
根
本
的
な
饗
革
が
訪
れ
る
、
郎
佃
別
的
私
有
棋
の
確
立
を
目
標
と
す
る
土
地
制
度
の
整
理
改
革
、
所
謂
農
民
解
放
の
蓮
動
等
が

そ
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
等
の
改
革
は
そ
の
美
は
し
い
名
に
も
拘
ら
歩
、
そ
れ
が
歴
史
的
倖
統
に
封
し
て
無
知
無
思
慮
で
あ
っ
た
結

果
と
し
て
、
今
日
の
困
難
な
農
村
問
題
の
主
た
る
踊
源
を
な
し
て
を
る
こ
と
は
周
知
の
事
で
あ
る
。
吾
々
が
中
世
濁
遁
村
落
の
生
活
欣
態
、

殊
に
そ
の
土
地
所
有
の
関
係
に
到
し
て
行
ふ
研
究
は
こ
の
意
味
に
於
て
、
唯
K

古
い
問
題
へ
の
鍵
を
提
供
す
る
の
み
な
ら
や
、
更
に
亦
新

し
い
現
在
の
問
題
へ
も
重
要
な
解
決
の
鍵
を
提
供
す
る
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一一一

中
世
相
側
泌
一
村
落
の
経
済
的
・
法
制
的
関
係
、
殊
に
は
そ
の
土
地
所
有
の
闘
係
を
描
き
出
す
に
つ
い
て
、
先
づ
注
意
す
べ
き
事
は
、
種
目
村

落
、
新
村
落
、
並
び
に
村
落
の
境
外
以
外
に
あ
る
森
林
牧
地
等
、
匹
域
の
種
類
に
よ
っ
て
そ
の
法
律
開
係
を
大
い
に
異
に
す
る
こ
と
で
あ

るの
一
、
奮
村
落
印
そ
の
成
立
年
代
の
古
い
村
K

は
何
れ
も
こ
れ
に
属
す
る
同
有
の
村
境

M
T岳
g
H
ぬ
を
有
し
、
そ
の
略
ぽ
中
央
、
地
勢
好

埴
な
場
所
に
鴇
集
的
な
屋
敷
地
所
謂
狭
義
の
村
が
あ
っ
て
こ
れ
を
管
轄
す
る
ο

古
い
村
落
程
境
界
内
の
匹
域
]
広
島
W
Z
H
H
m
の
康
さ
は
大
で

中
品
川
畑
凋
逸
に
於
け
る
土
地
所
有
の
聞
係
〔
村
松
)

二
一
一
九



東
京
商
科
大
息
研
究
年
報

材
料
済
率
研
究
第
一
一
扱

二
三

O

あ
る
、
既
に
述
べ
た
や
う
に
そ
の
干
均
は
約
4
1
1
∞corp-
七
乃
至
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
で
あ
る
が

=
g
r
p・
を
超
ゆ
る
も
の
も
亦

、・F

・i
h

、。

バ
一
/
〉
克
し

二
、
村
の
境
界
内
に
は
時
に
後
代
に
成
立
し
た
所
謂
枝
村

4
円

2
r
g己
c広
が
従
属
し
て
ゐ
る
、
そ
れ
等
は
そ
の
地
名
や
そ
の
地
勢
や

屋
敷
地
の
大
き
さ
等
に
よ
っ
て
通
常
一
見
し
て
古
い
起
源
の
村

h
?と
区
別
し
得
る
、
そ
れ
等
も
通
常
そ
の
一
大
さ
に
於
て
は
大
い
に
劣
る
と

は
い
へ
間
有
の
村
境
]
広
島
]
自
国
的
を
有
す
る
、
し
か
し
中
に
は
こ
れ
を
訣
く
も
の
も
少
く
な
い
。
か
L

る
外
観
上
の
差
別
に
臆
じ
て
、
そ

れ
等
の
村
落
内
の
法
制
的
閥
係
は
通
常
大
い
に
古
い
村
々
の
そ
れ
と
異
っ
て
を
る
。
か
L
る
村
々
に
属
す
る
も
の
は
同
町
田

p
p
。

E-Z
近

傍
の

m
r
r
d
g
E
4
P
H
Q
地
方
の
得
村
形
式
の
村
々
、
。
z
z
o
F
4
Pず
四
回
地
方
の
垣
市
出
品
♂
回
。
同
等
の
地
名
で
一
不
さ
る
L
村
k

等
で
あ
る
。

三
、
と
の
や
う
な
村
々
の
中
聞
に
、
本
来
は
そ
れ
等
の
百
号
阿
国
出
向
の
外
に
立
つ
森
林
、
牧
地
、
漁
地
等
の
直
域
が
あ
る
。
こ
の
や
う

な
原
域
は
通
例
極
め
て
錯
雑
し
た
楳
利
関
係
の
下
に
立
ち
、
屡
e
特
定
さ
れ
た
敷
ケ
村
の
入
合
様
、
入
合
椛
を
有
せ
ぬ
村
々
の
住
民
の
佃

人
的
所
有
模
、
更
に
は
園
王
、
固
守
、
後
代
に
於
け
る
そ
れ
等
の
後
檎
者
卸
地
方
的
領
主
、
諸
侯
等
の
支
配
楳
乃
至
は
所
有
権
(
例
へ
ば

シ
ュ
ワ

1
3ヘ
ン
地
方
に
於
て
屡
a
遭
遇
す
る
固
有
地
乃
至
は
主
植
者
の
所
有
地
卸
所
謂
J
F
4
P
H宵
包

PH
の
上
へ
の
樺
利
)
等
が
錯
雑
し
て
そ

の
上
に
働
き
か
け
る
。
し
か
も
か
L

る
匝
域
の
特
徴
は
そ
れ
等
の
椴
利
闘
係
が
多
く
の
場
合
確
定
せ
や
、
各
佃
権
利
者
の
問
に
法
律
的
係

品
す
が
後
代
ま
で
永
く
争
は
れ
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
、
之
等
の
匹
域
が
本
来
確
定
し
た
法
制
的
関
係
を
有
す
る
村
落
境
界
以
外
に
立
ち
、
後

代
に
至
っ
て
程
々
の
機
舎
に
様
々
の
模
利
者
が
そ
の
権
利
を
こ
の
上
に
成
立
せ

L
め
た
事
情
か
ら
由
来
す
る
本
の
で
あ
る
。
か
h
A

る
医
域

の
例
は
前
述
の
]
吾
首
H

回目出向

B
同
P
H
Y
Oげ
の

H
P
E骨
切
片
品
白
宮
m
g
に
属
す
る
パ
門
。
訂
作
田
口
r
oヴ
己
凸

Y
m
g
H
Oロ
4
3
5
等
の
地
域
で
あ
る
。

吾
々
の
目
的
に
肱
じ
て
、
主
口
々
が
主
と
し
て
研
究
の
針
象
と
す
る
の
は
第
一
種
の
村
落
、
そ
の
起
源
の
古
い
諸
村
落
で
あ
る
。



四

前
述
し
た
や
う
な
あ
ら
ゆ
る
観
拙
か
ら
見
て
そ
の
起
源
の
古
い
事
の
詩
明
さ
れ
る
村
?
乞
観
察
す
れ
ば
、
そ
の
何
れ
も
そ
の
時
ぼ
中

央
、
最
も
地
勢
の
す
ぐ
れ
た
場
所
(
地
勢
的
高
み
、
或
は
河
岸
等
〉
に
垣

(
註
)

的
な
農
家
及
び
庭
園
が
そ
の
中
に
村
の
道
路
に
沿
ふ
て
並
む
で
を
る
。
買
の
外
、
狭
義
の
村
の
周
聞
は
耕
地
句
。

E
並
び
に
抹
地
巧
山
富
。

国
詳
S
J
N
P
U
ロ

に
よ
っ
て
固
ま
れ
た
屋
敷
地
が
あ
り
、
密
集

が
と
り
ま
き
、
更
に
そ
の
外
側
に
森
林
牧
地

4
P
H
Q
E
L
4包
含
等
の
村
の
入
合
地
が
接
続
し
て
、
そ
れ
等
の
す
べ
て
が
村
境
に
ょ
っ

(
註
〉

て
限
ら
れ
て
を
る
。

註
、
二
三
二
頁
掲
載
一
五
七

O
年
同

r
g
g仲
窓
口
の
岡
、
並
び
に
後
段
二
六
一
一
、
二
六
三
頁
掲
載
の
同
己
宮
町
民
O
U

の
耕
地
図
参
照
。

こ
の
租
の
村
落
の
第
一
の
特
徴
は
そ
れ
が
常
に
回
有
の
村
境
、
境
界
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
十
五
六
世
紀
以
後
吾
、
R

が
充
分
の
史
料

を
有
す
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
と
れ
等
の
境
界
は
確
定
し
た
境
界
棋
に
よ
っ
て
限
ら
れ
、
且
一
村
の
境
問
外
は
直
ち
に
他
村
の
そ
れ
に
相
接

門
誌
一
叫

す
る
の
が
常
で
あ
る
、
。
こ
の
境
界
線
の
意
義
は
以
下
に
詳
し
く
考
察
す
る
や
う
に
先
第
一
に
は
村
の

N
項
目
白

m
g
L
出
自
ロ
印
村
の
統
制

様
管
轄
棋
の
及
ぶ
限
界
で
あ
る
が
、
他
方
五
口
々
が
詳
細
に
こ
の
境
界
線
上
の
椛
利
闘
係
を
調
査
観
察
す
る
時
、
多
く
の
場
合
に
於
て
、
元

来
こ
の
や
う
な
村
の
統
制
樺
管
轄
権
の
下
に
立
ち
そ
の
範
囲
に
よ
り
て
制
約
さ
る
べ
き
ゃ
う
の
権
利
関
係
が
、
事
費
に
於
て
は
こ
の
境
界

線
を
越
え
て
、
互
に
相
出
入
す
る
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
最
も
著
し
い
場
合
は
‘
隣
接
す
る
雨
村
に
所
属
す
る
土
地
所
有
権
が
殆

(
註
二
〉

ん
ど
常
に
境
界
線
を
無
脱
し
て
、
そ
の
上
に
ま
た
が
っ
て
出
入
し
て
を
る
事
責
で
あ
る
。
更
に
は
以
上
の
現
象
に
附
随
し
て
雨
村
の
租
税

中
世
狗
逸
材
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
闘
係
(
村
松
)

一一一
一



相
料
済
凪
午
研
究
第
一
一
説

へ
許
一二
)

概
牧
棋
が
同
様
に
境
界
線
に
ま
た
が
っ
て
出
入
す
る
、
荒
し
土
地
に
到
す
る
租
税
徴
牧
椛
は
そ
の
土
地
の
所
有
椛
の
所
属
す
る
村
方
に
属

戸註
四
〕

す
る
事
古
来
の
慣
例
的
原
別
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
元
来
村
落
の
統
制
匝

東
京
商
科
大
mv
研
究
年
初

一一一一一一一

域
に
よ
っ
て
制
約
さ
る
べ
き
ゃ
う
の
椛
利
関
係
と
か
L

る
統
制
区
域
の
境
界
線
と
の
不

設

境
界
線
は
間
隔
を
異
に
す
る
外
的
桜
し
に
よ
っ
て
一
示
さ
れ
た
地
鮎
と
、

こ
れ
を
つ
な
戸
、

直
線
的
な
線
の
集
ま
り
か
ら
な
り
、
各
制
惜
し

の
問
に
は
掬
そ
の
他
外
的
な
区
別
総
は
存
し
な

い
。
採
し
は
重
要
な
地
黙
に
於
て
は
境
界
石
、
そ
の
中
間
は
木
製
の
十
字
架
や
或
は
玄
木
の

上
に
刻
ま
れ
た
し
る
し
で
現
は
さ
れ

る
。

註

次
頁
の
挿
悶
冨
己

r=ロ
m
H
A
E
H
H
E
C
Eロ
(
O
Z
E
ヨ廿
]FH255ぬ
Cロ
)
の
境
界
間
参
照
a

そ
れ
は
境
界
線
が
所
有
地
の
区
制
と
金
〈
無
山
間
心
に
引
か
れ
て
を
る
こ
と
を
示
す
。

と
の
地
方
遁
川
の
悦
行
に
よ
れ
ば
税
稔
徴
牧
桜
は
土
地
の
所
有
椛
者
の
局
ナ
る
村
に
附

属
す
る
。
従
て
か

L

る
境
界
線
は
叉
租
税
徴
牧
棋
の
限
界
と
も
出
入
不
一
致
で
あ
る

o
o
p
g
E
r
a-話
回
∞
岡
山

=
E
E
m
g
u
m-自由
l
l
u
u
∞
参
同
。

主E



註
四

「
租
税
は
か
ま
ど
の
燃
の
上
る
い
庭
で
文
梯
は
れ
る
。
」

kr
巴
コ
∞
品
工
回
目
角
山
口
問
。
P
O
L
F
E
F
o
g
r・
白
昨
日
田
町
田
g
u
m
-
回目∞-

、ヲ。

も
と
よ
り
稀
に
は
反
封
の
場
合
、
印
後
代
に
至
っ
て
境
界
線
を
越
え
て
農
夫
の
閲
裂
が
他
村
へ
食
ひ
込
む
や
う
な
場
令
も
あ
づ
た
こ
と
で
あ
ら

設
五

か
く
の
如
く
確
定
し
た
境
界
線
と
し
て
の
形
式
に
於
て
は
村
の
境
界
は
寧
ろ
後

fjren3e 
der atarAung勾fro1?sfetten"

代
の
産
物
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
れ
は
決
し
て
境

界
そ
の
も
の
が
後
代
に
成
立
し
た
制
度
た
り
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
既
に
吾
々
の

有
す
る
最
古
の
史
料
に
於
て
も
村
K

が
境
界
に
よ
っ
て
区
劃
さ
れ
る
事
賓
の
存
在

が
詩
明
さ
れ
、
寧
ろ
自
明
の
事
と
し
て
前
挺
さ
れ
て
を
る
や
う
に
見
え
る
、
即
領

地
所
有
地
等
の
所
在
地
が
既
に
最
古
の
時
代
か
ら
常
に
そ
れ
の
所
属
す
る
村
の
境

界
に
よ
っ
て
云
ひ
現
ほ
さ
れ
て
を
る
。
例
へ
ば
冨
吉
田
円

2
c・(九戸
-
U・
4
H
ω
ノ

.

E

P

5

4

0
戸
山
口

g
p門
司

P
J
J
J
(
k
r
・】)・
2
m
w
)
w

宮
山
市
出
P

4
日

H
H
P
4
0
H
E
E
P
Z
P

(註〉

出・
(
k
p

・】)・

4
G
3
・
等
の
如
し
ω
し
か
も
そ
の
際
、
最
後
の
例
の
特
に
明
ら
か
に
一
不

結
合
し
、
寧
ろ
雨
者
は
同
一
物
の
異
な
っ
た
表
現
と
し
て
一
古
び
現
は
さ
れ
て
を
る
、
村
落
(
或
は
部
落
)
と
そ
の
境
界
と
は
そ
の
本
質
な

す
や
う
に
、
境
界
自
己

S
は
こ
れ
と
名
砕
を
同
ふ
す
る
村
落
百
円
H
P

と
密
接
に

一
に
し
、
雨
者
は
一
に
し
て
二
つ
の
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

註

N
g
Hお
m
J

同
『
乞
《
目
は
C
U⑦
沼

岡

)
C
m司法凶
qwmw

目。出。由
ρ
ロo
J
J
1同
N
O
U
げ戸】ぷ刷。出羽魚沼・

曲
・
世
濁
逸
材
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
閥
係
(
村
松
)

一一
一一一
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経
済
拳
研
究
第
一
一
旗

二
三
四

境
界
を
云
ひ
現
は
す
た
め
に
は
嘗
初
の
間
通
常
宮
尾
g
w
P
5
3
g『
宮
町
四
日
等
単
に
一
・
般
的
に
地
域
的
限
界
を
一
不
す
詩
が
旧
び
ら
れ
て

を
る
が
、
古
く
は
十
世
紀
以
後
、
主
と
し
て
は
十
三
世
紀
以
後
に
至
っ
て
更
に
同
信
ロ
た
る
特
殊
の
語
が
同
様
に
境
界
を
云
ひ
現
は
す
た

め
に
用
び
ら
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
ひ
ろ
く
俗
語
と
し
て
普
及
し
て
を
る
o

そ
れ
は

E
P円
S
と
並
む
で
「
既
に
確
立
し
た
土
地
の
習
慣

〈
註
一
)

に
従
ひ
古
来
か
ら
一
耳
ひ
慣
は
さ
れ
た
境
界
の
俗
稽
」
で
あ
り
、
地
域
の
名
と
し
て
は

g
富岡山口

r
p
g♂
宮
尾

S
等
と
全
然
同
意
諾
と
し

て
用
引
け
ら
れ
て
を
る
。

シ
ュ
ワ

1
ペ
ン
地
方
に
て
は
普
通
更
に
出
P
E
H

の
本
来
の
意
義
を
強
調
し
た
N
当
日
出
向
た
る
語
が
附
加
さ
れ
て
、

N
4仲間
m
河
口
HH白
切
Pロ
F
或
は

N
4
E
m
g
L
回
日
仲
間
ロ
な
る
語
が
最
近
状
ま
で
専
ら
村
の
境
界
を
一
式
ひ
現
は
す
語
と
し
て
慣
用
せ
ら
れ
た
。

(註一一
υ

の
如
し
。
之
れ
と
並
む
で
瑞
閏
の
地
方
に
於
て
は
更
に
時
当
日
目
的

(
N
a出
向
)
の
一
語

例
へ
ば
古
門
阿
南

4
0ロ
凶

N
1目
的
ロ
ロ
白
出
Z
H
H

の
み
が
亦
同
様
に
村
境
を
一
不
す
の
に
周
ひ
ら
れ
て
を
る
。

註

J
2
z
gロゲ
ο
お
2
0
E
H
H
H
r
g色。ロゲ
g
Y
串・羽・

MHCh
伸。吋官官
F
ρ
g
m
自
宅
官
c
F
R
p
r
o
-
E
g
z
a
E
E白
c
v
E
H
閉山
2
T
R
E
H
H宮

S
F

2
2日
酔
イ
ロ
岡
山
白
色
白
百
件
g
a
g
a
p匂
旬
。
=
己
♂

(kr・匂
-
E
g
)・

臼
C-
回
H
L
-
H
W
H
h
y
F
E回
目
。
M
g
e自
己
】

Hpou
宇
-HV・
guu-

Hは】
qr・
g
E出目ず・

HWUMM
匂
ロ
ヨ
)
同
開
伊
三
宮
山
口
口
-
0
7
5ロ
0・
(
k
f
u
w
c
u
a
)・

H
v
r・切
E
O
H
H
U
品
目
イ
ロ
r
自
国
GBUOLPMMHVOロ
ー
司
巴
色
。
UBi---

F
B
G
O
ご
B
富山手

(
-
p
b
-
H
c
c
a
v
o
Z
-
f
F
E
m
B
E
E
r
長
5
0
3
P
B
P
(
P
-
U
-
H
H
C
H
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例
へ
ば

d
H
P
J
Z
S
Fロ
N耳目ロ∞
οロ
ロ
ロ
仏
国
官
民
ロ
自
国
記
乞

za同国
mon-

民
主

g
目
。
白
ロ
ロ
自
由

N
1
a自
国
国
為
出
mE諸国・

同町印
4
Hロ
句
ロ
ロ
ロ
白
。
吋

N
巧
民
間
ぬ
ロ
ph戸
国
お
ロ
ロ
・
]
お
臼
串
円
HWH)聞記問。ロ
Q
C
見
。
阿
国
mgHHU
同国国
g
r円HH肉。】司国民国
MM
・

註
。
ト
ヴ

E
。V]qoHrHHHHぬ同
HHe色山口目。ロ

m-
臼凶串・

さ
て
こ
の
切
Pロ
F

N王
国
民

E

L
岡田』
E
H
な
る
一
誌
は
そ
の
本
来
の
意
味
に
於
て
は
、
後
に
詳
述
す
る
や
う
に
、
村
の
圏
酷
的
樺
力
、
村

の
統
制
棋
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
、
卸
こ
の
意
味
か
ら
い
へ
ば
村
境
た
る
も
の
は
町
村
の
統
制
楳
の
及
ぶ
範
囲
、
そ
の
村
方
の
支
配
的



権
力
の
及
ぶ
限
界
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
根
本
的
統
制
棋
の
範
聞
は
自
ら
村
落
に
於
け
る
爾
飴
の
椛
利
閥
係
の
範
囲
を

も
制
約
す
べ
き
で
あ
り
、
事
費
村
落
内
の
土
地
所
有
の
関
係
殊
に
は

L
E
g
s
r
の
限
界
、
和
税
徴
牧
棋
の
限
界
、
更
に
亦
屡
々
村
の
寺

院
の
管
轄
医
域
、
村
の
裁
判
の
匝
域
等
が
H
W
m
g
ロ
の
限
界
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
て
を
る
。
例
へ
ば
「
N
項
目
ロ
ぬ
固
定
凶
切
出
ロ
ロ
の
及
ぶ
限

り
し
村
の
寺
院
は
十
分
の
一
一
杭
N
岳
己
を
徴
牧
す
る
棋
利
を
有
し
、
部
落
は
そ
の

kr
ロB
∞vuo

を
所
有
す
る
。
か
く
の
如
く
村
の
境

界
が
唯
に
最
古
の
文
書
に
於
て
既
に
詩
明
さ
れ
て
居
る
の
み
な
ら
歩
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
亙
っ
て
村
の
重
要
な
生
活
闘
係
の
範
囲
を
規
定

す
る
事
情
は
、
そ
こ
か
ら
首
然
に
村
境
が
村
落
の
成
立
と
共
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
村
の
寓
般
の
生
活
が
最
初
か
ら
か
L

る
境

界
の
存
在
を
前
提
と
し
て
居
っ
た
事
を
推
定
せ
し
め
る
に
充
分
で
あ
る
。

こ
の
間
の
事
情
を
更
に
明
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
五
日
々
は
先
づ
岡
山
P
ロ
P
N
J
4
E
m
g
L
出
g
E
た
る
概
念
の
内
容
を
よ
り
詳
細

に
観
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
印
こ
れ
ら
の
語
は
「
禁
制
し
、
「
強
制
と
禁
制
」
な
る
訴
自
身
の
意
味
が
既
に
示
す
や
う
に
、
本
来
決
し
て
単
な

る
地
域
的
ひ
ろ
が
り
の
み
を
一
不
す
認
で
は
な
い
。
そ
れ
は
寧
ろ
一
の
推
力
闘
係
で
あ
り
、
通
常
一
定
地
域
の
上
に
及
ぼ
さ
る
L

一
種
の
支

配
棋
を
意
味
す
る
ο

否
屡
a
そ
れ
と
同
意
語
に
周
ひ
ら
れ
る
出
V
A
Z
(
周
知
の
や
う
に
従
来
国
宮
同
件
。

並
び
に
亦
之
れ
と
関
聯
し
た

回目

E
同

2
E
は
、
殆
ん
ど
常
に
十
世
紀
以
来
の
荘
園
制
度
に
於
て
行
は
れ
た
一
定
の
産
業
的
設
備
、
例
へ
ば
水
車
、
酒
搾
り
場
、
酒
場
佐
一
寸

に
闘
す
る
荘
園
領
主
の
猫
占
様
、
事
責
免
許
楳
、
ひ
い
て
は
か
L

る
椴
利
の
下
に
あ
る
設
備
の
意
味
に
の
み
解
せ
ら
れ
取
扱
は
れ
て
来
た
。

し
か
も
そ
の
本
来
の
意
味
に
於
て
は
恐
ら
く
正
に
法
律
的
統
制
棋
と
い
ふ
程
の
意
味
に
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う

O
E
r
-
-
国

H
m
g巴
N
I

〈

註

一

〉

(

註

二

》

(

註

一

三

)

ヨ
吉
田
片
的
。
〉

Y
E
s
-日

4
0
5日

g
g
z
(部
落
全
憶
の
棋
利
、
同
開
椛
)
巴
C
H
a
p
-
雪

E
(付
の
一
椛
利
)
等
の
語
が
示
す
や
う
に
、
そ
れ
は
闇
惜

と
し
て
の
村
落
の
棋
利
、
部
落
民
全
障
を
統
制
す
る
村
の
岡
際
的
推
力
で
あ
る
。

中
品
川
畑
凋
逸
村
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
闘
係
(
村
松
)

五
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自
由
用
盆
か
ら
禁
制
す
る
て
ふ
消
極
的
働
き
に
存
す
る
。

註
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0
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2H
吋
HmvCMHHPRロ由。目。日
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U
H
m
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HO()印
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日
白
日
@
J寸
HOmoロ
色
白
色
イ
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】
qrEM白
骨
∞
吋
mvぬイ
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】守白色。『包
a

を
o
p
g
旦
B
E
h戸
目
。
『

E
Z
8
1
0
v
m
r
g
d同
g
p
p
o
p
ニ
P
『
自
窓
口
・
国
g
m
f
m
-
g
-
E
H
E・
5
・
参
照

更
に
以
上
の
様
た
消
極
的
な
働
き
に
よ
り
積
極
的
な
内
容
が
附
随
す
る
。
即
禁
制
樫
に
は
自
ら
亦
禁
制
を
解
除
す
る
(
目
。
窓
口
弘
正
吉
P

告団
HPE窓
口
)
楳
利
が
附
随
す
る
o
例
へ
ば
耕
作
期
が
絡
り
牧
獲
が
格
了
す
れ
ば
、
畑
は
再
び
禁
制
を
解
か
れ
、
村
氏
の
何
人
に
も
自
由
に

そ
の
上
に
家
者
を
牧
ふ
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
牧
地
森
林
等
に
つ
い
て
も
亦
同
じ
。
か
く
の
如
き
禁
制
期
間
は
多
く
の
場
合
農
業
の
費
際
的

経
過
と
相
臨
十
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
亦
後
者
に
封
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
固
臨
的
規
律
、
換
言
す
れ
ば
耕
作
の
開
始
期
、
牧
獲
朗
、
乾

門
誌
一
)

椋
の
牧
獲
期
等
k

を
村
方
一
般
に
定
め
る
働
き
が
こ
の
様
利
の
重
要
な
内
容
を
な
し
て
来
る
。
更
に
は
こ
の
や
う
な
村
の
生
活
に
封
す
る

各
種
の
統
制
に
臨
じ
て
、
か
t
A

る
統
制
の
結
果
を
見
廻
り
、
こ
れ
に
反
す
る
も
の
を
罰
す
る
樺
利
が
之
れ
に
附
随
す
る
、
例
午
、
は
禁
制
の

耕
地
に
侵
入
し
た
家
畜
は
罰
と
し
て
差
押
へ
ら
れ
、
そ
の
他
の
遣
反
に
封
し
で
も
夫
k

罰
金

Hwg由
自
。
臼
角
田
口
出
回
ぬ
抽
出
が
徴
牧
せ
ら

れ
、
又
出
P
ロ
ロ
の
権
力
の
管
理
者
は
一
定
の
期
日
(
例
へ
ば
復
活
祭
及
び
昇
天
節
等
)
に
村
の
境
界
を
巡
叫
し
(
所
謂

d
E
O門
官
出
色
、

畑
の
地
境
の
争
び
等
を
裁
き
、
切
P
E
H
4
P
H酔
(
村
の
地
内
の
見
廻
り
人
)
を
任
命
し
て
医
域
内
の
統
制
を
監
楓
し
、
同
椋
に

F
F
E
N
g
u

ヘ
設
二
〉

吋
母
国
酔
骨
片
(
森
番
)
同
町
宮
ロ
ハ
村
方
一
同
の
一
家
畜
の
牧
人
〉
を
任
命
し
、
亦
道
路
橋
梁
等
の
公
共
詑
備
の
維
持
修
絡
を
司
ど
る
。

註
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J
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中
品
川
畑
凋
逸
村
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
関
係
(
村
松
)
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5
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E
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d
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E
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回
目
同
三
宮
口
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E
c
g
r
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mMomO出品

g
v
町

NOH∞
言
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四
回
目
。
ロ
回
目
白

Z
H
H
P
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2
H
H
S
F
E
P
E
H
M
白
a
B
2
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註
国向

E
f
a
z
B
B
Z
Hぬ
mcHV唱。
F
F
H己
-H・
ゲ
同

-
m
-
u
g・
(
国
自
主
山
窃
・
ョ

-KFロ
EE
口
)

一
四
七
二
年
領
主

J
E
H
と
同
乙
民
四
百
ロ
回
目
白
の
村
と
の

N邑
ロ
ぬ

E仏
国

"E
に
闘
す
る
争
に
於
て
、
領
主

J44主
は
、
彼
が

N三
回
目

E-

回
目
担
の
所
有
者
な
る
こ
と
を
詮
明
す
る
の
に
彼
が
句
窓
口
白
戸
口
同
の
様
を
(
印
ち
禁
制
を
犯
し
た
家
斎
等
を
差
押
へ
る
権
利
)
行
使
せ
る
こ
と
、
叉

彼
が
匂
ロ
仲
百
∞

B
m
を
行
ふ
こ
と
、

m
c
F
E
N
E
を
任
命
し
て
そ
の
費
用
を
(
∞

O
V
E
N
gぬ
日

g
)
村
か
ら
一
徴
し
つ
』
あ
る
こ
と
を
以
て
す
る
。
其

他
国
『
出

a
r
m
-
∞叶・

kgE-
同
∞
・
及
び
∞

-
g
k
p
H旨
・
巴
参
照
。

闇
樫
的
統
制
の
闘
係
か
ら
、
更
に
通
常
国
自
ロ
の
樺
力
の
中
に
、
村
方
共
同
の
用
益
に
供
す
る
や
う
な
産
業
設
備
を
設
置
す
る
楳
利
、

或
は
こ
れ
を
一
定
者
に
免
許
し
て
、
他
者
が
自
由
に
之
れ
を
設
置
す
る
の
を
禁
制
す
る
権
利
が
包
合
せ
ら
れ
る
。
水
車
、
鍛
冶
場
、
酒
搾

は
一
定
者
に
猫
占
的
免
許
を
血
(
へ
、
こ
れ
に
お
し
て
瓦
納
金
を
徴
牧

ハ註〉

す
る
。
屡
a
そ
れ
等
は
狭
義
に
於
け
る
巴
H

え
な
な
る
語
で
一
式
ひ
現
は
さ
れ
て
を
る
。

場
、
パ
ン
焼
場
、
更
に
は
荊
場
、
浴
場
等
に
封
し
て
、
切
言
ロ
H
5
2

註

kr・
巴

-
H
M
g
"
4
1
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同同

-
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α
目
ど
匂

c
g
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c
v
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B
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g
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E
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参
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か
く
の
如
き
禁
制
標
は
こ
れ
に
従
は
な
い
も
の
に
封
し
て
は
強
制
楳
と
し
て
、
強
制
的
手
段
を
以
て
そ
の
命
令
を
遂
行
す
る
、
例
へ
ば

岡
剛
腕
的
統
制
に
従
は
ぬ
村
民
は
、
罰
と
し
て
部
落
の
共
同
牧
地
の
用
益
か
ら
除
外
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
事
責
上
村
内
に
於
け
る
生
活

円
註
一
)

が
不
可
能
に
せ
ら
れ
る
。
か
く
の
如
き
同
開
的
強
制
楳
と
し
て
の
性
質
と
関
聯
し
て
、

H
w
g
E
の
椛
利
の
中
に
は
本
来
一
一
棺
の
裁
判
権
が
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せ
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7こ
ら
し
く

d思
l土
・れ量
る二;。

註

一
六

O
O
年
同
HEFmCHW
の
村
は
村
落
全
岨
胞
の
意
思
に
反
お
し
て
領
主
の
味
方
を
し
た
村
民
か
ら
共
同
川
益
の
牧
地
つ
〈

5
5
5己
主
主
勺
)

の

m盆
柑
粧
を
奪
ふ
べ
き
こ
と
を
議
決
し
、
そ

L
て
彼
の
山
本
夜
を
そ
の
家
膏
小
尾
の
中
へ
逐
一
返
し
た
。

。krr
s
。
『
丘
ヴ
ロ
ロ
回
目
。
吉
話
。
p
m・
白

U
4・

註

同

wzE
の
裁
判
権
、
郎
村
の
自
治
的
裁
剣
纏

FF村
岡
山

z
r
E
)
と
公
の
下
級
裁
剣
権
と
の
閥
係
は
卒
者
の
聞
に
異
論
の
多
い
問
題
で
あ
る
。
殊

に
夫
れ
は
村
の
領
主
の

FEEC-与
に
帆
到
す
る
関
係
の
根
本
に
闘
す
る
問
題
で
あ
り
、
従
っ
て
後
に
領
主
い
民
敷
及
び
側
主
の

N
i口
四
戸

-
F
E一肋

有
の
起
源
を
論
ず
る
際
に
ゆ
づ
こ
と
に
ナ
る
。

以
上
銭
述
し
た

N
4
E
m
E
L
F
Eロ
の
櫨
利
内
容
は
何
れ
も
そ
の
根
本
観
念
た
る
村
落
全
部
の
生
活
を
ば
全
艇
の
利
径
の
た
め
に
糊

膿
的
に
統
制
す
る
で
ふ
中
心
内
容
か
ら
訳
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
事
費
七
九
日
々
が
知
り
得
る
限
り

NJJ4E句

E
乙
岡
山

EHH
の
権
利
は
常
に
一

障
と
し
て
統
一
せ
ら
れ
た
大
き
さ
を
も
っ
て
現
は
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
木
来
似
K

に
異
な
る
様
々
の
権
利
が
後
代
に
於
て
偶
然
一
括
せ
ら

れ
て
成
立
し
た
と
い
ふ
や
う
な
性
質
を
全
然
示
し
て
ゐ
な
い
。
そ
の
権
利
内
容
に
於
て
そ
れ
は
村
落
の
経
済
生
活
の
重
要
な
各
方
面
と
密

接
に
閥
聯
し
、
事
責
亦
所
謂
錯
聞
の
制
度
や
牧
高
と
農
作
と
が
土
地
の
上
に
交
互
に
皆
ま
れ
る
農
業
制
度
を
そ
の
特
徴
と
す
る
濁
逸
村
落

は
、
こ
の
や
う
な
圃
睦
的
な
統
制
、
全
障
の
立
場
か
ら
の
土
地
用
益
そ
の
他
に
闘
す
る
規
律
な
し
に
は
そ
の
経
持
生
活
を
-
全
然
侍
み
得
な

か
っ
た
で
あ
ら
う
。
白

N考
古
m
N
・

5
H
A
F
Eロ
は
闇
慣
と
し
て
の
移
住
部
落
の
生
活
が
始
ま
る
と
同
時
に
そ
こ
に
存
花
L
、
村
落
の
成
立

と
共
に
成
立
し
た
も
の
と
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
き
村
落
圏
樟
と
の
密
接
た
内
部
閥
係
、
そ
れ
が
先
第
一
に
部
落
全
腫
の
岡
位

被
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
そ
の
安
官
の
範
囲
が
村
落
の
範
囲

E
巌
密
に
一
致
す
る
事
に
よ
っ
て
亦
示
さ
れ
て
を
る
。
印

NJJAZね

E
乙

中
世
濁
逸
材
落
に
於
け
る
土
地
所
有
め
闘
係
(
村
松
)

ゴL
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O

切
さ
ロ
の
及
ぶ
範
囲
は
先
づ
一
闇
儒
と
し
て
の
部
落
の
境
界
に
よ
っ
て
限
ら
れ
そ
れ
以
上
に
及
ぼ
十
、
他
方
に
於
て

NJ4H山口∞-

HH出品

Hwmvzz

は
そ
の
境
界
内
に
住
む
す
べ
て
の
滑
に
向
っ
て
等
し
く
そ
の
樺
カ
を
及
ぽ
す
の
で
あ
る
。

閤
醐
臨
時
統
制
樺
と
し
て
の
禁
制
樺
の
及
ぶ
範
固
と
い
ふ
朋
に
存
す
る
の
で
あ
る
o

印
村
の
境
界
の
買
の
意
味
は
村
落
の

註

N'ユロ
m阿
国
ロ
白
岡
崎
自
国
に
闘
す
る
文
献
に
つ
い
て
は
何
よ
り
も
先
づ
早
g
f
c
z
E舎
ぽ
S
E
E
m
-
S
!日
・
の
伎
迷
、
放
び
に
そ
こ
に
批
評
せ

ら
る
弘
一
彼
に
先
だ
っ
文
献
を
参
照
せ
ら
る
』
が
よ
い
。
国
自
己
が
読
〈
所
、
そ
れ
に
従
っ
て
白
分
が
以
上
そ
の
た
慌
を
紹
介
し
た
所
の
彼
の
誌
は
阪

に

p
・
5
ロ
考
古
去
り
芯

E
V
4氏
自
己
g
Fロ
F己
Hamo自
己
E
Oロ
宮
山
E
S
V
E
D広
三
再
出
回
己
主
。
r
z
a
c
g
u
)
(
k
r
5
E色回目ぬ
g
N
5

P
E
E
S宮
内
凶

g
m
v
z
g是
各
自
由
凶
百
骨
回
目
。
v
g
p。zauH∞
包
凶
)
並
び
に

P
目。
r
m
E
N
一一回

mFY}記
長
若
宮

F
γ
5
5白
色
o
pロ片的自由。

角
吉
岡
百
円

f
a
r
-
Z
H
F
(
M
E
g
o
F・
同
・
開
。
・
虫
W
O
E
-
k
r
z
-
H
C
Z
ぉ・

]UH--'UU叫・
)
m
-
H
Z
U
N
-
が
設
け
る
彪
に
大
い
な
る
一
歩
を
遜
め
、

殊
に
通
話
が
そ
の
起
源
を
経
国
制
度
に
求
め
る
に
反
し
て
、
そ
れ
が
村
務
同
有
の
閥
概
様
で
あ
り
、
荘
園
制
度
と
を
然
関
係
な
し
と
す
る
貼
に
於
て
、

全
然
新
し
い
立
場
を
し
か
も
確
詮
的
に
豊
富
な
史
料
に
よ
っ
て
建
設
し
た
も
の
と
い
か
得
る
。
治
問
EHkpdm百
五
同
crrz含
の
回
目
忠
一

Q
Zロヂ

えぬ
2
2
5
に
つ
い
て
の
批
評

(N広
言
。
F
-
戸
開
。
・
念
"
の
2
・
krz-
閉山-串
MC
同
・
)
参
照
。

か
く

N
i出向

S
L
国

B
ロ
が
村
の
生
活
の
闇
徳
的
な
統
制
棋
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
名
稽
に
於
て
も
例
へ
ば
吉
田
訂
昆
4
2
E
g
g
E
W

同

)
O
H
P
2
E
等
と
呼
ば
れ
る
こ
と
、
更
に
は
吾
k

が
そ
こ
か
ら
観
察
を
始
め
た
村
の
境
界
と
し
て
の

N
五
回
m
g
L
M
W
P
E
H
が
通
常
「
何

々
の
村
の

N
aロ
mw
・
c
-
H
W
P
E
r
-
-
L
H
H
P
H
4。
回
凶

N
4山
口
ぬ
出
・
出
向
EHF=
と
い
ふ
形
式
で
一
疋
ひ
現
は
さ
れ
て
を
る
こ
と
、
す
べ
て
こ
れ
等

の
黙
は
こ
の
樺
利
が
本
来
そ
の
村
落
と
密
接
不
離
に
結
合
し
、
村
落
同
開
自
障
の
権
利
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
を
る
。
官
官
費
多
く
の
村
々

に
於
て
は
古
来
こ
の
樺
利
が
村
の
闇
躍
的
機
関
、
例
へ
ば
品
目
。
岡
山
M
E
P
E
3
e
o
国
p
g
型
的
自
主
窓
口
(
主
と
し
て
瑞
西
地
方
)
等
に
よ
っ
て

行
使
せ
ら
る
L
脅
慣
で
あ
り
、

N
考古∞・

5
乙凶
W
E
E
に
閥
す
る
係
争
に
嘗
っ
て
も
部
落
同
憶
が
そ
の
官
事
者
と
考
へ
ら
れ
る
の
が
常
で



あ
る
。
こ
の
賭
に
闘
し
て
五
日
々
は
極
め
て

Pロ由。
rpHHロロ
V

な
・
史
料
を
有
す
る
。
千
百
八
十
八
年
、
出
己
EEFJペ品
目

2

と
一
首
ふ
村
に
於
て

村
の
貴
族
(
騎
士
)
同
C
H
Z
e
Z
4・
同
三
宮
宮
怠

な
る
も
の
神
人
雨
法
に
反
し
て

〈
口

C巳
E
-
g
E酔

E
E
H
E
口氏

S
H
W
C
E宮
g
E
)
そ
の
村

に
於
け
る
ば
g
E
E
E
E
を
宴
奪
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
葡
萄
畑
、
耕
地
並
び
に
抹
地
の
番
人
等
を
も
自
ら
こ
れ
を
任
命
し
た
、
し
か
る
に

紋
は
そ
の
臨
終
の
床
に
於
て
、
こ
の

HWEHH
の
樺
利
並
び
に
村
役
人
を
選
任
す
る
樺
利
は
本
来
村
人
全
慌
の
岡
躍
的
楳
利
で
あ
る
と
の
理

出
を
以
て

(
g
s
g
E
S
H
Y注
目
白
山

p
o吉
田
向

2
ロ
ゲ
Pロ
E
U
2
a
c
p田
町
回
目
的
申

H
H
a
g
山
口
三
広
口

g
a
-
-
5
5
5
H
H
g円

C
E巳ず
E
型
民
ロ

c
g
g』

E
E
)
一
丹
び
こ
の
様
利
を
放
棄
す
る
。
千
五
百
七
十
三
年
〕
V
H
E
F
t
y
-
5
5
の
村
の
裁
判
は
そ
れ
が
紅
歳
村
の

九

E
g
g
-
3
道
路
、
橋

架
、
泉
水
、
耕
地
の
見
廻
り
、
牧
人
並
び
に
畑
呑
の
任
命
、
そ
の
他
、
他
の
部
落
に
於
て
「
部
落
氏
の
同
館
白
'
身
が
相
互
的
に
命
令
し
、

園
酷
内
部
に
於
て
禁
制
と
強
制
を
行
ふ
樺
利
を
と
る
如
き
」
戸
市
Z
L
8
5
宮

P
E
H
H
ゲ
岳
山

H
E
A
r
tロ

E
O
O
W
2
5
H
A
H
同
c
E
E己
ロ

g

L
-
o
C
2口
氏
出
白
骨
ロ

E
g
a
m片

岡

HPロ
白
日

N出
向

E
E
O
F
H
V
Z
H
H
Q
E忌
2
t
z
h
v
z
L
2
0手
♀

E
L
4
2・H
V
S
P
U
N己
∞
∞
市
出
回

p
o
E
r
p
σ
∞ロ〉

〈

註

二

〉

門

誌

一

二

)

す
べ
て
の
こ
と
に
つ
き
裁
判
を
聞
く
べ
き
こ
と
を
議
決
す
る
。
そ
の
他
か
L

る
例
は
甚
だ
多
い
。

言主

dMqw-
窓
口

FEず
S
m
-
A
r
a
-
p
u・
HH∞∞
-H
回
【

CZOHW司
OMZ-

註

切

OU「

acr
。】qhmggHf月』
2Herg
日

o
u
・

註

岡
山
可
思
骨

H
C
E
E
O
H
m
E
S
E
-
s
-
Pロロ
-
u
∞
参
照
。

し
か
る
に
他
の
多
く
の
村
k

に
於
て
は

U
Z
Eぬ

E
L
P
Eロ
が
そ
の
村
に
守
す
る
領
主
の
屋
敷
図
。
2
・8
∞
己
に
附
随
す
る
権
利
と

八註
J

考
へ
ら
れ
て
を
る
。
印
後
に
詳
述
す
る
や
う
に
、
主
口
々
が
史
料
を
通
じ
て
観
察
す
る
村
々
に
は
通
例
一
般
村
氏
の
屋
敷
と
は
著
し
く
そ
の

存
在
形
式
を
異
に
す
る

H
H
F
2
F
c
h
a
m
-
-
r
c
n
等
と
得
す
る
屋
敷
が
あ
り
、
世
俗
的
並
び
に
歌
合
的
た
荘
園
領
主
の
症
官
出
同
位
向
。
円
或
は

中
品
目
濁
逸
村
落
に
於
付
る
土
地
所
有
の
闘
係

F
村
松
い
)

二
四
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二

猫
立
の
小
貴
族
、
騎
士
目
立

2
等
が
之
れ
に
住
し
、
そ
の
屋
敷
に
附
随
す
る
各
種
の
支
配
的
特
植
を
以
て
村
落
困
障
に
封
立
し
て
居
っ

て、

N
4
2
m
g
L
H
W
Eロ
も
亦
屡
g

こ
の
様
な
支
配
的
特
権
の
一
部
、
主
た
る
一
部
と
し
て
彼
等
の
子
中
に
あ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
て

N
iロ∞
-V
え
な
る
名
稽
で
呼
ば
れ
、
彼
等
自
身
国
自
E
r
2
3
ヲ
ユ
回
五
回
申
ロ
等
と
呼
ぴ
な

さ
れ
、
恰
も
前
に
述
べ
た

NJ4町
長

E
L
H
W
H
Eロ
が
村
落
固
樫
の
機
関
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
場
合
と
同
様
に
、
彼
等
が
亦
或
は
耕
地
・

を
る
。
そ
こ
か
ら
屡
k

亦
彼
等
の
屋
敷
が

株
地
の
程
蒔
き
牧
穫
の
時
期
を
規
律
し
、
牧
人
畑
呑
等
の
村
役
人
を
任
命
し
、

八註
a

一

)

制
的
た
職
分
を
行
使
す
る
。

一
般
に

NJユ
ロ
ぬ
一
口
宮
戸
田
町
Z
E
に
闘
す
る
事
柄
の
上
に
統

註

会
主
)
同
Z
E
E
H
F
F
2
3
C
}え

(
F
Eず
日

開

)
F
2
5
L
e
E
同D
同

時

三

p
m
d
H
E
H
F
E
L
E
gロ
合
同
9
4
2
3お
E
S
X
4

p
p
m
F昆
同

-pviz--xdpロ
ヲ
ュ

3
・2
5《

H
F
2
5
f
p
F
E
w
-
3
7・
H
2・
E
・
(
P
E
r
m
-
B
-
K
5
5・
2
・〕

註

F
5
7
m
-
さ
-
h
u
〉ロ
B-
∞
也
切
さ
・
参
照
。

し
か
も
更
に
注
目
に
値
ひ
す
る
事
は
、
こ
こ
に
五
日
k

が
見
る
や
う
な
部
落
圏
盟
と
そ
の
土
地
の
領
主
と
の
悶
に
成
立
す
る

N
巧山口

ω.

ロ
ロ
臼
回

2
5
の
所
属
に
闘
す
る
封
立
が
、
決
し
て
あ
る
土
地
で
は
一
方
が
、
他
の
土
地
で
は
他
方
が
、
夫
々
決
定
的
排
他
的
に
こ
の
様
利

を
所
有
し
、
こ
れ
を
行
使
す
る
と
い
ふ
や
う
に
行
っ
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
、
寧
ろ
通
例
の
場
令
に
於
て
は
こ
の
雨
者
弁
々
同
一
の
U
A
J

千

宮民一

EHL
切

PEH
の
上
に
彼
等
の
権
利
を
主
張
し
、
こ
の
樺
利
の
所
属
が
絶
え
や
雨
者
の
争
ひ
の
封
象
と
な
っ
て
を
る
の
で
あ
る
、
そ

れ
は
相
封
立
す
る
雨
古
事
者
の
そ
の
時
々
の
勢
力
闘
係
に
よ
っ
て
、
時
に
は
よ
り
多
く
一
方
へ
、
他
の
場
合
に
は
よ
り
多
く
他
方
へ
と
雨

者
の
聞
を
動
揺
す
る
、
し
か
も
通
例
そ
の
何
れ
の
一
方
も
他
を
排
除
し
て
専
ら
そ
の
樺
利
を
自
己
の
も
の
と
し
て
主
張
し
特
る
所
ま
で
は

行
会
」
特
-
だ
い
。
多
く
の
場
合
雨
者
の
妥
協
に
よ
っ
て

NJユロ∞・

5H仏
国

2
5
に
闘
す
る
事
柄
は
雨
者
の
協
力
の
下
に
底
置
せ
ら
れ
る
。
例



へ
ば
耕
地
の
上
に
家
者
を
牧
ふ
こ
と
を
禁
制
す
る
樺
利
が
村
落
自
惜
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
前
提
的
手
績
と
し
て
先
づ

領
主
の
同
意
が
必
要
と
せ
ら
れ
る
、
或
は
領
主
が
村
の
牧
人
を
任
命
す
る
権
利
を
行
使
す
る
時
に
は
、
そ
の
被
任
命
者
を
領
主
が
任
意
に

選
任
し
作
る
や
、
殊
に
村
落
同
盟
以
外
の
者
を
こ
れ
に
宛
て
得
る
や
否
や
が
屡
k

争
は
れ
、
多
く
の
場
合
に
於
て
先
づ
村
落
が
彼
等
の
圏

館
員
の
中
か
ら
候
補
者
と
し
て
揮
び
出
し
た
者
が
領
主
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
と
い
ふ
安
協
案
で
事
件
が
落
著
す
る
。
そ
の
他
、
村
に
ず

賃
、
森
の
立
木
の
費
却
代
等
、
或
は
村
の
裁
判
か
ら
上
る
牧
入
]
白
山
口
己
記

た
た
移
住
者
を
受
け
容
れ
る
場
令
そ
の
可
否
の
決
定
に
は
雨
者
共
に
参
興
し
、
村
の
森
や

Lrzsg白
め
か
ら
上
る
牧
入
、
殊
に
抹
地
の
貸

へ註ゾ

等
が
雨
者
の
聞
に
一
定
の
割
合
で
分
割
さ
れ
る
。

江主

H
U
U
H
U
S
E
d
g
皇
室
J
F
6
m
U
9
0
m
E
C仲

E
Z
E
E
-
z
c
E
U
同

E
E
g
m勺ロ
)
1
5
F
T
B
E
H
B
ヲ
5
5
Z
E
三
五
回

5
2
E
2
E

Z
E
a
a
。z
a
P
5
4
ロ
H
o
g
g自
国
民
芯
吋

Oヴ
2
2
m
F
H
F
宮
OAHJ世
阿

AW戸
EUけ

T
R
E戸
5

2
虫
色
5
8
5
2
2
m
F
E
E己・

2J品
三

日

H
Z
M
2
5
2
2
3

H
E
a
c
H
E
ロ
Bゲ
民

F
L
v
o
g
m旬
。

S
F
r
a
u
d司
町
廿
・
司

Hr・
夕
日
∞
。
・

。6r
g
-
E
B
O
N戸
出
・

5
H
A
H
E泣向。同
HH]VHOH肖件。口同一
EZPHMhu出
国
CHN
ロ
ロ
白
旬
。
H白
Jd円
HEHwgロ己出品
Egrvmm。F
S
E口
五
040HHO戸
U
C己
5
2

-
5
5
H
H
h
b
z
p
ュPぬ
HMOBa。
酔
民
酔
丘
図
。
ロ
切
B
H
Hヨ時
y
p
w
m
H吉岡

E
Z
r
三
母
国

h
C丘
B
B
3
w
g串・

回
話
再
出
"
同
門
A・H
H
S
R
m
'
m
E
C
V
H
H
M
Z
p
u
k
rロ
ヲ
去
。
ロ
己
目
戸
白
ミ

印

w

D臼・

同

)
h
v
g
i

B
S
E
E
V
H
回
目
ロ
戸
長

E
H
U
P
B
出
m
v
F
3
u
h
a
bロ
岡
山
吋
ぬ

Z
回
一
其
他
国

E
m
f
m
w
-
お
-hHHB-
ぉ
・
参
照
。

以
上
の
や
う
た
閥
係
は
村
k

に
よ
っ
て
夫
K

に
骨
異
な
っ
て
居
る
、
し
か
も
全
館
と
し
て
そ
こ
に
否
k

は
こ
の
雨
官
事
者
、
村
落
圃
惜

と
そ
の
土
地
の
領
主
と
の
問
に
存
す
る
密
接
な
閥
聯
と
、
並
び
に
そ
れ
に
も
拘
ら
十
常
に
彼
等
を
反
捜
せ
し
め
る
強
い
封
立
と
を
見
る
こ

と
が
出
来
る
、

N
i出
向
己
ロ
仏
国
P
ロ
ロ
な
る
も
の
の
所
属
関
係
の
不
決
定
、

ば
寧
ろ
通
例
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
吾
々
は
恐
ら
え
は
そ
れ
が

N
4
5
m叫
ロ
ロ
白
切
P
吉
岡
の
本
質
、

そ
こ
か
ら
生
や
る
絶
え
ざ
る
争
ひ
が
、
本
+
.
盟
と
し
て
見
れ

ひ
い
て
は
原
始
的
グ
ル
マ
ン
移
住
村

中
俳
一
泊
一
逸
材
落
に
於
け
る
と
地
所
有
の
関
係
(
村
松

二
四
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落
の
本
質
の
中
に
既
に
内
在
す
る
特
性
を
現
は
す
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
。
査
し

N
4
p
m
s
z
H
H
W
P
E
C
は
、
そ
れ

が
そ
の
内
容
に
於
て
示
す
村
落
同
盟
の
生
活
と
の
斡
接
不
離
な
閥
聯
に
於
て
の
み
た
ら
や
、
又
そ
の
櫨
利
所
属
の
官
事
者
に
於
て
も
、
そ

れ
が
本
来
同
館
的
本
質
を
有
す
る
椛
利
で
あ
り
、
村
落
な
る
閤
盟
と
同
時
に
、
そ
の
岡
健
の
中
か
ら
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て

草
な
る
土
地
所
有
の
上
に
基
く
支
配
闘
係
、
荘
同
制
度
的
閥
係
か
ら
始
め
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
極
め
て
明
瞭
に
一
川
す
か

ら
で
あ
る
、

N
項目出向

E
乙

3
5ロ
の
営
卒
者
た
る
も
の
は
一
方
に
は
同
盟
と
し
て
の
村
落
民
全
控
で
あ
り
、
他
方
に
は
そ
の
村
同
有
の

領
主
、
換
言
す
れ
ば
後
に
詳
述
す
る
や
う
に
同
じ
く
圏
鴨
的
木
質
の
上
に
立
っ
と
考
へ
ら
る
L
そ
の
村
内
の
領
主
屋
敷
出

2
2
5
2け
の

所
持
者
、
或
は
そ
の
本
家
た
る
荘
国
領
主
の
み
で
あ
る
。
之
れ
に
反
し
て
各
個
の
一
般
村
民
や
或
は
領
主
屋
放
に
闘
係
の
な
い
爾
飴
の
土

地
の
控
闘
領
主
は
何
れ
も
何
等
こ
の
椛
利
に
阻
れ
る
こ
と
を
得
な
い
。
こ
の
黙
に
闘
し
て
注
目
す
べ
き
は
句

HEFF
誓
三
回
が
前
掲
の
論
文

に
於
て
ハ
ツ
プ
ス
プ
ル
グ
家
の
許
固
目
録
か
ら
引
用
し
て
、

N
J
ユロ∞・

5
乙

HWmVHHHH

の
許
図
的
土
地
所
有
に
基
く
起
源
を
読
明
し
ゃ
う
と

し
た
史
料
で
あ
る
。
印
J
司

c
E。
ロ
の
一
村
(
恒
百
件
C
ロ
ト
括
-P
戸
)

に
於
て
ハ
ザ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
は
下
級
裁
判
椛
(
同
)
ぽ
r
z
E
H
句
円
借
耳
目
)

の
他
に
狛
そ
の
村
の
吋
主
主
山
口
口
仏
国
富
ロ
の
b
T
分
を
要
求
す
る
。
(
屡
z

見
る
こ
の
や
う
な

N
巧
町
長

E
乙

H
W
m
Z
E

の
分
割
は
通
例
草

に

N
iロ
的
回
一
ロ
仏
切
P
ロ
ロ
か
ら
上
る
牧
入
の
分
割
で
あ
っ
て
、

一
障
と
し
て
の
統
制
楳
白
障
の
分
割
で
は
な
い
、
統
制
機
白
障
の
分
割
、

部
N
J
4
日
目
的
己
ロ
仏
国
P
E
H
の
部
分
的
所
有
宥
が
谷
々
こ
の
分
割
に
従
っ
て
彼
等
の
同
布
の
従
属
氏
の
上
に
各
別
に
統
制
植
を
行
使
す
る
と

い
ふ
ゃ
う
た
場
合
は
甚
だ
稀
で
あ
り
、
且
か
L
る
場
合
に
も
村
の
料
地
に
封
す
る
一

f

禁
制
」
の
や
う
な
根
本
的
内
容
に
於
て
は
、
そ
れ
は

一
時
と
し
て
村
の
耕
地
会
一
健
の
上
に
一
様
に
殻
動
す
る
、
印
NJJ4U
五
百
乙
岡
山

wgMH
が
本
来
村
全
障
に
封
す
る
一
樫
と
し
て
の
国
樟
的
統

制
植
で
あ
る
事
が
、
以
上
の
や
う
た
後
代
の

N
R
E
-
-
の
中
か
ら
も
禍
明
瞭
に
う
か
が
ひ
符
ら
れ
る
。
〉
こ
の
要
求
に
封
し
て

J
3
E
2・



4
・
J
司
ov-oロ

な
る
者
が
反
封
し
、
そ
の
半
分
の
半
分
即
全
躍
の
四
分
の
一
は
古
来
相
停
の
樺
利
と
し
て
彼
に
属
す
べ
き
も
の
な
る
事
を

主
張
し
、
こ
の
主
張
を
理
由
づ
け
る
た
め
に
、
当
。

E
E
の
土
地
の
四
分
の
一
以
上
が
彼
の
所
有
に
属
す
る
事
、
パ
門
司
宮
市
刷
出
回
仏
国

E
ロ

な
る
も
の
は
偏
へ
に
土
地
所
有
様
か
ら
ハ
さ
回
目
∞

g
g
F
P
R
)
輩
出
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
以
て
す
る
。
こ
の
文
書
は
そ
れ
自
慢
と
し

て
は
明
ら
か
に
本
来
N
考
古

m
g
H仏
国
P
ロ
ロ
が
土
地
所
有
の
上
に
成
立
し
た
こ
と
を
詮
明
す
る
も
の
L
ゃ
う
で
あ
る
、
し
か
も
他
方
こ
れ

よ
り
も
更
に
古
い
文
書
に
於
て
、
邸
前
掲
の
千
百
八
十
八
年
同

gwgQ・
4
・
同
P
注
目
宮
立
に
闘
す
る
文
書
に
於
て
.
既
に
明
ら
か
に

N
4宮
ぬ

自
己
切
言
ロ
が
本
来
村
の
圏
臨
碓
た
る
一
事
が
誇
明
さ
れ
て
を
り
、
吾
K

が
村
落
。
制
度
、
そ
の
内
部
の
生
活
関
係
の
上
に
観
察
じ
得
る
根

本
事
費
は
す
べ
て
こ
れ
を
支
持
し
て
居
る
の
で
あ
る
0

(

例
へ
ば

N
邑
ロ
ぬ

g
L
出
自
ロ
と
結
合
す
る
領
主
屋
敷
む
所
有
地
面
積
は
必
歩
し

も
そ
の
付
で
の
最
大
所
有
地
で
は
な
い
、
い
は
ん
や
こ
れ
と
開
係
の
な
い
土
地
の
所
有
者
は
そ
れ
自
ら
に
は
全
然

N
1
5叫

E
乙
F
E
Z

恐
ら
く
は
こ
の

4
4
2
5同
イ

-

J
〈

C
E
B
な
る
者
は
そ
の
名
稿
の
一
不
す
や
う
に
小
貴
族
の
階
級
に
麗
し
、
本
来
村
の
領

門註〉

主
の
一
一
肢
で
あ
っ
て
始
め
か
ら

N
4古
ぬ
口
出
向
切
P
ロ
ロ
の
上
に
一
定
の
標
利
を
有
し
て
を
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

に
興
ら
な
い
。
)

註

国

H
E
r
m
-
S
I
S
-
参
照
。

五

村
境
内
部
の
土
地
は
夫
々
用
益
方
法
を
異
に
す
る
数
種
の
地
域
に
分
れ
て
を
る
、
邸
中
れ
へ
の
屋
敷
地
を
か
こ
む
で
各
仰
の
家
族
に
よ
っ

て
、
少
く
と
も
主
な
牧
護
、
穀
物
・
乾
稼
等
に
つ
い
て
は
、
個
別
的
に
用
益
さ
れ
る
耕
地
・
抹
地
が
あ
り
、
更
に
そ
の
外
側
に
通
例
村
民

中
品
川
狗
逸
材
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
闘
係

h
村
桧
)

二
四
五
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全
程
に
よ
っ
て
共
同
に
用
接
さ
れ
る
森
や
牧
地
が
あ
る
。
共
同
用
径
の
地
域
は
普
通

k
c
-
5
2
H《
ゲ
と
呼
ば
れ
る
o
p
E号
見
-
。
と
は
畑
ら

る
与
や
う
に
一
般
の
樺
利
、
全
揮
の
催
利
の
義
で
あ
り
、
こ
れ
に
臆
じ
て
そ
れ
等
の
地
域
は
屡
a
亦

〈
註
一
)

c
m
H
H
H
Z
乙
カ
等
の
誌
を
以
て
一
五
ひ
現
は
さ
れ
て
も
居
る
。
こ
こ
に
一
般
、

A
t
樫
と
は
も
と
よ
り
何
人
に
も
自
由
に
用
錠
せ
ら
る
L

と
い
ふ

(一↑
2
d
岡市町戸
HH丸山岡山内

時
に
は
簡
単
に

意
味
で
は
た
く
、
共
同
用
益
に
輿
り
得
る
者
は
唯
完
全
な
権
利
に
於
て
村
氏
た
る
も
の
、
本
来
村
落
岡
樫
の
同
盟
員
た
る
村
氏

ω
み
で
あ

り
、
従
っ
て
そ
の
意
味
す
る
所
は
寧
ろ
そ
れ
等
の
村
氏
の
倒
別
問
谷
地
に
封
し
て
、
彼
等
に
よ
っ
て
非
個
別
的
に
、
共
同
に
用
徒
せ
ら
れ

〔註一一〉

る
土
地
と
い
ふ
桂
の
も
の
で
あ
る
。
時
に
は
亦
同
意
話
と
し
て
回
目
回
忌
g
E
一
五
ふ
語
が
用
び
ら
れ
て
居
る
c

例
へ
ば
共
同
用
谷
地
が
3
L
2

己
E
F
E
開
F
A
g
p
u
w
w
u
出
r
A
g
z
E
H
〉
ロ
富
市
H
H
Y
3
3
出
rmLvp号
U
H
O
H
H
Z回
向
。
吉
岡
市
吉
宮
市
宵
戸
内
⑦
www
等
の
一
詰
を
以
て
言
ひ
表
ほ
さ
れ
る
。
前

章
既
に
之
れ
を
銭
ペ
た
や
う
に

N
Jユ
ロ
ぬ

5
乙

出

P
E
H
Eそ
の
意
味
を
同
ふ
す
る
出
宮
崎
伴
侶
と
い
ふ
語
が
此
庭
で
は
又

L
E
E
S
-∞
と

同
じ
く
共
同
用
益
地
の
名
と
し
て
現
ば
れ
る
と
い
ふ
事
は
極
め
て
注
目
に
値
び
す
る
。

L
E
E
S門戸。
と
し
て
共
同
に
用
益
さ
れ
る
土
地
は

ペ
註
一
二
》

牧
地
(
印
原
野
)
並
び
に
森
林
、
殊
に
主
と
し
て
は
前
者
で
あ
っ
て
、
後
者
は
屡

s-EHES角
。
と
並
ぺ
て
特
に
森
と
し
て
そ
の
名
を
泉
げ

ら
れ
る
。
そ
の
他
道
路
、
橋
梁
、
村
の
農
場
、
或
は
水
路
が
亦

L
E
E
S
F
と
し
て
教
へ
ら
れ
る
、
ハ

K
5
5
2門戸当命的
3
k
r
z
E
s
r・P芸品

等
)
0註

例
へ
ば
』

-U-HM勾
日
仏
日
の
め
官
。
山
口
密
苛
r
h
g
a
H
v
s
p
a
-

k
r
b・
]
U
U
3
H
2
0
3
。
。
宮
《
品
目
印
公
戸

S

P
肖

F

.
2め目。
M
H
K
H
P
U

】ワロ

。krdxr

mmu
】目。虫、ロロ∞

HH向。白ロロ∞。ロ

m-
臼串
u
・

叉

H目
白
羽
。
vogHH'245】ワぬ
H
4町

HHprnd
。E
C
H
M
G
2
2山口角。
p
a
p
gぬ2
0ロ
4
守山回目。君
H
Z
U
令官町民ロ角。ロ

N
5
E
2苦ロ

E
z
r
hユ
ロ
ミ
噂
E
H
X
S

• 

C
自己ロ《
H
Z
d
g・討句
HH丘
町
。
ト
ZHHH白
色
奪
回
Z
g
w
m・目。
ukFロョ・臼



L
ト
」三べ一"

例
へ
ば

p
u
ロコ
HVロ
ロ
ロ
ぬ
SSHaw-EeM
工
45pdH何
回

rCMZR25ロ
=
ロ
aCAW言。
rwghF可
r
a
-公

kF-HV・
ピ
ヨ
ω
〉

EHAw-P長
辛
口
コ
回
}EPFU

戸口《
H
K
C
H
E
2
w円
hhckczacrH丘
ゲ
戸
出
目

HHrv白ロ出回。ロ也市山・
M
W
M
3
E

註

森

と

と

-BOロ
宕
の
同
じ
な
場
合
の
例
と
し
て
は
〉
-
ロ
・
】
U
U
H
u

甘
え
?
?
を
宮
乙

Z
5ユ
己
2
E
2
3
4
2
1・
弓
み

-
p
uさ
・
問
品
川
な
れ
る
例

左
し
て
は

kp-C]日
寸

山

口

五

日

4
P
P
M
3
4
5
P
乙
g
z

k
r
E
S
E
-。
の
根
本
的
特
徴
は
そ
れ
が
村
落
同
時
と
密
接
に
関
聯
す
る
こ
と
で
あ
る

Q

前
に
も
鉄
べ
た
や
う
に
ト
ロ
2
2
L
d
の
境
界
は

村
落
の
境
界
と
合
致
す
る
、
村
境
の
本
質
を
な
す

N
五回∞・
5
H
Q
W
Eロ
の
及
ぶ
限
り
村
は
そ
の
九
百
5
8
Aず
を
有
し
、
付
境
の
彼
方
か

ら
通
常
亦
他
の
村
の

k
E
g
g
p
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
此
慮
に
は
前
述
し
た
出
E
S
E
m
z
国
Pユ
の
場
合
の
や
う
な
、
本
来

教
村
を
包
括
す
る
所
謂

mw・
2
話
回
門
号
]
円
か
ら
成
立
し
た
村
境
以
外
の
村
有
地
は
こ
れ
を
数
へ
な
い
、
そ
れ
等
の
も
の
は
そ
の
成
立
を
異

に
し
、
従
て
亦
別
個
の
も
の
と
し
て
観
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
や
う
た
地
域
的
な
合
致
に
も
増
し
て
、

k
p
H
H
E
B
Q
O
の
同
盟
性
を

明
に
示
す
も
の
は

K
E
E
E
Q
O
の
用
益
自
韓
に
闘
す
る
閥
係
で
あ
る
。
印
第
一
に

L
E
E
S宏
の
用
益
に
興
り
得
る
も
の
は
本
来
村
落

圏
瞳
の
一
闇
惜
員
の
み
に
限
ら
れ
る
、
否
寧
ろ

k
E
E
E
(目。

の
用
盆
植
は
村
落
園
開
自
贈
の
園
酷
椎
の
一
部
、
そ
の
附
属
物

H
V
2
F
5
H
N

と
考
へ
特
ら
れ
、
各
個
村
民
は
そ
れ
が
開
館
に
所
属
す
る
事
に
よ
っ
て
こ
の
闇
樫
的
用
谷
樫
に
興
る
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
ゃ
う
。

か
く
の
如
き
圏
樫
所
属
の
前
提
要
件
は
人
格
的
に
は
彼
が
そ
の
圏
韓
に
参
加
す
る
事
を
同
盟
に
よ
り
て
認
容
さ
れ
る
官
官
で
あ
り
、
物
的
に

は
彼
が
狭
義
の
村
の
山
・
に
間
関
員
と
し
て
の
権
利
の
附
随
す
る
本
来
の
屋
敷
地
を
有
し
、
或
は
そ
の
上
に
家
屋
を
謹
む
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
校
な
家
屋
或
は
屋
敷
地
を
有
し
な
い
者
、

例
へ
ば
単
に
土
地
所
有
を
以
て
付
に
興
る
不
在
地
主
、
h

或
は
本
来
他
人
の
屋
敷
に
寄
阿
川
し

(
註
一
U

C
乙
阿
佐
主
主
の
類
は
、

市

-r一rrH2・咽

恰
も
そ
れ
等
が
市
落
の
困
問
樫
員
で
な
い
が
肢
に
必
、

て
自
ら
家
を
後
ま
な
い
付
の
寄
留
民
、
所
謂

中
世
鈎
逸
材
落
に
於
け
る
土
地
所
有
山
蹴
係
(
村
松
)

二
円
七



東
京
商
科
大
町
内
十
研
究
年
報

経
済
同
学
研
究
第
一
競

二
四
八

(
註
二
〉

kc-58含
の
用
徒
に
本
来
何
等
の
椛
利
を
有
し
た
い
も
の

E
考
へ
ら
れ
て
を
る
。

註

FUEHWZ
は
恐
ら
く
は

P
5
9
P
H
p
c。HHAHO戸時日目。
F
E
H
H
P
F
H
J
F〈。
vロ¢田町山

「
家
)
上
り
来
た
訪
で
あ
り
、
村
氏
た
る
の
権
利
の
附
属
す
る
本
来

の
村
の
長
敷
地
を
有
せ
ず
、
唯
家
の
み
に
よ
っ
て
村
に
住
す
る
者
で
あ
る
。
十
五
、
六
悔
い
紀
に
は

F
U
Z
E
H
に
一
日
程
が
認
め
ら
れ
る
、

の
家
日
院
に
起
臥
す
る
者
、
住
み
こ
み
の
一
雇
人
で
あ
っ
て
遁
常

G
6
Z
E
E
P
Nロ∞
F
5
m
u
H
F
E
E廿
合
と
呼
ぱ
る
、
ふ
も
の
、
一
は
即
白
己
の
山
本
又
は
借

家
所
詞

m
G
E
C
を
有
す
る
も
の
で
あ
一
る
。
彼
等
の
閃
か
ら
長
だ
同
時
々
家
を
停
む
様
利
が
要
求
さ
れ
た
事
貨
が
文
書
の
上
に
現
は
れ
る
断
か
ら
考
へ
て
、

寄
#
は
前
半
刊
が
む
し
ろ
古
い
、
本
来
の

p
z
g吋
の
形
式
で
あ
る
事
を
縁
日
却
に
推
知
す
る
事
が
出
来
る
。
彼
等
は
本
来
村
の
共
同
用
益
地
に
山
地
八
る
椎

利
を
認
め
ら
れ
ず
、
近
代
を
遇
し
て
政
し
い
村
内
の
棋
利
晶
子
ひ
の
後
に
次
第

'qh
に
彼
等
に
も
(
し
か
も
多
く
は
甚
だ
限
ら
れ
た
、
部
分
的
な
)

と
]EWHH含
へ
の
格
利
が
認
め
ら
れ
て
来
る
。
そ
れ
は
近
代
に
於
け
る
農
村
問
題
の
重
要
な
一
項
目
で
あ
っ
た
。

山
一
部
二
日
間
毅
が
共
同
府
盆
地
の
権
利
の
某
礎
た
る
こ
と
を
示
ナ
も
の
、
ト
・
ロ
∞
ミ
ニ
}
2
Z
E
2
5

ト
『

c
g王国

2
E
C
B
E
r
g
S
F
5
2白
e
E

。戸時
E
r
g
o
h
p《
HOHHHHH52HEM》

2
2
5巳
渉
再
出

M
J
F
E宮
崎
両
日
付
Hr・
白
と
与
・
斧
・

9
F出。ロ
-Mw
己恥・

d
ι
-
r
m
v
g
S
H
H
H
U
E目
白
き
戸

田
L
N
H
E
E
Oロ
S
L
A
W
E
の
d

目
E
F
E月
r

eロ
ロ
色
。
同
日
2
5
2
5
r
v
F
E
h
E
H同
P
B
出
忌
m
E
2
Hど
の
弘
容
gw

」

4
5
Z骨・

HUMuq・

一
は
郎
主
家

kr・
5.

E
U
C
H
W
2
2
E百
王
戸
日
同

H
E
H剛
山

r
k
r
ロ
E
e
H
b
o
H
U
E
H
W
]合会
4

可。
H
g
p
m吉
山
口
J
Zロ
島
町
出
2
O
E
m
s
z窓
口
同
E
U
P
E
E
-戸
HMm山由。当。由民
-HH匂
drH-

H
U
M
a
-
U
U
H・
其
他
国
Z
E
U
2・
g
-
K
F回
目
・
ロ
・
参
照
。

更
に

L
C
-
2
8宕
の
管
理
も
通
例
村
の
闇
睦
的
機
関
に
委
ね
ら
れ
て
を
る
、
印
そ
れ
は
古
来
の
脅
慣
に
従
て
、
こ
れ
を
則
話
す
る
方
法

そ
の
期
間
等
を
村
民
全
謹
に
封
し
て
規
律
し
、
叉
こ
れ
に
封
し
て
提
起
さ
れ
る
権
利
の
要
求
を
審
議
し
そ
の
許
否
を
決
す
る
。
そ
れ
は

九巴

-sg白
血
の
一
部
が
他
に
売
却
さ
れ
る
場
合
に
は
決
定
的
な
同
意
不
同
意
の
権
利
を
有
し
、
亦

kr
ロ
B
自
営
か
ら
上
る
各
種
の
牧
入
も

島
々
村
の
金
庫
の
中
に
牧
納
せ
ら
れ
る
。
卸
凡
E
s
b
H
H
Q由
は
そ
の
場
所
的
性
質
、
用
益
者
の
構
成
、
管
理
の
態
様
等
何
れ
か
ら
見
て
も
村

(
註
)

落
同
組
と
密
接
不
離
な
聞
係
を
右
つ
事
を
示
し
て
を
る
。



註

合同《

V
2
2
E
の
村
人
は
彼
等
の
と
H
E
E
L
6
用
盆
棋
が
彼
等
自
身
の
権
利
で
あ
っ
て
、
か
h

る
土
地
が
決
し
て
領
主
か
ら
の
借
地

H
b
Fロ
で

な

い
事
を
主
張
す
る
。
り
凶
ロ
ぬ
r丸
山
E
2
3
2
2
T
T
4
W
(
a
o
F
5
3出
〉
回
忌
ぬ
今
回

c
c
v
ロ
P
3
2
〉
官
民

g
m
M
2ロ

mVHHh制止
P
P
E
H仲

NOF
若
目
。

p

g
由
自
主
0
2
5
m
gぬ
o
p
s
E
雪
国
戸
口
出
向
日

E
口町勺

B
E
Z
S
Eゐ
乙
E
口
角
町
長
耳
町
五
回
目
。
]
凶
作
吉
岡

b
H
H
E
R
Z
S
E
R
-

。HHV・
3
r

g
U
5
4
2
5
a
?
m
s
-
吉
田
-HME)

し
か
る
に
他
方
に
於
て
は
屡
y
亦
、
恰
も
先
に

N
Jユロ
m
H
d
H
L
切

E
ロ
に
つ
い
て
現
は
れ
た
封
立
と
同
様
に
、
村
の
領
主
が

kpロ
富
市
出
向
。

に
つ
い
て
も
村
落
岡
躍
に
封
立
し
て
彼
等
の
樺
利
を
主
張
す
る
、
そ
れ
は
或
は
単
に

k
E
s
s
r
に
劃
し
て
一
般
村
氏
以
上
の
優
先
擁
を

要
求
す
る
に
止
る
事
も
あ
り
、
或
は

K
E
g
Q由
を
個
別
用
益
地
に
分
割
し
、
或
は
か
く
の
如
き
も
の
と
じ
て
貞
却
す
る
や
う
な
場
合
に

同
意
不
同
意
の
樺
を
要
求
し
、
こ
の
や
う
た
欣
態
の
饗
化
が
起
っ
た
場
令
に
は
更
に
そ
れ
に
封
し
て
爾
後
一
定
の
地
代
自
宮
2
0
P
F
Eデ

ぬ
P
号
。
印
牧
獲
の
一
定
部
分
)
を
要
求
す
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
最
後
の
段
階
か
ら
領
主
が
h
F
ロ
5
2宕
に
到
し
て
直
接
そ
の
所
有
棋
を

要
求
す
る
撲
な
段
階
ま
で
は
唯
一
歩
の
主
に
し
か
過
ぎ
な
い
、
事
責
殊
に
中
世
後
期
以
来
領
主
は
屡
a

か
h
A

る
所
有
様
を
自
己
の
乎
に
要

ぺ註〉

求
し
、
彼
が
任
意
に
村
の

k
F
H
H
g
g
p
殊
に
森
林
の
上
に
蕗
分
権
を
有
す
る
事
を
主
張
す
る
。

註

の
信
院
は
殊
に
十
五
世
組
以
来
そ
の
領
下
の
村
キ
に
勤
し
て
攻
勢
的
態
度
に
出
で
、
十
分
一
稔
の
他
に
分
割
開
墾
さ
れ
た

k
E
E
E
A
F
か
ら
様
々
の

F
P
ロ
企
己

Z
を
徴
牧
ナ
る
、
信
院
は
唯
に
村
々
の

krロ
目
。
ロ
訟
の
用
益
を
監
督
す
る
の
み
な
ら
ず
、
謹
む
で
そ
れ
が
本
来

信
院
の
所
有
地
目
穆
巳
5
H
な
る
事
を
主
援
す
る
。
例
へ
ば
十
五
世
紀
の

-
F忌
古
的
自
の
村
の
土
地
基
帳
に
日
〈
、
二
件
。
自
由
。
言
《
凶

mvmco目。
g
a

自
民
吋
}
州
国
一
ロ
白
色
。
司
書

E
凶
件
。
ロ
邑
ぬ

a
a
o
m
の
0
2
2
g
u
m
s
-
4
2
p
gえ
ず
S
F
Fら

2
0
F
J
E
m
m月
g
E
H
居間
org-
か
込
る
の
め

B
a
E
Z
5
r

例
へ
ば

N
司

rpiLgロ

が
分
割
さ
れ
各
個
村
氏
の
個
別
用
品
企
の
下
に
移
さ
れ
た
時
に
は
、
そ
れ
は
全
く
僧
院
の
思
惑
に
よ
っ
て
貸
奥
へ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
所

有
様
回
目
関
市
巳
回
目
の
関
係
は
何
等
煩
は
き
る
込
こ
と
な
き
腎
が
明
瞭
に
一
首
び
添
へ
ら
れ
る
、

(kr・巴
-H2∞凶

Ri---EH吋
B
a
C口
ppロィ。何回目。
rop

中
骨
一
滴
逸
村
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
閥
係
(
村
桧
)

二
四
九
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を
管
理
し
、
し
か
も
村
長
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
命
令
は
布
告
さ
れ
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
る
、
森
の
禁
制
を
犯
し
た
者
の
罰
金
は
2

3
は
併

院
に
、

1
一3
は
「
特
に
思
裏
に
よ
っ
て
」
村
の
金
庫
に
牧
約
さ
れ
る
。
村
が

kr-HSSF
の
一
部
を
開
墾
し
て
個
別
用
益
の
耕
地
と
な
し

又
は
責
却
す
る
場
合
に
は
、
守
口
K
F
目的
B
E
E
-
}
E
p
d
rロ
。
島
市
円
イ
巾
HWP丘
8
4
5
Fロ
〉
そ
の
部
分
の
土
地
か
ら
僧
院
は
地
代
を
徴
牧

〔
註
一
〉

し
、
そ
れ
が
目
的
E
C
H
E
へ
例
別
用
益
地
)
と
せ
ら
れ
な
い
限
り
に
於
て
は
そ
の
用
盆
棋
は
村
に
所
属
す
る
。
千
四
百
九
十
五
年
出
富
山
中

m

窓
口
並
び
に
由
民
間
HHmg
の
雨
部
落
は
、
村
の
領
主
吋
旨

g
ロ
回
、
与
の
借
院
が
二
十
年
以
前
そ
の
土
地
基
帳
を
改
め
、
雨
村
の
森
林
、
牧

地
並
び
岐
路
を
ば
僧
院
の
所
有
地
と
し
た
宮
野
し
て
激
烈
に
芝
、
被
告
今
に
し
て
始
め
て
こ
の
事
を
知
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か

も
か
L

る
こ
と
は
全
然
前
代
未
聞
の
曲
事
で
あ
る
、
そ
れ
等
の
森
、
牧
地
、
水
路
は
如
何
な
る
場
合
に
も
村
の
出
∞

8
2
E
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
従
来
役
人
達
に
よ
っ
て
も
嘗
て
争
は
れ
た
事
は
な
か
っ
た
。
事
費
長
い
係
争
の
後
、
そ
れ
等
の
土
地
は
村
の
と

-
B
E
F
な
る
事

ペ
詳
二
U

の
分
割
貰
却
等
を
な
す
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
る
。
十
六
世
紀
の
末

が
認
め
ら
れ
、
同
時
に
村
は
爾
後
僧
院
の
許
諾
た
く
し
て
、

kr口百四回門戸。

N
i巾
F
-
gロ
QCM・
同
に
於
て
、
村
落
は
村
の
領
主

Q
B
E阿
佐
己
主
)
白

P
が
濫
に
自
己
の
権
利
に
よ
っ
て

L
E
E
g
r
を
開
墾
し
、
他
の

部
分
を
茶
聞
と
し
て
分
割
し
、
亦
立
木
を
伐
採
せ
し
め
た
事
に
封
し
て
抗
争
す
る
、
「
旬
記
長
問
は
村
落
圏
踏
の
許
諾
な
し
に
か
L

る
事
を

震
す
樺
利
を
全
然
有
し
な
い
、

2
P
Z
E
E
-乙
空

c-50.4∞Hi--目
的
回
出
向
島
問
。
2
5宮
白
白
山
2
H
H
H
H
H
h
2
2広
出
山
口
v
gロ
ず
の
甘
立

g
c

こ
れ
に
封
し
て
領
主
は
村
の

N当
右
的
ロ
ロ

Q
F
Eロ
に
属
す
る
す
べ
て
の
機
利
は
彼
の
所
有
で
あ
る

(
L
E
3
4
P
E
E
N
-。
P
1
2

(

註

一

一

一

〉

ハ

註

四

)

N
i
H
H
m
S
F
5乙
岡
山
口

E
ロ
ロ
居
間
叩

:
:
:
a
m
o
E
E己
山
口
げ
富
山
)
と
し
て
劃
抗
す
る
。
こ
の
種
の
例
は
こ
れ
を
任
意
に
増
加
す
る
事
が
出
来
る
。

註註

C九

r
Z
E
E
-巴
E
ロ
回
目
。
室
長
。
ロ
・
な

-
E臼

。同HV-
付】勺戸内・悶
-Fωω
山由同・開】
qHHaym
・2
u
・

中
山
甘
問
問
逸
村
落
に
於
け
る
土
地
所
有
山
閥
係
(
村
松
)

一一五
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相
杭
済
皐
研
究
第
一
時
以

二
五
二

註

。krggvHOMEa-
初日。自
a
g
-
p
u会
-

詮
四

何
百
四
件

u
m
-
a
w
K
E
B
-
M∞
参
照
。

こ
の
様
た
争
ひ
の
結
果
は
雨
営
事
者
の
勢
力
或
は
熱
心
の
如
何
に
従
っ
て
.
村
、
R

毎
に
異
な
っ
た
妥
協
案
で
解
決
せ
ら
れ
る
、
例
へ
ば

十
七
八
世
紀
の
土
地
事
帳
が
示
す
庭
を
見
れ
ば
、
遠
隔
地
に
あ
る
領
主
、
殊
に
大
衆
闘
の
領
主
の
下
に
あ
る
村
k

で
は
渦
常
狛

EHgga

円

H
O

は
村
の
所
有
地
と
し
て
登
記
せ
ら
れ
て
を
り
、
他
方
村
に
近
接
し
利
害
関
係
密
接
な
小
領
主
の
支
配
下
の
村
K

で
は
屡
a
p
-
-
E
g含

の
全
部
が
領
主
の
所
有
地
と
し
て
登
記
さ
れ
て
を
る
、
こ
の
雨
者
の
聞
に
は
限
り
な
く
多
種
多
様
た
割
合
で
雨
営
事
者
の
樺
利
が
安
協
せ

し
め
ら
れ
、
通
常

E
-
g
g
r
の
一
部
は
領
主
に
、
他
の
部
分
は
村
落
に
と
そ
の
所
有
樫
が
分
割
せ
ら
れ
て
を
る
。
こ
の
場
合
森
は
狩
強

(
註
〉

棋
と
結
び
つ
い
て
よ
り
多
く
領
主
側
へ
蹄
し
、
牧
地
は
そ
の
村
の
経
済
と
の
密
接
な
闘
係
か
ら
よ
り
力
強
く
村
の
千
に
保
留
せ
ら
れ
る
υ

し
か
し
な
が
ら

K
E
g
g印
。
の
本
質
に
と
っ
て
重
要
た
の
は
、
こ
の
や
う
に
村
か
ら
付
へ
と
異
な
る
各
佃
の
安
協
的
結
末
で
は
な
い
。
寧

ろ
そ
れ
等
が
共
通
に
示
す
あ
の
争
ひ
、
郎

kpH-52P
の
所
有
関
係
に
闘
す
る
不
確
定
紋
態
が
よ
り
重
要
な
の
で
あ
る
。
査
し

E
-
B
2
H
a

白
。

を
ゆ
ぐ
る
守
ひ
が
ひ
ろ
い
範
固
に
亙
っ
て
多
く
の
一
村
々
に
於
て
遍
く
見
出
さ
る
h

ふ
こ
と
、
そ
の
争
ひ
の
営
事
者
、
争
ひ
の
内
容
等
に

於
て
著
し
い
類
似
が
何
慮
に
も
見
出
さ
る
t

ふ
こ
と
は
、
こ
の
や
う
な
争
ひ
が
決
し
て
偶
然
の
原
肉
に
よ
っ
て
佃
k

の
場
合
に
起
っ
て
来
る

や
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

k
g
s
rに
封
す
る
樺
利
白
煙
の
本
質
か
ら
殻
生
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
は
ぜ
る
か
ら

で
あ
る
。

設

F
S
F
P
L
信
院
の
領
下
の
村
キ
に
於
て
は
弓
出
の
窪
艇
に
よ
れ
ば
岡
山
君

V
B
P
B
m
E
S
E
-
E
o
s
a
r
H
E
V
以
下
六
村
は
既
に
全
然
村
有
森

同

を
有
せ
ず
、

L
E
S
E宮
口
は
僅
に
日
刊
・

3
5
3
0
z
a
s
は
僅
に
]
凶
旬
E
H
C
F与
を
有
す
る
に
す
ぎ
ぬ
。
]
芯
#
の
時
間
院
の
森
林
墓
帳
は

一
般
に
次
の
や
う
に
一
再
ふ
。
」
司
。
出
品
向
。
∞
。
虫
色
P
2
4
3
s
g
E
f
白
g
Q
O
B
O
E
-
o
u
u
g
z
o目
白
日
開
昼
食
∞
mgロ図。円
HaOVERBM酔盟関。ロ
S
B



ぬ
⑦
げ

U
Zロ
w
m
r
z
s
o
r
m
o
g
E
ヴ

2
5
1
4
r
H凶

E
r
c
H
N
2
7
d
2
6
J
4広
角
。
回
伊
守
口
。

3
里山

5
2
2・
臼
貯
金

w
g
a
z
g
E
2
2
5吋
色
。

営
再
定
ロ

rmmdHロ
目
白

2
4司
丘
白
。
.

間
附
者
の
問
に
と
同
四
百
台
所
有
権
が
分
割
せ
ら
れ
て
を
る
例
と
し
て
は
例
へ
ば
]
広
島
民
話
自
に
於
て
は
領
主
所
有
の
森
山
∞
ロ
ト
『
・
村
有
の
牧
地

同
ω凶
-
『
・
〉
・
匂

-
H
g
p
回
目
白
C
昆
・
に
於
て
は
領
主
は

8
7『
・
の
森
を
有
し
、
村
は
僅
に
勾
軍
伊
一

E
E
P白
(
牧
地
の
炭
さ
の
単
位
)
の
土
地
を
有
ナ
、

そ
れ
は
殆
ん
ど
す
べ
て
牧
地
で
あ
る
。

ckrggrog戸
回
関
切
な

a
gぬ
o
g
m・
2司

l
u呉
・
之
れ
に
一
久
し
て
普
か
ら
巧
目
立
窓
口

g
a
泣
領
の
村
L
4

は

今
日
治
大
な
る
と

H
B
B
P
を
村
有
と
し
て
有
ナ
。
。
ト

Z
E
r
o凶

za旨ロ
5
5窓
口
wm-
臼

C
M
同・

第
一
に
こ
れ
ら
の
争
ひ
が
五
日
々
に
敬
へ
る
慮
は
、

LPHHB市
出
向
。
に
封
す
る
樺
利
閥
係
が
本
来
極
め
て
不
明
確
な
基
礎
の
上
に
立
ち
、
不

明
瞭
な
内
容
を
有
す
る
権
利
闘
係
で
あ
っ
た
に
ち
が
ひ
な
い
と
い
ふ
事
で
あ
る
、
査
し
そ
れ
ら
の
争
ひ
は
何
れ
も
、
吾
々
が
史
料
を
通
し

て
見
得
る
限
り
、
既
に
何
等
か
の
形
で
確
定
し
た
権
利
関
係
が
後
に
至
っ
て
出
現
し
た
反
封
要
素
に
よ
っ
て
撹
乱
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
様
な

性
質
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
寧
ろ
営
初
か
ら
不
明
確
た
樫
利
闘
係
の
中
に
瞭
昧
に
併
立
し
て
ゐ
た
営
事
者
双
方
の
樫
利
が
、
後
に
決
第

に
明
瞭
な
観
念
の
下
に
持
ち
来
さ
れ
、
そ
の
内
容
的
範
国
が
確
定
せ
ら
れ
ゃ
う
と
す
る
際
に
雨
者
の
聞
に
起
る
筒
突
に
基
く
も
の
で
あ
る

や
う
に
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
最
初
か
ら
雨
官
事
者
の
何
れ
か
に
或
は
そ
の
双
方
に
所
有
権
と
い
ふ
や
う
な
明
確
な
樺
利
が
確

定
せ
ら
れ
て
を
っ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
の
樫
利
閥
係
の
動
揺
と
争
ひ
の
欣
態
、
殊
に
は
相
争
ふ
官
事
者
自
身
彼
等
の
主
張
す
る
権
利

(
註
)

に
到
し
て
明
確
な
自
信
を
訣
い
て
を
る
と
い
ふ
や
う
な
有
様
は
全
然
起
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

註

の
骨
院
の
支
配
下
の
村
#
は
唯
一
村
の
例
外
の
外
は
全
然
村
有
の
森
を
有
し
な
い
、
郎
古
来
の

〉
回
目

g
r
は
全
部
領
主
た
る
館
院
の
所
有
地
と
な
る
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
十
八
世
紀
に
至
っ
て
も
猶
時
間
院
自
身
昔
の
ま
L

に
2
6
自
己
ロ
g
己
F
m
?

十
六
世
給
の
中
棄
に
於
て
阪
に

N
1
0
同乙件。回

目。同ロ
o

同
乙
向
。
品
目
ザ
と
呼
ば
れ
る
本
来
の
閤
岨
目
的
な
土
地
の
上
に
所
有
権
を
主
張
す
る
に
つ
い
て
大
に
疑
ひ
を
も
っ
、
千
七
百
七
十
一
一
一
年
償
院
の
健

中
品
開
狗
逸
材
務
に
於
け
る
土
地
所
有
の
闘
係
、
(
村
松
)

-
一
五
三
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終
済
同
学
問
問
究
第
一
一
貌

二
五
回

同

v
p
g吋

3
5
5
5
が
著
し
た
「
土
地
所
有
権
は
誌
に
所
印
刷
す
る
や
」
に
閥
ナ
る
意
見
書
に
於
て
役
は
そ
の
問
題
が
猶
大
な
る
疑
問
を
含
む
事
を
認
め
、

(
M
o
r
r
G
R
O
E出

rp一口容
B
C
O
B
r
o
p
H
H
a
o
E
F品
3
3口
富
山
rmREE--::FhHHFロ
5
5
Z
B
U
m吉
岡

田

g
r
o
O
奮

KCHgg含
に

封

ず

る
償
院
の
所
有
権
を
結
局
肯
定
し
乍
ら
、
他
方
村
落
に
従
来
通
り
の
川
谷
棋
を
許
す
べ
き
卒
、
こ
れ
に
卦
し
て
は
何
学
の
地
代
を
も
要
求
す
べ
か
ら

ざ
る
こ
と
や
)
主
援
す
る
。
。

k
r
g
g
z
a
Eロぬ

E
B
m
v
m刷。ロ

m-gu-

kr・
】
)
・
見
区
祖
国
2
ロ
m
r
z戸
N
仲
間
島
の
償
院
は
一
旦
そ
れ
が
所
有
権

の
下
に
持
ち
来
し
た
岡
宮

E
内
件
。
ロ
を
ば
村
氏
の
反
封
に
遭
っ
て
再
び
返
却
す
る
、
。

krヴ命由。
rzgHHロぬ

E
o
a
Fぬ
g
m
-
臼
怠
-

一
事
費
史
料
に
於
て
屡

skrH-B自
白
o
た
る
語
は
恰
も
回
目
的
g
z
g
の
反
野
概
念
と
し
て
用
び
ら
れ
て
を
る
。
前
掲
千
五
百
二
十
年
の

冨
号
ロ
F
Z
H
と

K
F
H
H
g
r
p
g
g
と
の
争
ひ
に
闘
す
る
文
書
の
示
す
や
う
に
、

LPH】宮市出向。

が
分
割
さ
れ
個
別
用
益
地
と
な
る
事
が

N 
.:: 

回目的
6
2
S
E
E
r
s
と
呼
ば
れ
る
、
そ
の
他
同
様
の
場
合
に

2
2ぽ
d
g
L母
国
∞
8
0吉
田
。
巴
仰
向
bHH
等
の
一
訟
が
肘
ひ
ら
れ
る
。
村
有

(
註
弓

の

k呂
田
百
九
円
。
の
中
に
個
別
用
益
地
が
出
来
れ
ば
そ
れ
が
特
に
村
の
聞
広
g
z
g
と
し
て
一
耳
ひ
現
ば
さ
れ
る
、
印

LPHHESL
。
は
全

程
の
共
同
用
盆
地
で
あ
り
、
回
目
的
。
ロ
宮
B
と
は
恰
も
こ
れ
と
反
封
な
、
会
館
用
益
の
土
地
か
ら
離
脱
し
た
土
地
、
各
制
村
氏
の
倒
別
用
益

に
移
っ
た
土
地
を
一
耳
ふ
の
で
あ
る
。
雨
者
は
亙
に
相
反
す
る
概
念
で
あ
り
、
そ
の
楳
利
関
係
を
全
く
具
に
す
る
も
の
と
し
て
相
瓦
に
匝
別

ハ
註
二
〉

せ
ら
れ
る
。
さ
て
こ
の
十
六
、
十
七
世
紀
ま
で
屡
a
活
用
さ
れ
る
立
味
に
於
て
は
、
出
向
g
z
g
な
る
概
念
は
全
く
喉
消
極
的
に
、
本
主
睦

(註一ニ〉

的
な
ら
ざ
る
も
の
、
印
例
別
的
に
用
益
さ
る
L
も
の
、
の
意
味
に
於
て
用
ひ
ら
れ
、
ひ
い
て
は
模
利
の
分
割
さ
れ
た
共
同
所
有
に
反
封
す

門
誌
四
ゾ

る
意
味
、
即
そ
れ
に
封
す
る
樺
利
が
他
者
と
の
問
に
分
割
せ
ら
れ
や
、
会
一
部
が
白
己
に
よ
っ
て
用
益
さ
る
る
も
の
の
意
味
に
於
て
則
ひ
ら

れ
て
を
る
。
か
く
の
如
き
消
極
的
意
味
以
上
に
積
極
的
た
内
容
は
桝
そ
こ
に
は
訣
け
て
を
る
。

そ
れ
は
先
づ
「
全
樫
的
」
「
共
同
的
」
の

擢
利
を
前
提
と
し
、
唯
そ
の
官
官
定
と
し
て
の
み
意
味
を
も
っ
て
を
る
の
で
あ
る
。

位

F
g
y
m
-
g
w
k
F
H
E・
8
参
照
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東
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経
済
泉
研
究
第
一
一
抗

一
一
五
六

念
の
下
に
も
ち
来
た
さ
れ
る
ο

法
律
的
に
い
へ
ば
消
極
的
意
味
の
所
有
権
な
る
も
の
は
所
有
者
の
直
接
用
益
を
制
限
す
る
や
う
た
制
限
物

擢
の
存
在
を
許
さ
な
い
、
後
に
連
ぷ
る
や
う
に
賃
貸
地
殊
に
は
永
小
作
地
は
土
地
所
有
者
の
こ
の
奮
い
意
味
に
於
け
る
所
有
地
の
中
か
ら

離
脱
す
る
、
し
か
る
に
新
ら
し
い
積
極
的
た
意
味
に
於
て
は
賃
貸
地
、
永
小
作
地
に
罰
し
で
も
、
所
有
者
は
伎
が
第
一
弐
の
様
利
者
、
換

(
註
二
)

言
す
れ
ば
最
後
の
樺
利
者
た
る
の
故
を
以
て
営
然
に
そ
の
所
有
権
を
主
張
す
る
。

設

一

回

目
m
r
c
E
E
E
m
o
ロ
S
E
m
-
白
河
-
k
p
ロ
B
・

s・
例
へ
は
回
忌
m
げ
同
夜
-
H
H
円
げ
号
H
w
u
u
u
h
J司
白
出
回
m

窓
口
H
(
回
忌
m
z
a
r
p
酔
同
J
ニ
ロ
ぬ

E
白
F
E
W
H
V
H各
国
民

F
0
4乙
心
ゐ
沙
問
2
5
3
H
Z
2
0
と
g
s
p
a
t
r
z
w
a
H
M
白
向
。
吋
F
Z
E
F
R
包
四
百
・
同
P
E回
F

Hbmwccum-け円台民山岳ロwMGDhH臼
品

自

国

movp戸
H島
MOKFゲ
仲
間

mwmw日ロrp口出由回目4HOHHP同市山目。JrJ10rHOC-o持
軍
国

www
司
P
ロ
白
。
角
。
】
q
C
】
ヨ
ド
ロ
け
ロ
ロ
山
由
。
国
同
a

mo口問。VPR円HON
国

pロ出。mVOHOえい白2mQDNHHロmmロ
-z

件
伯
前
段
二
四
九
頁
及
び
二
五

O
、
二
五
一
頁
の
質
例
参
照
。

註

後
政
二
八
五
頁
1
1
二
八
七
頁
香
川
。

以
上
主
日
々
が
見
た

岡
山
∞
g
u
回
目
ぬ

S
H
E
d
-
w
p
F
回
目
的

2
H
E
B

等
所
有
の
概
念
の
様
k

な
意
味
そ
の
内
容
の
蛮
展
の
有
棋
は
、
吾
々
が
現

在
有
つ
や
う
な
明
確
な
所
有
の
概
念
が
泊
中
骨
に
於
て
は
大
い
に
訣
け
て
ゐ
た
事
、
ト
ロ
5
8
Q
O
の
上
の
樫
利
関
係
が
猶
甚
だ
不
明
確
な

基
礎
の
上
に
立
ち
、
不
明
瞭
の
内
容
を
有
し
た
一
事
を
苦
々
に
示
す
で
あ
ら
う
。
か
く
の
如
き
不
明
確
た
権
利
関
係
の
中
で
暖
昧
に
批
判
立
し

て
ゐ
た
岡
山
口
同
事
者
の
樫
利
が
時
と
共
に
自
己
を
確
立
し
ゃ
う
と
す
る
こ
と
、
ハ
例
へ
ば

k
E
s
g
g
B
の
場
合
の
や
う
に
)
殊
に
は
近
代

的
所
有
権
の
概
念
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
て
白
己
の
権
利
の
範
囲
を
明
確
に
定
め
や
う
E
す
る
こ
と
か
ら
、
ハ
例
へ
ば
国
E
g
m
g
並
び
に

回
目
見
山
口
哲
ロ
等
の
場
合
の
や
う
に
)
あ
の
限
り
な
い
争
ひ
が
起
っ
て
来
る
の
で
あ
る
ο

し
か
ら
ば
か
く
の
如
き
不
明
確
な
権
利
関
係
と
は

何
か
。
そ
の
本
質
は
何
庭
に
存
在
す
る
か
、
近
代
的
た
所
有
植
の
概
念
が
そ
れ
を
興
へ
た
以
前
に
、

k
p
戸
富
市
出
含
の
用
径
植
に
基
礎
を
奥



へ
た
も
の
は
何
で
あ
る
か
。

先
づ
第
一
に
五
口
々
は

k
p
F
Eロ
含
な
る
も
の
が
本
質
的
に
村
落
闇
睦
と
密
接
不
離
に
関
聯
し
て
を
る
て
ふ
事
責
を
今
一
度
明
確
に
岡
山
ひ

起
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
そ
の
場
所
的
性
質
に
於
て
、
或
は
之
れ
に
封
す
る
楳
利
者
の
構
成
に
於
て
、
更
に
は
亦

K
E
B含
管
理
の

態
様
に
於
て
、
何
れ
の
酷
か
ら
見
て
も
村
全
慢
の

K
E
H
E
g
a
o
な
る
事
は
既
に
之
れ
を
述
べ
た
。
こ
の
間
の
関
係
は
、
注
目
す
べ
き
事
に

は、

L
E
E
S宏
が
近
代
的
所
有
様
概
念
の
成
立
と
共
に
既
に
久
し
く
領
主
個
人
の
所
有
棋
の
下
に
持
ち
来
た
さ
れ
て
、
村
会
開
・
村
落

圏
瞳
か
ら
、
少
く
と
も
形
式
上
に
於
て
は
、
全
く
切
り
離
さ
れ
た
場
合
に
於
て
も
、
多
く
の
場
合
何
等
の
費
化
を
蒙
ら
な
い
。
前
述
し
た

(
詮
一
〉

N
調
印
由
時

P
1
2
の
借
院
の
例
が
一
示
す
や
う
に
、
そ
れ
等
の
土
地
は
長
く
奮
に
よ
っ
て

KE富
市
出
向
。
或
は
。
巾
巳
白
山
田

sr-w
等
の
名
揺
を
保
持

し
、
そ
の
森
や
牧
地
は
奮
に
よ
っ
て
村
民
会
煙
に
よ
っ
て
共
同
的
に
用
ム
抗
さ
れ
、
か
L
る
用
益
の
方
法
時
期
等
を
規
律
し
村
氏
に
割
り
宛

(
註
二
)

て
る
等
の
手
配
も
あ
る
程
度
ま
で
従
来
通
り
村
落
閤
惜
の
乎
に
委
ね
ら
れ
て
居
る
。
領
主
が
そ
の
所
有
権
に
基
い
て
自
ら

L
E
s
g
r
の

上
に
用
益
植
を
行
使
し
或
は
こ
れ
を
底
分
す
る
様
な
場
合
に
於
て
も
、
村
落
は
そ
の
用
益
底
分
が
村
落
以
外
の
者
の
利
益
の
た
め
に
濫
用

せ
ら
れ
ぬ
様
に
監
賦
す
る
、
例
へ
ば
領
主
が
村
内
の
森
の
立
木
を
村
外
の
者
に
寅
り
渡
し
、
若
く
は
領
主
が
自
ら
こ
れ
を
使
用
す
る
場
合

円
註
一
ニ
)

に
も
、
村
外
に
於
け
る
建
築
等
に
之
れ
を
使
用
す
る
事
に
反
封
す
る

O
L
E
E自
営
は
そ
れ
が
領
主
の
所
有
地
に
化
し
た
後
も
長
く
村
落

圏
韓
の
土
地
た
る
性
質
を
失
は
な
い
。
従
て
五
日
々
が
ん

7
L
E
E
S
F
の
樫
利
闘
係
の
本
質
、
そ
の
基
礎
を
尋
ね
る
場
合
に
於
て
も
、
否
々

の
限
は
先
づ
第
一
に
村
の
圏
髄
的
権
利
印

N
J
4
山
口
ぬ
出
口
角
切
P
ロ
ロ
へ
と
向
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

言主

前
段
二
五
一
一
一
、
二
五
四
頁
、
詮
参
照
。

註

前
段
二
五

O
頁
及
二
五
一
一
良
参
照
、
そ
の
他
例
へ
ぽ
十
六
世
組
の
一
初
頭

g
B
E
E
r己
自
の
村
と
領
主
国
3
2ロ
乙
ず
の
時
間
院
と
の
問
に
起
っ
た

中
品
川
濁
逸
一
村
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
闘
係
「
村
松
、

五

t 



東
京
商
科
大
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研
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年
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終
済
皐
研
究
第
一
一
扱

二
五
八

村
の
森
林
に
闘
す
る
係
争
に
於
て
、
時
間
院
は
そ
の
森
を
彼
の
所
有
地
と
し
て
白
出
に
用
盆
底
分
ず
る
様
利
を
取
得
す
る
、
但
し
、
と
れ
に
よ
っ
て
村

民
の
従
来
の
権
利
並
び
に
牧
畜
搭
(
森
の
中
に
於
け
る
)
を
害
す
る
事
を
符
ず
と
定
め
ら
れ
る
。
且
又
そ
の
後
僧
院
が
村
外
の
者
に
森
の
立
木
を
頁

c
z
g
g目
。
口
に
於
て
は
村
の
領
主
は
村
の
森
も
耕
地
も
牧
地
も
領
主
の

権
利
の
下
に
属
す
る
事
を
常
に
主
援
し
、
十
九
品
目
hm
の
末
に
至
っ
て
も
粉
村
の
森
の
上
に

3
C
Z
Z
H
m
g
g目
ョ
を
有
す
る
事
を
主
張
す
る

o
o
p
g
'

君
宵
丘
ヴ
RPω

目
。
と
宮
市
営
P
ω
広・

却
せ
る
に
封
し
て
村
氏
は
抗
議
を
申
込
む
。
(
出
自
由

p
m
g
)

註

例
へ
ば
当
日
ユ
匂
長
-
P
4臼

U

巴
主

w
F
E
c
v
u
m
g
の
村
に
於
て
領
主

mrrgfvH
の
僧
院
は
村
内
に
於
け
る
健
院
の
代
官
日
目
敷
に
属
す
る

牛
に
つ
い
て
の
み
村
内
の
牧
地
を
用
益
す
る
襟
利
を
有
す
、
世
出

f

似
所
心
何
の
そ
の
他
の
牛
は
唯
他
村
の
牧
地
へ
の
遇
路
と
し
て
の
み
村
内
を
通
る
事
が

出
来
る
。

kr
・巴・
5
4
0
・
己
正
百
戸
の
村
に
於
て
領
主
は
森
林
の
上
に
所
有
継
を
有
ナ
、
し
か
も
村
氏
は
そ
の
立
木
が
村
外
の
者
に
貰
却
さ
る
込
事

に
反
封
ナ
。
そ
の
他

F
g
f
∞・

2
・
k
r
E
F
H
司
・
参
照
。

事
費
史
料
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら

L
E
g
s
r
の
用
谷
棋
と

N
1出
向
己
目
白
回
目
ロ
の
樫
利
と
の
聞
の
密
接
な
閥
係
を
五
日
々
に
指
し

示
し
て
を
る
。
前
に
述
べ
た
や
う
に

K
C
F岡
市
安
ダ
の
同
意
詰
と
し
て
出

r
t
g
の
語
が
用
び
ら
れ
て
を
る
。

L
P
H
-
E
B
Q
O
の
用
括
標
が

遇
用
さ
れ
る
範
閣
は
剖
亦

N
項
目
出
ぬ
自
己
切

E
ロ
の
遁
用
さ
れ
る
範
固
で
あ
る

o
p
-
-
5
8
R
F
の
府
議
棋
に
は

N
J
4古∞・

5
H
Q
出
2
5
E

会
く
同
様
た
樺
利
閥
係
の
不
明
確
が
つ
き
ま
と
ひ
、
そ
こ
か
ら
前
者
に
つ
い
て
も
後
者
の
場
合
と
全
く
同
様
な
争
ひ
が
起
り
、
そ
の
首
一
帯

者
も
双
方
同
様
に
一
方
に
は
村
の
同
盟
が
、
他
方
に
は
村
の
領
主
或
は
領
主
屋
敷
の
所
有
に
よ
っ
て
か
L
る
領
主
の
樫
利
を
承
櫨
し
た
荘

国
領
主
が
封
立
し
て
ゐ
る
。
争
ひ
の
官
事
者
は
屡

S
K
E
B
B色
。
に
封
す
る
彼
等
の
権
利
を
彼
等
の
手
中
に
あ
る

N
i
R
N・
5
H印
刷

P
E
H

(
詰
一
V

の
構
利
に
基
い
て
主
張
し
、
事
費
亦

E
-
5
2
r
に
封
す
る
楳
利
は

NJJ山
口
ぬ
己
出
品
切

EHH
の
様
利
を
有
す
る
者
の
ヂ
に
存
す
る
の
を

通
例
と
す
る
。
村
が

N
Jユ
ロ
民
自
己

H
W
E
E
を
有
す
る
場
合
に
は
村
の

k
z
-
5
2
r
や
森
の
則
袋
樫
も
村
落
閤
障
の
乎
に
、
反
封
に
前



者
が
領
主
の
手
に
あ
る
場
合
に
は
、

krH戸
宮
市
出
門
戸
。
も
亦
領
主
の
所
有
地
と
し
て
現
は
れ
る
。

N
王
国
間
口
出
向
切
日
ロ
ロ

が
二
人
以
上
の
領
主

の
乎
に
分
割
し
て
所
有
さ
れ
る
場
合
に
は
、
彼
等
の
ト
ロ
ロ
窓
口
宏
に
封
す
る
樺
利
も
そ
の
割
合
に
臨
じ
て
分
割
さ
れ
て
を
る
。
出
町
丘
中

m
g
の
村
に
於
て
は
、
領
主
〈
同
岳
町
ヴ
E
d
)
治Z

同

-4宮
内
出
回
仏
切
9HHロ

の
五
分
の
一
を
有
し
、
そ
れ
に
臨
じ
て
村
の
代
官
屋
敷
に
は

国
民
自
由
門
田
印
。
民
所
在
の
森
の
用
益
楳
五
分
の
つ
切
富
山
件
。
己
5
E
の
五
分
の
つ
並
び
に
彼
の
】
W
P
E
H

の
下
に
あ
る
す
べ
て
の
山
が
附

円

註

二

〉

(

註

ゴ

一

〉

属
す
る
。
時
に
は
亦

k
p
Z
5
2含
に
封
す
る
権
利
が
郎
N
五
出
向
口
出
品
切
Y
口
出
な
る
こ
と
を
明
瞭
に
言
ひ
去
は
す
史
料
も
あ
る
。

註

前
段
二
五
六
一
良
註
一
、
開
き
]
E
d
H

の
例
参
照
。

同

MVMvaヴ
E-ぬ
寸
乙
》

MF円

Huuu・
日

T
f
H斗
♂
開
。
日
E
E
H
M
H
2
0
4
C口
問
丘
目
立
w
w
h
t
o
H
h
m
E
N当日ロ加国
HH(同国
"Eロ
FFFZHrEEJ】巨ロ

pdcv

註註
三 笹

川
弘
同

¥
u
p
u
a
o口
問
。
三
日
臣
民

KFSHE-MEr-
そ
の
他
国
Zwm件"の
ZHE品。目的
S
E
E
U
市山口
-krロ
E
・
ぉ
・
参
照
o

wwHHEHHH件。
吋

(NaHwm山
口
早
出

E
H
U
4
2
5目白

B
E
r
m
H
F
E
F
F
i
-
-
-凶

g
F
E
E
4
2
0
2
A
-
r
巴
5
M
M
1
5長
山
首
苓
ロ
E
E
d
H
F
F百
円
剛
氏
戸

r
o
m
R
E
E
F
-句

G
U
R
u
z
r
a
c
E
E
H
凶。γ
g
v
o
E
m
m
y号

E
白

gpp口問
2
E
E
F
a吉岡
H
g
E
R宮
戸
-m・0
1
1
寸
・
例
へ
ば
ロ
ミ
匡
D
民
間
山
長
自

に
於
て
牧
地
の
用
品
説
様
が

J

門

44目
指
戸
Z
H
U
Z
E
の
一
部
と
し
て
諮
ら
れ
る

o
G
T
f
m
-
d
s
E
5
4
d
m
g
B
s
r
s
p
g
g
E

E
o
v
E
E
H
5
5耳目
mvov
の
僧
院
長
は
森
並
び
に
牧
地
の
上
に
あ
ら
ゆ
る
権
利
主
総
力
と
を
宥
ナ
、

z
f
p
E
m
g
Z耳
目
ロ
窓
口
u
-
P
E
-
=

そ
の
他
国
何
回
m
f
m
-
ロ-krロ
B
・
S-
参
照
。

こ
れ
等
の
す
べ
て
は

E
-
B
S
F
の
樺
利
が

N
司

E
m
g
L
回
P
ロロ

を
基
礎
と
し
、
本
質
に
於
て
後
者
と
同
一
な
る
事
を
明
瞭
に
詮

明
し
て
居
る
。
そ
れ
は
亦
先
に
五
日
々
が
見
た
所
有
の
概
念
の
殻
民
に
於
て
土
地
所
有
闘
係
が
先
づ
第
一
に
会
酷
的
共
同
的
な
用
袋
催
、

kr-HHHHEQO
の
権
利
を
前
提
と
し
、
個
別
的
所
有
・
個
別
的
用
益
棋
は
唯
第
二
弐
的
に
そ
の
一
消
極
的
否
定
と
し
て
の
み
現
は
れ
る
こ
と
と

よ
く
符
合
す
る
。
古
来
の
滴
逸
村
落
の
生
活
1

1
そ
れ
は
大
な
る
程
度
に
於
て
閏
鯉
的
に
統
制
さ
れ
た
生
活
で
あ
る

l
ー
は
先
づ
第
一
に

中
品
目
濁
逸
材
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
関
係
(
村
松
)

-
一
五
九



東
京
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経
済
拳
研
究
第
一
波

二
六

O

圏
瞳
的
統
制
擢
と
し
て
の

N
i
E
m
g
L
切
目
、
出
口
の
上
に
立
ち
、
従
っ
て
土
地
所
有
の
閥
係
も
先
づ
第
一
に
は
そ
の
中
か
ら
殻
生
し
成
立

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
づ
圏
樟
的
た
用
益
擁
と
し
て
の

k
E
F
g出向。

の
植
利
と
し
て
現
は
れ
、
佃
別
的
な
用
益
棒
、
惹
い
て
は
個

別
的
な
所
有
権
と
し
て
の
目
的

B
E
B
の
椛
利
は
そ
こ
か
ら
始
め
て
第
二
弐
的
に
殻
生
し
成
立
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
開
係

を
明
瞭
に
理
解
す
る
た
め
に
は
五
日
々
の
観
察
を
村
の
土
地
の
第
二
の
種
類
即
ち
個
別
用
益
の
土
地
の
上
に
移
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

.晶-
~、

個
別
的
用
益
の
土
地
、
印
少
く
と
も
そ
の
主
た
る
牧
獲
の
経
る
ま
で
会
館
的
共
同
用
益
が
そ
の
上
に
禁
ぜ
ら
れ
、
唯
各
個
家
族
に
よ
っ

て
の
み
用
益
さ
れ
る
耕
地
抹
地
等
の
存
在
は
、
既
に
七
世
紀
以
来
史
料
に
よ
っ
て
詮
明
せ
ら
れ
て
を
る
。
印
ち
七
世
紀
の
]
勺

E
E
E
k
r
z・

H
m
p
出回。同己口同

に
於
て
は
、
脚
を
傷
け
ら
れ
た
被
害
者
が
村
の
前
に
立
ち
出
で
て
伎
の
畑
の
上
で
身
を
動
か
し
得
る
や
否
ゃ
に
従
て
刑
罰

の
量
定
が
行
は
れ
て
を
り
、
更
に
八
世
紀
の

F
R
P
F
E
E出。
E
g
中
で
は
既
に
詳
し
く
個
別
的
相
続
的
た
所
有
地
の
闘
係
、
殊
に
そ
の

ペ
誌
〉

寺
院
へ
の
寄
進
の
関
係
が
規
定
さ
れ
、
そ
の
他
の
史
料
に
於
て
も
屡
ぺ
父
子
相
停
の
土
地
が
文
書
の
上
に
現
は
れ
て
を
る
。
し
か
し
乍
ら

猫
逸
村
落
の
土
地
所
有
闘
係
を
そ
の
全
幅
に
於
て
、
そ
の
内
面
的
統
一
的
な
関
聯
に
於
て
理
解
し
ゃ
う
と
い
ふ
正
日
々
の
目
的
に
封
し
て
は
、

中
世
の
末
葉
以
後
殊
に
は
十
六
世
紀
以
後
に
至
っ
て
始
め
て
充
分
な
史
料
が
興
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
吾
々
は
先
づ
こ
の
比
較
的

新
し
い
史
料
の
上
に
出
琵
黙
を
置
い
て
そ
れ
を
過
し
て
出
来
得
る
限
り
古
い
型
態
を
も
理
解
す
る
と
い
ふ
方
法
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

註

吋
p
h
w
F

ト
H
・
H
H
U
岡
山

m

H晶
H
K
F
F
H
同・



吾
々
は
先
づ
外
的
た
観
察
か
ら
始
め
る
。
村
の
耕
地
並
び
に
株
地
は
、
起
源
の
古
い
村
々
に
於
て
は
何
れ
も
、
中
央
に
密
集
す
る
狭
義

の
村
を
閏
む
で
、
こ
れ
と
、
村
境
に
接
し
て
位
置
す
る
共
同
用
益
の
森
や
牧
地
と
の
問
を
占
め
、
そ
れ
が
狭
義
の
村
を
中
心
と
し
て
弐
第

に
後
者
、
森
林
牧
地
か
ら
開
墾
せ
ら
れ
て
成
立
し
た
事
を
物
語
っ
て
を
る
。
事
費
か
L
る
k
r
H
H
5
8印
。
の
分
割
問
墾
は
十
九
世
記
に
至
る

ま
で
絶
え
や
進
行
し
、
現
在
に
於
て
も
狛
止
む
で
を
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
等
の
耕
地
は
遇
例
(
そ
の
成
立
に
於
て
恐
ら
く
は
三
岡
農
法

と
関
聯
し
て
〉
三
個
の

c
g
v
o
に
分
れ
、
(
例
へ
ぽ
附
回
同
氏
F
U
∞・8
の
耕
地
聞
に
於
て
は
北
方
、
西
方
東
方
の
三
匡
)
各
個
の
名
稀
は

通
常
そ
の
各
々
が
近
接
す
る
隣
村
の
名
に
よ
っ
て
云
ひ
現
ほ
さ
れ
て
を
る
。
各

C
田

dr
は
更
に
そ
の
中
に
数
箇
の

。2
4
P出
回
w

。2
5
1

出
向
ハ
大
割
り
、
坪
)
を
合
み
、
そ
れ
等
の
各
々
も
亦
夫
々
特
有
の
名
稿
ハ

E
5
5
g
o〉
を
有
す
る
。
各

。0
4
4
P
U
ロ
は
(
恐
ら
く
本
来

は
完
全
友
樺
利
あ
る
村
民
の
敢
に
臆
じ
て
〉
更
に
数
多
く
の
、
略
ほ
近
似
的
た
面
積
を
有
す
る
細
長
な
匂
吉
岡
崎
町
出
可
申
山
崎
に
千
行
的
に
分
割

さ
れ
、
村
内
の
各
家
族
は
ハ
勿
論
こ
こ
で
は
完
全
た
る
村
民
と
し
て
の
樺
利
を
皐
位
と
し
て
考
へ
る
の
で
あ
る
〉
何
れ
の
の

2
dロ
ロ
に

も
殆
ぽ
等
し
い
割
合
で
遍
く
そ
の
耕
地
を
割
り
宛
て
ら
れ
て
を
り
、
従
て
会
憶
と
し
て
各
家
族
の
所
有
耕
地
は
全
耕
地
面
に
散
在
し
、
且

(註〉

隣
家
の
そ
れ
と
互
に
錯
雑
す
る
扶
態
を
示
し
て
を
る
。
所
謂
錯
岡
制
度
。
品
目
曲
目
的
。
Hpmo
が
こ
れ
等
の
村
々
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
や
う
な
特
徴
的
た
土
地
所
有
闘
係
の
地
理
的
外
観
は
、
そ
れ
等
の
耕
地
や
椋
地
が
狭
義
の
村
を
中
心
と
し
て

K
E
E
B皆
の
土
地
か

ら
，
次
第
に
一
塊
一
塊
と
村
落
圏
韓
員
会
障
に
よ
っ
て
開
墾
さ
れ
、
彼
等
の
聞
に
分
割
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
事
情
を
雄
常
に

物
語
っ
て
を
る
や
う
に
思
怯
れ
る
。

註

二
六
二
頁
及
び
二
六
三
頁
所
載
出
向

ι
E
a
s
(
。rE
H
E
E
o
a山
口
民
自
の
一
村
)
の
耕
地
闘
参
照
。

調
逸
村
落
の
特
性
た
る
牧
斎
と
農
作
と
の
併
行
経
営
の
開
係
か
ら
、
こ
れ
等
の
個
別
用
益
の
耕
地
抹
地
に
於
て
は
坦
が
重
要
な
役
割
を

中
世
濁
逸
村
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
闘
係
ハ
村
松
)

二
六
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巾
舟
一
山
叫
送
村
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
聞
係
(
村
松
)
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二
六
四(

註
一
〉

勤
め
る
。
卸
耕
地
若
く
は
林
地
を
個
別
的
に
則
益
し
ゃ
う
と
す
る
者
は
自
ら
そ
れ
等
と
隣
接
す
る
牧
地
と
の
問
に
垣

NPEH
を
結
む
で
家

東
京
商
科
大
拳
研
究
年
報

伽
税
済
拳
研
究
第
一
一
扱

畜
の
侵
入
を
防
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
彼
が
垣
を
結
ば
ぬ
場
合
に
は
家
畜
の
侵
入
か
ら
受
け
た
損
害
に
封
し
て
何
等
の
苦
情
を
申
立
て

る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
十
六
世
紀
以
後
編
み
垣
の
代
り
に
屡
a
亦
生
け
垣

F
Z
M
L釘。

N
S
F
-
oヴ
2
2∞
。
同
品
。
或
は
横
木
の
垣

円

EHO
が
.
勿
論
共
第
に
木
材
を
節
約
し
ゃ
う
と
す
る
目
的
か
ら
肘
ひ
ら
れ
て
来
る
。
時
に
は
亦
摘
。

E
宮
口
が
垣
の
一
代
り
に
別
ひ
ら
れ

る
。
そ
れ
等
の
垣
は
一
定
の
場
所
に
数
個
の
木
戸
口
を
有
し
(
Z

食。

E
=
1
1
5己
記
H
Q
2
2
F
f
r
s
J
個
別
用
益
期
間
の
終
了
と

共
に
開
け
放
た
れ
て
、
何
人
も
が
(
家
畜
と
共
に
)
耕
地
椋
地
の
上
に
自
由
の
通
路
を
も
つ
こ
と
と
た
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

こ
の

N
E
E
g
E
の
関
係
は
各
個
用
益
者
の
側
が
そ
の
耕
地
を
据
を
以
ず
保
護
す
る
義
務
を
負
ふ
と
い
ふ
立
前
で
あ
一
つ
て
、
村
落
圏
睦

が
全
鰹
と
し
て
そ
の
牧
地
か
ら
家
藷
の
個
別
用
益
地
へ
侵
入
す
る
の
を
防
止
す
べ
し
と
い
ふ
立
前
で
は
な
い
。
恐
ら
く
五
日
々
は
そ
こ
か
ら

も
元
来
こ
れ
等
の
個
別
用
益
地
が
既
に
存
在
す
る
と

zsrの
中
に
後
れ
て
割
り
込
む
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
前
者
の
方
が
受
け

身
的
た
垣
を
結
ぶ
義
務
を
負
捨
す
る
に
至
っ
た
も
の
な
る
こ
と
を
洞
察
す
る
事
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
査
し

k
t
-
E
S
F
の
方
が
後
か
ら

一
つ
の
大
さ
と
し
て
自
己
を
主
張
し
つ

L
成
立
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
以
上
の
や
う
な

N
Zロ
の
義
務
は
官
然
ま
た

k
p
z
g
g
r
用
益

者
の
方
に
附
随
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
ら
。
か
く
何
れ
の
酷
か
ら
見
て
も
村
の
耕
地
味
地
は
、
そ
の
外
観
的
観
察
か
ら
し
て
既
に
、
そ
れ
が

門
誌
ご
〉

本
来

K
E
H
B
B色
。
の
土
地
の
中
か
ら
生
れ
出
で
た
も
の
な
る
事
を
示
し
て
を
る
。

註

次
頁
挿
入
闘
参
照
。
通
常
そ
れ
は
闘
に
見
る
や
う
な
編
み
垣
で
あ
る
。

。
krg習
F
O
H
E
a
毘
空
白
昼
op
司
・
臼
日
・
参
照
。
更
に
亦
例
へ
ば

F
a
z
E
O
F
F
E
E
L
Q
g
u
)
が
一
不
ナ
や
う
に
こ

ECAMHHHogg-河マ

の
如
き
耕
地
名
に
よ
っ
て
そ
の
と

H目
。
出
企
か
ら
の
由
来
を
一
万
す
耕
地
も
存
在
す
る
。
。

hpgacrEHげ
戸

HH印
刷
甘

a
g目
。
口
∞

-uミ
参
照
。

註



加
ふ
る
に
亦
耕
地
割
宛
て
の
外
観
は
、
印
そ
れ
が
常
に
時
ぼ
同
じ
や
う
な
大
さ
の
一
一
塊
り
の

中
品
川
濁
逸
材
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
閥
係
(
村
松
)

ぬ

2
4
P回
目

を
成
し
、
そ
れ
が
何
れ
の

:Dorflicf)e ~白nbjê加ft. (3eicf)nung im mitielaIterIicf)en .5ausbucf) 
bes O:urjt阿部日Ibourg'明日Ifegg.) 一ー

C
2
4自
由
固
に
於
て
も
略
ぽ
等
し
い
割
合
ひ
に
於
て
村
の
各
家
族
に
夫

k

割
宛
て
ら
れ
て
を
る
と
い
ふ
や
う
な
、
そ
の
極
め
て
計
霊
的
な
外

観
は
、
か
く
の
如
き
耕
地
の
成
立
が
決
し
て
各
個
家
伎
の
任
意
的
な

開
墾
の
結
果
に
非
守
し
て
、
最
初
か
ら
全
韓
的
に
統
制
さ
れ
た
園
躍

的
開
墾
の
所
産
な
る
事
を
岡
山
は
し
め
る
。
事
賢
多
く
の
村
k

に
於
て

k
z
s
r
の
開
墾
は
村
全
睦
D
圏
韓
的
行
事
で
あ
っ
て
、
各
個
家

〈
註
一

υ

挨
が
任
意
に
之
れ
を
企
て
る
事
は
段
禁
さ
れ
て
居
る
。
他
方
他
の
史

料
に
於
て
屡
々
亦
誰
明
さ
れ
る
や
う
に
村
民
各
個
が

kE富
市
出
含
の

上
に
自
由
な
開
墾
樺
円
凶
器
出
。
山
口
出
m
円高

2
E
を
有
し
た
場
合
に
於

て
も
、
通
例
そ
れ
は
永
久
的
な
放
同
市
を
有
た
や
唯
一
時
的
な
用
盆
樺

を
成
立
せ
し
め
た
に
遁
ぎ
な
か
っ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
等
の

土
地
は
屡
B

一
定
期
間
の
後
、
或
は
事
責
上
の
用
益
D
停
止
と
共
に

村
落
の
手
に
復
闘
し
、
或
は
他
の
こ
れ
を
必
要
と
す
る
村
落
圏
睦
員

〈
註
二
)

の
用
益
の
下
に
移
さ
れ
る
。
郎
先
に
村
の
境
界
に
つ
い
て
、
或
は
亦

村
の
共
同
用
接
地
に
つ
い
て
之
れ
を
見
た
と
同
様
に
、
村
の
個
別
用

二
六
五
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一
六
六

盆
地
も
亦
そ
の
成
立
た
於
て
村
の
国
障
と
の
密
接
な
関
聯
を
先
第
一
の
特
徴
と
す
る
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

註

寄
々
が
村
に
闘
す
る
史
料
と
し
て
有
す
る
も
の
の
一
つ
は
巴
2
同月。
F
E
E目
印
村
の
財
産
管
到
の
役
員
(
品
目
。
同
庁
舎
口
0
3
同
丘
官
げ
苛
ぬ
5
0
f

民
HM同庁問。
3
c
c
g
o
E
H
J向
。
需
品
の
記
録
す
る
牧
納
帳
簿
で
あ
る
。
そ
の
一
頂
日
即
罰
金
収
納
の
記
録
を
話
し
て
吾
々
は
村
役
人
の
主
た
る
任
務
が

村
の
総
有
地
?
と
私
有
地
と
の
限
界
の
擁
護
監
税
に
あ
っ
た
事
を
見
る
事
が
出
来
る
。
耕
作
の
際
に
〉
ロ

B
B
P
の
土
地
を
侵
し
た
者
、
そ
の
鋤
を
共

同
用
盆
地
の
上
に
♂

E
p
c
o
g
E
J
切
り
込
ま
せ
た
者
、
或
は
石
塊
等
を
共
同
舟
盆
地
に
棄
て
た
者

(
2
2
u
F
E
E
o
a
z
Bぬる

そ
の
家
畜
を
禁
制
地
に
近
ひ
込
む
だ
も
の
、
森
の
立
木
を
任
意
に
伐
採
し
た
者
、
す
べ
て
之
等
は
仮
借
ナ
る
庭
な
〈
罰
せ
ら
れ
る
。

ZH尚
昆
出
口
広
口
mo♂

ω・臼
M
U
・
参
照
。

。promoHH】

2
L
a

註

mcHHd句。目白・同
HEEmρ
戸。口。口
u
H
P
回、

H
a・口∞
u
h
H剖臼門}尉
OHロ
E
H
H
H
C
o目。山口白。
4
2
0
r
ロ
戸
官
。
ロ

P
E
V
岡
、
豆
町

OOMHFU円・

Mc--::λ
凶
同
等
は

開
墾
穏
に
基
い
て
共
同
用
盆
地
を
刈
盆
す
る
各
個
村
氏
の
名
〉
、
百
三
】
由
。
自
国
町
山
句
河
出
8
4
V
2
Eず一

m
g
c
E目。
p
p
v
a
a
m
-
pロ
ロ
耳
目
白
Z
H
h
v
m
gロ

戸田巴日∞
o
p
郎
関
D

含
ロ
∞
田
旬
。
。
E

に
よ
ワ
て
と
回
目
白
山
O
(
G
O自
己
目
H040円
r)
を
用
益
す
る
も
の
は
つ
一
同
の
牧
穫
の
後
再
び
そ
の
土
地
を
明
け
渡
さ

ね

ば

な

ら

な

い

。

。

何

回

y

司句
F
E
w
問
自
山
区
∞
O
C
H
-
5
5
V
O
B
"
4
2恒
久
里
吋
丘
E
H
Hむ
g
g
E
Z
P戸内

E
戸
VO目

p
z
w
m
o
v
u
ユ

E
o
p
B
m三
回
岡
弘

u
r
p
m
u
E
E
F
E山口
C
B
凶

c
-
E口許

m向。

P口
品
目
。
。
。
自
己
E
F
J〈
。
口
固
め
吋

m
r
E
c
z
r
P
E
e
r
F
r
z
H
H
H
H
m
w
M
O
O日
ロ
エ
ロ
白
色
。
♂
白
日

渉
再
吋
出
O
E苛
岳
山
ね
な
け

E
-
W
E
E
-
郎
関
答
者
は
こ
と
で
は
そ
の
一
生
丈
或
は
そ
れ
が
必
要
の
問
丈

m
a棋
を
取
得
す
る
。
回
目
長
∞
・

3
w
』ロ
E
-
A肝・

町
通
例

kpF出
合
出
向
。
を
分
割
し
て
個
別
用
益
地
v
と
す
る
樺
利
は
村
落
圏
惜
の
行
使
す
る
所
で
あ
る
。
村
民
の
増
加
に
従
っ
て
よ
り
ひ
ろ

い
株
地
耕
地
の
必
要
を
感
や
る
に
至
れ
ば
、
村
落
は
多
く
の
場
合
自
己
潤
立
の
楳
利
に
基
い
て
そ
の

E
5
2山
市
を
開
墾
分
割
し
て
之
れ

(
註
一
〉

を
村
民
の
間
に
分
ち
、
亦
分
ち
特
る
も
白
と
考
へ
て
ゐ
る
。
し
か
る
に
他
方
、
既
に

L
P
5
5ロ
向
。
に
闘
す
る
構
利
闘
係
を
知
る
正
日
々
に
と

つ
て
は
嘗
然
そ
れ
が
預
期
さ
れ
る
や
う
に
、
と
こ
で
も
村
の
領
主
屋
敷
の
所
持
者
が
之
れ
に
封
立
す
る
椛
利
行
使
の
官
事
者
と
し
て
現
は

れ
て
を
る
。
彼
等
は

L
P
H
E
g
h
g
の
朕
態
を
艶
化
し
、
こ
れ
を
分
割
す
る
に
は
彼
等
の
同
意
が
必
要
た
事
を
主
張
し
、
進
む
で
は
か
L

る



門
誌
二
)

底
分
は
専
ら
彼
等
日
身
の
棋
利
に
屈
す
る
事
を
も
主
張
し
て
、
村
の
専
断
行
需
を
攻
翠
す
る
。
時
に
は
更
に
進
む
で
領
主
自
ら
多
年
内
慣

行
を
破
り
潤
断
を
以
て
村
の

P
E
E
S
F
を
分
割
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
村
氏
側
か
ら
の
激
一
日
h
反
封
を
呼
び
起
す
。
そ
こ
か
ら
官
然
に
長

き
に
亙
る
激
し
い
樺
利
争
ひ
が
雨
官
事
肴
の
問
に
争
ば
れ
る
や
う
に
な
る
。
し
か
も
こ
の
際
注
目
す
べ
き
事
は
争
ぴ
の
営
事
者
た
る
煮
が

一
方
は
村
の
闇
酷
で
あ
り
、
他
方
は
領
主
屋
敷
を
所
有
し
、
従
っ
て
之
れ
に
附
随
す
る
と
考
へ
ら
れ
る

N
1ロぬ一
g
L
出

gロ
の
権
利
を

所
有
す
る
事
に
よ
っ
て
印
亦
村
の
圏
躍
的
統
制
者
た
る
地
位
に
あ
る
領
主
の
み
に
限
ら
れ
て
を
つ
て
、
間
半
な
る
土
地
所
有
の
み
に
よ
っ
て

村
に
関
係
す
る
他
の
荘
園
領
主
等
は
全
然
こ
の
争
ぴ
に
興
ら
歩
、
亦
興
り
得
な
い
事
こ
れ
で
あ
る
ο

そ
れ
は

L
E
E
S
P
の
分
割
、
個
別

用
益
地
の
成
立
が
偏
へ
に
闇
躍
的
統
制
の
下
に
行
は
る
L

行
事
で
あ
り
、
そ
の
棋
利
的
基
礎
は
郎
亦

N44Em
ロ
ロ
仏
国
P
ロ
ロ
の
棋
利
な
る

事
を
明
瞭
に
誰
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

設

前
掲

E
S
F
g
B
の
例
、
(
二
五

O
瓦
乃
至
二
五
一
一
氏
)
参
照
。

HU∞
qw
・己白

EM品
自
に
於
て
は
村
の
ニ
人
の
領
主
の
令
訟
な
〈
し
て

住

E
S
P
に
関
税
で
一
伐
採
等
を
行
ふ
ま
じ
き
専
が
定
め
ら
れ
、
し
か
も
も
し
も
彼
等
の
同
意
な
し
に
開
裂
が
行
は
れ
た
時
に
は
、
関
税
目
地
よ
り
の

FE--

想
主
】
O

は
雨
領
主
の
共
同
の
利
盆
の
た
め
に
(
郎
寺
院
道
路
等
の
た
め
に
)
使
刈
き
る
べ
し
と
定
め
ら
れ
て
舟
る
。
郎
本
質
上
は
阿
武
な
く
し
て
閑
径

が
行
は
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
(
J
J
吋山円伊

-HH】ワ}同・

P
H
C印・)

ロゴ
wHC旨
Nmsr
の
村
役
人
(
ロ
ミ
な
出
。
担
当
村
の
財
照
的
同
盟
の
役
人
〕

領
主
た
る

255HOHMME
に
彼
等
が
村
の
ぬ
ο目
。
山
口
。
足
首
【
闘
を
分
割
し
た
事
を
報
告
す
る
。
。
九
戸
ゲ
霊
長
耳
目
白
元
自
己
ロ
ロ
ぬ
っ

p
z・
2
u
一
司
・
参
照
。

そ
の
他

Hua
同
口
出
口
窓
口

H
C戸
時
め
ク

5
5
5
4
Cロ
角
。
出
台
三

Z
C
Eロ
吉
岡
沼
会
司
容
自
己

E
ロ

LE目
。
ロ
白

E
Pロ
HbHEロぬ
HHfE
ぬ
z
d
m
g
m
F白・

2

5丘
町
白
河
口

2
m
g

同『

2

5

5日

E
r
B
E
E
C
S
)
H
U
U
G
E
Z
L
こ
P
E
W
E
E
-
串

(
)
}
E
2
2

aAW口
出

o
p口
問
。
仲
三
宮
・
(
∞
乞

HH戸同出回同国ぬ

E
V唱の
MN-
切
さ

H・
M-
ゲ
ゲ
閉
山
・

u)
出百一

mwf
『
恥

-LEE-
白

百円
-
h

・
斗
糧
問
臼

HUHM4uw
属
国
自
ず

p
d
g
n
r。山口。同
HG一
色
戸
口
日
号

}50
国】

qHmErロ山由イ
Cロ何回・

註
一

]Fgg同

HHmg
の
僚
下
参
照
。

そ
の
他

J
4

「山岡
J
4
[

設

中
静
一
濁
抱
一
村
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
閥
係
(
村
松
)

二
六
七
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併
究
年
報

絡
済
事
研
究
崎
市
一
貌

二
六
ん

同
2
5ロ乙げ・
m
g
B
E
E
U
ω
m
o
v
d
d
w・
切

AAM-HWHWH・
a
-
s
u
u
H
U
F
F
v
-
F長

p
g

凶

zdoH
・
2
8
H
H
ロ
ゲ
自
白
血
『
丘

E
K
E
E自
白
白
戸
辛
口

2
6
5
0凶民自由。
U
D
E
o

宮
官
右
目
立
つ
D
ロ
肘

5
2
0
3
F
E
E
F
C
6
5
U
P
E白

H

Z
民
自
己
Z
E
F回

g
t
z
問
。
H
N

ロ
2y

同

t
o
-
-
2
2白
g
g
-白
2
2田
m
o
F岡
田

o
o
V
4
2
H
o
p
oロ
c
v
p
o
h
g
p
o匂
a
S
F
r
Eヴロ
2
.
F
g
f
m・
4
P
K
F
ロ
F
3・

設
三

ぞむ

ロ
g 前
ロ掲
】一。←→
口五

戸 一一・

~頁
包(
T N 

< S. 
ro 

.炉、

国i2..

z E 
ロ 5
宮市
B の

聞の
宮参
g J!!{ 

0 
4 sそ

CD 

il'他

~ w 
p， g 
gz 
とう E 0.z 
dョ ro
-(T :s 

;f 
T 
20  

:> ."" 
~ J-ol 
吋 a 

E在
主 Z二

男 H
;;r;- 01' 

Pg  
同

型?
乙目
白出
d 丹
号炉、
百~.

zF 
自己

p
g
y
m
-
立
-
P回目・∞
w

分
割
さ
れ
た
と
】

B
B
r
の
割
宛
て
を
受
け
る
者
は
完
全
な
構
利
を
も
っ
村
氏
、
部
本
来
の
村
落
園
韓
員
な
る
各
家
で
あ
る
。
不
在
地

主
或
は
本
来
村
落
圏
躍
に
属
せ
ぬ
村
の
住
民
、
卸

m
g
E
E同

は
こ
の
割
宛
て
に
興
り
得
た
い
。
分
割
割
宛
て
が
村
の
手
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
領
主
の
乎
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
場
合
に
於
て
も
、
と
の
制
限
は
猶
常
に
守
ら
れ
る
o

こ
の
聞
の
関
係
は
後
に
詳
述
す
る
狭
義
の
村
内
の
屋
敷
地
と
耕
地
味
地
等
の
個
別
用
盆
地
と
の
密
接
な
関
係
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
韓
的

観
照
的
に
一
不
さ
れ
て
を
る
。
即
ち
前
述
し
た
通
り
、
村
民
が
完
全
な
村
落
圏
韓
員
た
る
た
め
の
費
俗
、
完
全
な
村
民
た
る
の
前
提
要
件
は

も
と
よ
り
そ
れ
が
村
の
闇
躍
に
よ
っ
て
明
示
的
或
は
勲
一
不
的
に
圏
鰹
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
.
人
格
的
に
閤
鰹
員
た
る
事
を
認
容

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
早
く
か
ら
こ
の
関
係
が
物
化
せ
ら
れ
て
、
狭
義
の
村
内
に
家
を
構
ふ
る
こ
と
、
村
の
垣
の
中
に
屋
敷
地
を
所
有

す
る
こ
と
が
か
L
る
資
格
の
要
件
と
し
て
認
め
ら
れ
て
を
る
。
村
落
園
開
員
と
し
て
村
民
が
村
の
闇
躍
的
権
利
た
る

N
i出
向
口
出
向
一
宮
口
出

に
興
る
権
利
が
、
従
っ
て
今
や
か
L
る
屋
敷
地
の
附
属
物
と
考
へ
ら
れ
、
更
に
は

N
4
4
日
出
向
ロ
ロ
仏
切
P
回
目
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
る

>-

SSR-。
の
用
益
に
参
加
す
る
擢
利
も
、
前
述
し
た
や
う
に
同
じ
く
こ
の
村
内
の
屋
敷
地
に
附
随
す
る
模
利
と
考
へ
ら
れ
て
を
る
o
し
か
る

に
王
口
々
が
史
料
を
遇
し
て
見
る
鹿
に
よ
れ
ば
、

k
E
B
S
A
H
O
を
分
割
し
て
個
別
用
益
地
と
す
る
時
そ
の
割
宛
て
に
興
る
樫
利
、
ひ
い
て
は



本
来
の
樺
利
に
於
て
村
の
個
別
用
益
地
を
用
益
す
る
構
利
も
亦
同
様
に
こ
の
屋
敷
地
と
密
接
に
結
合
し
、

そ
の
附
届
物
と
し
て
考
へ
ら
れ

て
を
る
の
で
あ
る
。
知
ら
る
L
や
う
に
猫
逸
村
落
に
於
て
は
村
氏
が
村
の
土
地
の
上
に
有
つ
樺
利
の
縮
躍
が
屡
き
出
口

F
(出
口
ず
。

)wHFHH

E
3
同
。
円
伊
各
自
等
の
語
で
云
ひ
現
は
さ
れ
て
を
つ
て
、
古
い
史
料
に
於
て
は
通
常
国
U
F
と

己

P
5
5
と
が
、
恐
ら
く
前
者
は
自
由

(
註
一
〉

な
村
氏
の
用
益
地
、
後
者
は
控
園
の
民
の
用
益
地
と
し
て
直
別
せ
ら
れ
、
後
代
に
至
れ
ば
(
既
に
十
二
世
紀
の
初
頭
か
ら
)
こ
れ
等
の
雨

〔
註
二
〉

者
が
む
し
ろ
同
意
語
と
し
て
用
び
ら
れ
て
、
前
代
白
国
民
∞
の
地
位
に
代
る
も
の
と
し
て
同
色
な
る
語
が
こ
れ
に
封
立
し
て
来
る
。
さ

て
こ
れ
等
の
語
は
何
れ
も
そ
の
中
に
村
の
屋
敷
地
、
個
別
用
益
地
、
並
び
に
共
同
用
盆
地
に
封
す
る
村
民
の
樺
利
を
一
睡
と
し
て
含
み
、

そ
れ
等
が
元
来
個
々
の
模
利
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
し
て
、
寧
ろ
互
に
一
睡
と
し
て
不
離
の
闘
係
に
立
つ
権
利
な
る
事
を
示
し
て
を
る
。

更
に
後
代
に
至
る
ま
で
常
に
用
び
ら
れ
る
あ
の
一
式
ひ
ま
は
し
、
町
屋
敷
地
図
主
主
主
仲
が
「
同
え
の
の
母
」

u
h
F
2
2
Q常
国
ロ
ゲ
owu
明
』

ペ
註
一
一
一
)

あ
る
と
い
ふ
あ
の
慣
用
語
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
一
不
さ
れ
る
や
う
に
、
そ
れ
等
は
何
れ
も
屋
敷
地
の
所
有
の
上
に
立
つ
様
利
、
換
言
す
れ
ば

村
氏
が
村
落
固
腫
に
属
す
る
事
に
よ
っ
て
そ
の
行
使
に
興
る
樫
利
た
る
事
が
一
不
さ
れ
て
を
る
o

印
佃
別
用
益
の
割
宛
て
を
受
け
、
こ
れ
を

用
益
す
る
者
は
正
賞
の
権
利
に
於
て
村
の
圏
陪
口
氏
た
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

註

例
へ
ば

kp・
5
・∞
0
0
9
)
]
出
口
戸
白
山
口
ぬ
百
回
己
目
内
内
の
土
地
に
閲
ナ
る
同
日

E
V
の
信
院
へ
の
寄
準
決
に
於
て
、

出
戸
ヴ

hpmMS]VH252
凶・

cc白

-
F
5・
(
当
日

g
・
2
6
E
広
島
宮
古
色
白
戸

a・
5
3

註

例
へ
ば

pv山
岳
山
口
問
。
ロ
ピ
ロ

u
N
E
P
¢

B
E
E
S
宮
宝
HSHmEHg吋

g
g
Eら
5
巳
回
出
回
ヴ
・

(CkpgaoMW24ZHMぬ
民
国
間
丘
ロ
由
自

白
・
臼

C
P
E
g
-
3
g
g
H
g出
回

2
5
H
P
E
F
5
2
9
M
l
E
H
F
-
)
。
日
注
目
(
H
国
主

)
S
E
B
E
2
5
二
3
5
5
5
S
ρ
巳
Z
g

。Elem-

。T
H・
)

註

史
料
に
於
て
は
屡
々
村
内
の
土
地
に
封
す
る
各
個
村
氏
の
纏
利
に
つ
い
て
特
に
そ
の
回
号
O
B
E
P『
た
る
特
定
の
屋
敷
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て

中
世
濁
逸
村
十
拾
に
於
け
る
土
地
所
有
の
関
係
(
村
松
)

二
六
九



東
京
商
科
大
卒
研
究
年
報

終
城
川
町
学
研
究
第
一
一
波

二
七

O

を
る
、
同
色
は
一
慌
の
大
き
さ
と
し
て
考
へ
ら
れ
.
そ
れ
が
分
家
に
よ
っ
て
数
家
族
に
分
裂
し
た
場
合
に
於
て
も
、
村
落
図
僅
に
封
ナ
る
様
利
義
務

に
つ
い
て
は
各
分
家
は
そ
の
本
家
の
民
敷
に
か
け
て
、
ナ
ベ
て
一
括
さ
れ
て
一
単
位
と
し
て
数
へ
ら
れ
、
従
づ
て
そ
れ
等
が
村
の
土
地
に
到
す
る
権

利
を
主
張
す
る
場
合
に
も
、
特
に
本
家
の
民
敷
が
間
三
出
回
三
件
Z
と
し
て
間
帯
げ
ら
れ
る
の
で
あ
一
る
。

k
E
5
0
M
L
O
の
用
益
棋
の
分
割
、
そ
の
各
個
家
族
へ
の
割
宛
て
の
際
に
は
現
在
『
至
る
ま
で
拍
銭
の
方
法
が
重
要
な
投
割
を
勤
め
る
。

印
割
宛
て
ら
る
べ
き
土
地
は
こ
れ
に
奥
る
椛
利
あ
る
村
の
家
族
の
教
に
肱
じ
て
同
教
の
室
町
位
向
。
ロ
に
区
分
さ
れ
、
各
家
族
が
そ
の
中
の
何

(
註
一
〉

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
こ
の
際
現
在
に
至
る
ま
で
各
例
村
氏
の
楳
利
は
千
等
と
考
へ
ら
る

れ
を
自
己
の
も
の
と
す
る
か
は
拍
銭

F
S

t
A

の
が
通
例
で
あ
り
(
例
へ
ば

]MEEHHHmg
等
に
於
て
は
割
宛
て
ら
る
べ
き
土
地
の
買
さ
の
み
な
ら
や
ノ
、
土
地
を
そ
の
地
味
に
従
っ
て

最
初
に
大
割
り
し
、
し
か
る
後
各
仰
分
割
を
行
ふ
事
に
よ
っ
て
質
的
に
も
千
等
を
保
た
う
と
し
て
を
る
)
、
仮
令
事
賃
上
の
千
等
が
不
可
能

で
あ
る
場
合
に
於
て
も
、
抽
畿
の
方
法
に
よ
っ
て
少
く
と
も
機
舎
の
千
等
が
各
家
族
に
興
へ
ら
れ
て
を
る
。
何
れ
に
せ
よ
こ
の
拍
銭
の
方

法
は
方
法
自
開
割
宛
て
が
圃
盟
問
的
行
事
た
る
事
を
明
ら
か
に
示
し
て
を
る
。
翠
し
そ
れ
は
平
等
の
一
模
利
を
以
て
こ
れ
に
多
興
す
る
者
の
闇

(
註
二
〉

躍
を
官
然
教
想
し
て
を
る
か
ら
で
あ
る
。

(
但
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
近
世
並
び
に
現
在
の
資
料
に
於
て
は
分
割
さ
れ
た
と

E
g
a
o
は

直
ち
に
格
局
的
に
各
個
家
族
の
有
と
な
る
の
で
は
な
い
、
所
有
擦
の
確
立
以
来
殊
に
は
十
八
吠
紀
の
末
以
来
ト
ロ

E
B印
。
は
村
の
所
有
地

で
あ
り
、
従
て
唯
そ
の
即
日
産
の
み
が
通
例
各
例
樺
利
者
の
生
涯
を
限
り
、
1
1
例
外
的
に
は
十
五
年
、
二
十
年
等
一
定
期
間
毎
に
銭
換

へ
を
す
る
村
も
あ
る
、

!
l
'割
宛
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
郎
そ
れ
は
伺
別
所
有
地
と
は
な
ら
や
ノ
、
唯
分
割
さ
れ
た
る
総
有
地

pg∞。宮山
H
S

krF口
市
回
向
。
た
る
に
止
っ
て
を
る
。
但
し
多
く
の
村
々
に
於
て
は
事
賃
上

p
z
z
旬
。
窓
口
g
p
-
z
g
E
H
O
も
測
量
さ
れ
匝
劃
さ
れ
、
犬
々
番

慌
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
各
個
の
部
分
に
始
め
か
ら
分
割
さ
れ
て
を
り
、

i
l
t例
外
的
に
は
割
換
へ
の
度
毎
に
匝
劃
す
る
も
の
あ
り
|
|
且



樫
利
宥
の
死
亡
し
た
る
時
は
そ
の
妻
叉
は
子
(
通
例
二
十
五
歳
以
上
の
制
限
あ
り
)
が
家
を
機
げ
ば
直
ち
に
亦
死
亡
者
の
用
益
樺
を
相
続

す
る
。
従
て
か
L
る
献
態
は
大
な
る
程
度
ま
で
皐
に
村
の
所
有
棋
の
確
立
に
伴
ふ
法
律
上
形
式
上
の
蟹
化
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
o〉

註

cvzzgsxwgrg山
ず
戸
ロ
ね
己
5
5山口容ロ
u
a・
s
u
R

註

向

上

さ
て
史
料
に
於
て
は
時
に
亦
森
や

k
E
E
S
F
が
分
割
さ
れ
各
例
府
谷
若
に
割
り
宛
て
ら
れ
る
こ
と
を
つ
禁
制
す
る
」
「
禁
制
の
下
に
置

(
註
)

く
」
等
D
詩
に
よ
っ
て
云
ひ
現
は
し
て
を
る
。

(w・
40Hす
PEHgwwhhwwE
切

gMHHFm州
市
出

-
E
)

こ
れ
に
よ
っ
て
五
日
々
は
こ
の
分
割
の
本
質
を

更
に
明
瞭
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
印

N
i
R山・
Z
出

向

切

2
5
が
土
地
に
封
す
る
関
係
に
於
て
殻
動
す
る
闘
係
は
、
先
づ
第
一
に
は

そ
れ
が
園
鰹
的
統
制
樺
た
る
の
性
質
上
、
土
地
の
同
樫
的
用
盆
楼
と
し
て
現
は
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
開
館
員
全
憾
の
た
め
に
土
地
用

益
を
統
制
し
、
各
倒
人
の
任
意
活
動
が
会
館
的
用
径
の
利
袋
を
侵
害
す
る
の
を
監
嗣
し
防
止
す
る
。
か
く
の
如
き
方
向
に

NJJ4片
岡
戸
ぬ
ロ
ロ
色

切
P
ロ
ロ
が
護
動
し
て
成
立
せ
る
土
地
用
益
植
が
郎

k
-
2
2
L
O
の
樺
利
で
あ
る
。
し
か
る
に

N
J己ロ∞・

5
L

同

whgロ
は
唯
に
か
く
の
如

〈
積
極
的
方
向
に
費
動
す
る
の
み
た
ら
歩
、
更
に
亦
消
極
的
に
も
殻
動
す
る
、
印
そ
れ
は
そ
の
自
己
殻
動
の
一
方
同
た
る
土
地
に
封
す
る

会
一
躍
的
闇
瞳
的
統
制
棟
、

kr--EB門
戸
。
の
共
同
用
益
植
を
自
ら
否
定
し
、
雨
後

ir--BSQO
の
一
部
は
全
樟
に
よ
っ
て
闇
憧
的
に
用
訴
す

る
事
を
一
，
禁
制
さ
れ
」
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
佃
別
則
益
の
前
提
佼
件
を
作
り
出
す
。
し
か
も
之
れ
に
よ
っ
て

N
4
z
m
z出
品

切

E
Z
の
圏

樫
的
統
制
権
回
躍
が
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
桐
別
的
別
益
構
も
治
常
に

N
当
日
出
向

E
L
H
W
M
H
H
E
の
閤
樫
的
統
制
の
下
に
立
ち
、

こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
則
益
の
範
闘
を
制
限
せ
ら
る
L

の
で
あ
る
。

E
u
k

は
後
に
内
容
的
に
も
時
間
的
に
も
個
別
用
益
椴
が
受
け
る
こ
の
程

の
制
限
を
観
察
す
る
で
あ
ら
う
。

中
世
間
間
混
一
村
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
閥
係
(
村
松
)

二
七



東
京
商
科
大
皐
研
究
年
報

終
済
皐
研
究
第
一
一
説

二
七
二

註

C
E
r
d与
・

g
w
u
u
u
H
U
S
F
E白
E
E
o
v
m
F
O凶同回目

40ロ
向
。
弓

K
E
B
B
P
4
0ぬ
o
p
白山

o
z
h同
自
民
自
同
白
骨
肉
。
目
。
泣

(
u
mぬ回。ぬ酔)・

J
4
H
E
g己目
P
F閉口
a
r
v
o
M
H
ρ
F
悶

W
J
1
c
r
E
4由
回
目

z
u
m。ロ
H
4
0回
出
国

CHNZ
ロ
ロ
白
可
。

E
P
H
W
M昨
日
∞
。
】
。
写
司

2
角。

p
m
c出
回
目
。

B
B
L
A
t目
。
同
ロ

昨

Z
H
g
p
z
a
-
z
F
E
T
Eゐ
HSEHmm弓
ゲ

F
3
F
r
o
g
-
s
a
S
H
0
1
(
H
O
H
H
m
E
Z
)
呈
ユ
・
出
何
回

m
f
閉山・

4
叶
・
』

HW同
H

・
H
剖
.

か
く
の
如
き
個
別
用
接
擢
の
闇
韓
的
制
限
を
観
察
す
る
前
に
、
主
口
々
は
既
に
得
ら
れ
た
二
三
の
手
蔓
に
よ
っ
て
、
以
上
五
日
々
が
十
六
世

紀
以
後
の
史
料
、
時
に
は
現
在
の
欣
態
か
ら
観
察
し
た
個
別
用
益
地
の
関
係
を
如
何
程
ま
で
よ
り
古
い
時
代
へ
遡
ら
せ
得
ら
れ
る
か
を
考

へ
て
見
た
い
。
こ
の
や
う
な
考
察
を
導
く
手
蔓
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
は
前
越
の
や
う
に
個
別
用
益
地
の
成
立
に
際
し
て
狭
義
の
村
の
屋

敷
土tl!;

国
主
主
主
亡
仙
沼
A
Y
る
重
要
な
佼
割
り
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
足
早
芯
円
山
由
円
出
z
p
で
あ
り
、
個
別
用
盆
棋
の
基
礎
、
そ
の
割

宛
に
興
る
樺
利
の
車
位
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
村
内
の
屋
敷
地
は
既
に
主
口
々
が
有
つ
最
古
の
史
料
に
も
屡
s
現
は
れ
て
来
る
。
人
々
は

そ
の
所
有
地
を
教
へ
る
に
古
っ
て
皐
に
家
教
又
は
各
個
所
有
地
の
口
数
に
よ
ら
守
し
て
、
屋
敷
地
を
単
位
に
し
て
こ
れ
を
数
へ
る
。
出
c
h

E
S津
屋
敷
地
が
他
種
の
土
地
の
用
益
棋
の
基
礎
と
し
て
有
す
る
よ
り
重
要
た
意
味
は
、
そ
れ
が
屡
s
そ
の
庚
さ
に
数
倍
す
る
他
種
の
土

(
註
一
〉

地
と
交
換
せ
ら
れ
る
事
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
史
料
に
は

P
E
P
-日
E
r
E
S
H
E
w
-
品
目
P
E
g
g江
口
市
w勺

P
E
A
g
-∞包
tgmv
等
の
一
言
葉

〈
註
二
〉

が
現
は
れ
、
人
々
は
こ
の
様
な
「
王
宮
の
権
利
の
附
随
す
る
屋
敷
地
」
に
か
け
て
自
由
民
に
相
憶
す
る
用
益
構
を
要
求
す
る
υ

そ
れ
は
後

代
の
村
民
と
し
て
の
樺
利
の
附
随
す
る
屋
敷
地

同
C
同
己
主
グ

回目ド
C
同三
P

F

(

]巴

H
m
o由主
N
白
山
田
田
町
∞
・
0
)

と
そ
の
性
質
を
全
然
向
ふ
す
る
。

前
述
し
た
や
う
に
古
来
日

g
-
2
3
同
色
合
同
三

F
E
E
-
o
)
等
の
語
が
現
は
す
あ
の
こ
つ
の
意
義
、
印
一
方
に
は
佐
屋
所
敷
地
と
し
て
、

他
方
に
は
あ
ら
ゆ
る
土
地
に
封
す
る
用
益
構
の
穂
稽
と
し
て
の
あ
の
こ
霊
の
意
味
は
、
恰
も
屋
敷
地
が
古
く
か
ら
他
の
用
益
棋
の
裳
礎
と

認
め
ら
れ
て
を
っ
た
か
ら
起
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。



註

等
に
つ
い
て
は
抑
揚
二
六
九
頁
註
一
、
二
の
例
参
政
。
更
に
例
へ
ば
、

E
J門い
m
S
P
E
F
5

E
Z
S
U
N
E
P
5
2
5
2
5口
〈
。

H
E
m
s
E
5
5
(
C
P
-
Z
5
5
Eロ
拘
置
ロ
E
a
s
h・
s
-
p
s
i
-」

所
有
の
単
位
と
し
て
の

g
E
E♂
ロ
&
・

E
E
a

国
え
と
そ
の
他
の
土
地
と
の
交
換
に
つ
い
て
は
、

A
F
4
f
s
-
C
0
2
F
E
E
S
Eロ
B
M
W
H
M
q
♂

H
U
U
U
J
P
E
2
v
a回
2
2
2
m声明白
g
u
y
g乙
03

註

想
問
。
ロ
ご
母
国
内
L
o
m
w
5
4・
包

5
5・
4
U
W
E
B
-
8・)

kr・巴・

8
u
¥
g
H
H
w
g
v白
山
口

m
c
v
g
Z
5
4『丘回目。ロヴ
S
m
員
。
乙
α
E
r包
巴

B
P
E
U
N
g
m
m
u
J
P
P白山
G
E
m
H
g
-

krH)・∞
GUopmp-P67mtzgp

同

HH]出
戸
甲
山
町

CFHロ
目
。
回
目
。
母
国
。
ロ
戸

EHHd-o日

5
4

kr・
巴
・
∞
m
y
d

同信
rp

S
B
H
e拘置
B
0
0
5岳民一

Jヨ
ュ
・
匂
Hr・
Y
H
m
T叫・

《刑事。

F・
ωuUH・

kF-H)・∞
8

2
・
C
島
2

2
己
B
m酔
出
己
】
内
ロ
何
度
戸

HH窓
口
主
同

C
Z口
角
田

OMEHHOぬ
目
立

B
p
gユ
己
h
v
h
J
4
R
E
E
E出

uw

日
∞
凶

第
こ
に
は
割
宛
て
の
方
法
と
し
て
抽
銭
を
行
ふ
こ
と
も
、
同
様
に
古
い
時
代
に
之
れ
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
既
に
最
古
の
史
料
に

(
註
〉

於
て
屡
a
各
個
農
夫
の
所
有
地
或
は
そ
の
一
部
が
]
己
主
(
E
Z
E
)

即
載
な
る
語
で
一
石
び
現
は
さ
れ
て
を
る
υ

部
そ
れ
は
師
に
人
世
紀
乃
至

九
世
紀
に
存
在
し
た
農
夫
の
土
地
に
つ
い
て
も
畿
が
そ
の
成
立
に
重
要
な
役
目
を
勤
め
た
事
を
吾
々
に
物
語
っ
て
を
る
。
こ
れ
等
雨
個
の

手
懸
り
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
口
々
は
一
品
日
々
が
十
六
世
紀
以
後
の
史
料
を
過
し
て
得
た
個
別
用
益
地
の
成
立
そ
の
本
質
的
基
礎
等
に

関
す
る
あ
の
観
察
が
、
恐
ら
く
そ
の
ま
L

亦
古
い
時
代
の
村
々
に
も
営
て
は
ま
る
事
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
で
め
ら
う
。

註

例
へ
ば
同
回
目

2
0
F
J
F
E
S
S血
盟
包
括
自
∞
+
串
出
B
Eロ
目
白

M
M
E
号
m町
田

2
3
f
J司
停
2
・
2
2
E。
zz官。
H
H
S
P
U
E
-
ロ担当・

F
s
f
a
.
g
w
K
5
g
-
M凶・

耕
地
固
の
上
に
地
理
的
視
察
を
行
ふ
事
に
よ
っ
て
、
恐
ら
く
は
こ
の
一
新
し
い
時
代
に
観
察
さ
れ
た
闘
係
と
古
い
時
代
の
そ
れ
と
の
蓮
痩

は
更
に
一
つ
の
詮
明
を
見
出
し
得
る
で
あ
ら
う
。
卸
村
の
屋
敷
地
に
近
接
し
そ
の
起
源
に
於
て
一
唐
古
し
と
認
め
ら
れ
る
耕
地

C
2
3
Eゲ

巾
世
濁
逸
材
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
関
係
(
村
松
U

七



東
京
商
科
大
同
学
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終
済
的
円
十
併
究
第
一
一
誠

二
七
四

も
、
よ
り
村
墳
に
近
く
そ
の
成
立
年
代
の
一
唐
遅
れ
た
部
分
の
そ
れ
と
そ

D
形
式
に
於
て
全
然
同
一
で
何
等
の
異
な
る
』
胞
を
見
な
い
。

後
者
は
屡
s
猶
そ
の
耕
地
名
に
於
て
(
例
へ
ば

L
E
C
B
E富
山
門
て
)
そ
れ
が
匡
宮
市
三
⑦
か
ら
分
割
さ
れ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ

る
事
を
示
し
て
を
る
サ
し
か
も
そ
れ
等
も
古
い
部
分
と
全
然
形
式
を
同
ふ
し
、
・
次
第
に
古
い
畑
に
同
化
し
、
や
が
て
こ
の
様
な
名
格
を
も

失
っ
て
行
く
。
印
古
い
部
分
の

C
2
5
E
H
に
つ
い
て
も
そ
の
成
立
の
方
法
は
新
し
い
そ
れ
と
本
質
的
に
具
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

(
註
〉

思
は
れ
る
。

註

挿
園
出
・
1
1
E目
白
の
耕
地
闘
に
つ
い
て
い
へ
ば
中
央
狭
義
の
村
を
図
む
数
個
の
大
塊
の
土
地
(
ロ

-
B
)
は
、
後
に
述
べ
る
領
主
屋
敷
の
附
属
地

で
、
一
般
個
別
用
盆
地
と
は
恐
ら
く
そ
の
成
立
を
呉
に
す
る
特
別
の
土
地
で
あ
る
。
之
等
を
例
外
と
し
て
除
け
ば
、
そ
の
他
の
の
め
司
自
己
は
何
れ

払
そ
の
形
式
に
於
て
全
然
同
一
で
あ
る
。
木
方
貼
線
に
よ
っ
て
醤
来
の
村
の
耕
地
(
中
央
部
)
か
ら
限
ら
れ
た
一
帯
の
土
地
は
元
来
右
方
の
森
と
阿

じ
注
目

B
S
F
で
あ
っ
た
も
の
が
、
左
側
上
方
に
村
を
離
れ
て
存
在
す
る
同
"
と
江
口
窓
口
の
寺
院
が
最
近
附
に
於
て
そ
の
所
有
権
を
確
立
し
、
開
懇

し
て
成
れ
る
も
の
で
あ
る
。
吾
キ
は
こ
の
雨
区
域
に
つ
い
て
も
そ
の
。
。

Z
E
P
の
形
式
が
全
く
阿
じ
い
事
、
新
開
山
裕
一
地
が
高
専
測
ハ
旦
技
術
の
進
歩

に
於
て
し
か
奮
来
の
耕
地
と
区
別
さ
る
べ
き
形
式
上
の
愛
化
を
一
不
さ
ぬ
と
と
を
見
る
で
あ
ら
う
。

以
上
の
や
う
に
村
の
佃
別
用
益
地
の
成
立
が
村
の
闇
樫
並
び
に
そ
の
闇
酷
的
統
制
機
N
当
日
出
向
ロ
ロ
ゐ
切

PHE
の
上
に
立
つ
こ
と
、
個
別

用
接
地
も
亦
猫
逸
村
落
を
一
貫
す
る
締
導
概
念
と
し
て
の
あ
の
闇
偲
的
機
利
、
統
制
的
構
力
の
所
産
で
あ
る
こ
と
は
、
伺
別
用
日
住
地
が
そ

れ
が
桐
別
用
袋
地
で
あ
る
に
も
拘
ら
歩
、
狛
大
な
る
程
度
ま
で
岡
盟
的
統
制
に
よ
っ
て
そ
の
用
径
を
制
限
せ
ら
れ
て
を
る
闘
係
に
最
も
額

著
に
一
不
さ
れ
て
を
る
。

第
一
に
は
各
倒
村
氏
の
そ
の
耕
地
球
地
に
封
す
る
個
別
用
益
棋
は
時
間
的
に
制
限
せ
ら
れ
て
を
る
o

印
耕
地
味
地
は
そ
の
主
た
る
牧
穫

に
必
要
な
一
定
期
間
丈
、
或
は
年
々
新
に
、
或
は
時
歎
の
中
に
習
慣
的
に
、
「
禁
制
」
せ
ら
れ
、
そ
の
禁
制
期
間
に
於
て
の
み
各
佃
村
民
の



個
別
問
茶
植
は
完
全
に
行
使
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
以
前
及
そ
の
以
後
に
於
て
は
、
そ
れ
等
は
共
同
用
釜
の
牧
地
と
し
て
村
氏
の

何
人
に
よ
っ
て
も
自
由
に
用
益
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
o
例
へ
ば
の
ユ
巳
出
ぬ

B
の
村
に
於
て
は
(
一
同
五
六
年
〉
。
0
2也
(
官
w

K

戸
市
民
ご

か
ら
恒
三
w
p
市民国

(
N
P
a
o
-
-
)
ま
で
畑
が
禁
制
せ
ら
れ
る
。
株
地
に
つ
い
て
は
例
へ
ば
国
注
目

8
4色
2
の
村
で
は

(
一
五
八
六
年
)

J
J
J
t
p
戸市出
HameME(Hu
匡
hvH)

の
日
か
ら
誓
-
d
H
H
-
W
H
H
(
P
自
己
目
)
の
日
ま
で
、
特
に
村
の
同

-u-
(
共
同
用
益
の
菅
地
〉
内
の
椋
地
に
つ
い

て
は
更
に
十
日
の
後
ま
で
禁
制
が
行
は
れ
る
。
印
各
個
村
民
が
佃
別
的
用
益
棋
を
行
使
し
得
る
の
は
森
の
一
定
日
か
ら
乾
抹
や
穀
類
の
刈

入
れ
牧
穫
に
至
る
ま
で
の
禁
制
期
間
(
当
記
尾
市
ロ
白
色

2
岡山口

5
)
の
み
に
止
り
、
そ
の
後
の
解
禁
期

(
4
F
E出
向
島
市
円
C
辛
口
市
出
N
岳
山
窓
口
)

に
は
個
別
府
益
地
も
共
同
牧
地
と
何
等
兵
た
ら
な
い
。
更
に
耕
地
は
三
岡
農
法
の
下
に
於
て
は
三
年
目
毎
に
休
閑
他
と
な
り
、
こ
の
期
間

に
於
て
は
全
年
そ
れ
は
共
同
牧
地
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
る
。
興
味
あ
る
事
に
は
抹
地
に
あ
っ
て
も
そ
れ
が
嘗
て
耕
地
で
あ
っ
た
場
合
、
印

前
の
耕
地
が
鐙
更
せ
ら
れ
て
抹
地
と
せ
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
じ
く
三
年
目
毎
に
国
5
0
F
4山
市
港
ロ
ハ
休
閑
抹
地
〉
と
し
て
全
年
の

共
同
用
益
の
下
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
等
の
関
係
は
一
方
に
個
別
用
益
地
の
個
別
用
益
地
た
る
は
一
に
禁
制
棋
の
稜
動
に
よ
る
事

を
示
す
と
共
に
、
他
方
向
じ
禁
制
棋
の
本
質
に
依
っ
て
か
L
る
佃
別
用
益
地
の
個
別
性
が
大
い
に
制
限
せ
ら
れ
を
る
事
を
示
す
も
の
で
あ

(
註
)

る。

(
同
じ
闘
係
か
ら
村
々
に
於
て
自
由
に
耕
地
を
費
更
し
て
菜
園

C
P
ユB
と
た
す
こ
と
が
禁
ぜ
ら
れ
る
理
由
も
理
解
し
得
る
o

荒
し
、

耕
地
の
佃
別
的
所
持
者
と
離
も
そ
の
耕
地
の
上
に
負
は
さ
れ
た
共
同
牧
地
と
し
て
用
益
せ
ら
る
L
義
務
を
か
く
し
て
自
由
に
排
除
す
る
事

は
許
さ
れ
ぬ
か
ら
で
あ
る
o

)

註

E
g
o
-
M
E
z
a
E
o
a
zぬ
g
u
g
-
そ
の
他
国
吋

Era-mFEE-M5・
参
照
。

第
二
に
以
上
の
関
係
を
別
の
見
地
よ
り
考
へ
れ
ば
、

k
r
p
H
H
S
F
の
分
割
ば
常
に
一
定
の
必
要
に
臨
じ
て
一
定
。
目
的
の
下
に
行
は
れ

中
舟
一
瓶
一
逸
材
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
聞
係
へ
村
松
)

二
七
五



東
京
商
科
大
泉
研
究
年
報

終
済
築
研
究
第
一
日
現

二
七
六

る
の
で
あ
る
o

従
っ
て
個
別
用
益
地
は
例
へ
ば
穀
物
牧
穫
を
目
的
と
す
る
耕
地
、
乾
抹
牧
穫
を
目
的
と
す
る
抹
地
、
葡
萄
栽
培
を
目
的
と

す
る
葡
萄
畑
の
や
う
に
夫
々
一
定
の
職
分
を
有
し
、
そ
の
主
た
る
職
分
を
果
す
に
必
要
の
期
間
丈
個
別
即
日
抗
地
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
ο

そ
こ
か
ら
も
し
も
そ
れ
等
の
土
地
が
そ
の
職
分
を
査
さ
な
い
場
合
、
こ
れ
を
個
別
用
益
地
と
し
て
用
ふ
る
必
要
が
既
に
認
め
ら
れ

な
い
場
合
に
は
個
別
用
益
地
た
る
事
も
亦
官
然
消
減
す
る
。
耕
地
そ
の
他
が
長
く
用
益
さ
れ
や
荒
地
と
な
り
、
森
と
な
る
場
合
に
は
、
そ

の
土
蝋
は
最
早
従
来
の
各
個
用
益
者
の
手
に
止
ま
っ
て
を
ら
ぬ
。
そ
れ
は
再
び

〔
註
〉

る
領
主
の
有
に
踊
る
。

krHHB2H向
。

E
し
て
村
全
悼
の
、
或
は
】
W
P
E
L
5
R
た

註

C
E
E
F
4
3同
注
目

B
q
w
h
r
H
B
一H
ω
2
4司
μ
F
E
C
E
S日
出
口
白

m
c
p
a
L『
m

日

d
g
r
r回
目
白

5

2
目
。
的
。
巳

2
0
出
z
巳
5
2回
日

oCEZMFHM

E
N山。
z
p
a
o
d
H
H
4
2
N
Z
m
s
m凶
己
・
一
三
一
一
ニ
年
自
宅
自
の
村
に
闘
す
る
史
料
は
甚
だ
観
照
的
で
あ
る
、
即
個
別
用
盆
地
の
所
持
者
が
そ
の
土

地
を
荒
蕪
に
委
せ
て
、
そ
の
上
に
領
主
が
楯
を
懸
け
る
事
が
出
来
る
や
う
な
木
が
生
び
茂
る
主
で
に
雫
れ
ば
、
そ
の
土
地
は

並
び
に
そ
の
村
の
所
有
者
で
あ
る

(
L
z
c
a
s
N包
括
戸
E
P
5
〉

E
Z
耳
目
自
主
・
占
領
主
の
有
に
跨
る
、

rmctpu
夕
日
・

N
S司
廿
提
出
口
白
出
向
日
出

そ
の
他
の
史

料
文
献
に
つ
い
て
は

F
E
Y
m
-
宮
、
吉
田
Y

M

寸
・
参
照
。

同
じ
開
係
か
ら
亦
弐
の
や
う
な
個
別
用
益
者
の
構
利
の
制
限
が
説
明
し
得
る
ο

部
割
宛
て
ら
れ
た
土
地
の
上
に
従
来
か
ら
立
っ
て
居
つ

た
木
々
、
或
は
そ
の
上
に
そ
の
後
自
然
的
に
野
生
し
た
樹
木
は
直
ち
に
そ
の
土
地
の
所
持
者
の
有
に
蹄
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
木
材
の
み

な
ら
や
注
目
す
べ
き
こ
と
に
は
果
責
に
於
て
も
寧
ろ
村
落
全
鰹
の
利
益
の
た
め
に
そ
の
伐
採
、
採
取
等
の
構
利
が
制
限
せ
ら
れ
る
。
通
常

各
個
村
民
は
村
長
切
符
mHS自
己

a
R
切

E
B
a
a
s
等
の
認
諾
を
件
十
し
て
は
そ
れ
等
を
底
分
す
る
事
が
出
来
歩
、
産
分
し
た
場
合
に

背
山
J

は
一
定
の
封
慣
を
納
め
る
。
但
し
特
に
彼
等
が
栽
培
し
た
樹
木
、
少
く
と
も
栽
培
の
第
を
加
へ
た
樹
木
の
用
盆
躍
は
彼
等
の
子
に
委
ね
ら



れ
る
。註

十
六
世
犯
の

F
F町
長
自
の
村
の
旋
舎
に
よ
れ
ば
何
人
も
村
の

NaH拓
国
民

F
日
中
の
立
木
又
は
野
生
の
ま
込
の
落
木
を
ば
、
そ
れ
が
彼
の

所
持
地
の
上
に
あ
る
場
合
に
於
て
も
、
出
向
己
目
。
山
五
百
の
許
可
な
く
し
て
伐
採
し
又
は
採
集
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
出
2
5
0吉
宮
町
と
の
問
に
話
が

調
は
ぬ
場
合
に
は
そ
の
土
地
か
ら
こ
れ
を
取
片
づ
け
、
或
は
更
に
之
れ
を
銭
き
棄
て
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
決
し
て
家
に
持
ち
蹄
ツ
て
は
な
ら
ぬ
。

切
戸
各
国
包
の

P
D
g
r
cロ
に
よ
れ
ば
、
例
へ
ば
一
六

O
一一一年

F
R
2
4
2彦
同
の
村
氏
の
一
人
が
彼
の
畑
及
び
称
地
の
上
の
野
生
の
木
を
(
注
目
。
V
O

P
E
-
E
阿
佐

F
2
5
K
H
E
E
F
E
E
V
同
G
H
N
h
E内

m
o
宮
S

F
長
日
ロ
自
己
J
J
1
M
O

語
ロ
)
伐
採
す
る
事
を
乞
ひ
願
ひ
、
こ
れ
に
封
し
て
は
少
傾
の
釣

債
を
支
梯
ふ
こ
と
を
申
出
で
る
。

o
k
r
g
S
F丘
ず
戸
口
限
目
。
白
山
口
出
c
p
m
u
臼ミ
lug-

一
五
一
五
年

E
u
g
z
r
2
E
の
村
は
そ
の
村
氏
の
一
人
出
目
。

roH
と
後
者
の
畑
に
立
ワ
梨
の
木
の
木
並
び
に
呆
貨
の
所
胃
腸
を
争
ひ
、

E
Cロヴ⑦旬開

の

mp'白
骨
肉

ozcE
に
訴
へ
る
。
列
決
に
よ
っ
て
そ
の
梨
は
栽
培
せ
る
呆
資
(
吟
吉
区

20E」
で
あ
り
、
従
ワ
て
]
目
。
げ
乙
個
人
に
属
す
る
も
の
と
決

定
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
史
料
文
献
に
づ
い
て
は
甲

g
y
m
-
E
w
k
r
u
g
-
巴
・
参
照
。

こ
れ
と
同
様
た
個
別
用
益
棋
の
圏
樫
的
制
限
は
そ
の
他
に
も
様
々
の
方
向
に
一
不
さ
れ
て
を
る
。
例
へ
ば
村
の
土
地
の
上
に
生
ひ
出
で
た

も
の
は
、
そ
れ
が

krHHBDHVQO 
の
上
な
る
と
個
別
用
益
地
の
上
な
る
と
を
問
は
歩
、
先
づ
第
一
に
は
村
内
に
於
て
利
用
せ
ら
る
べ
く
、

こ
れ
を
村
外
に
持
ち
出
す
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
る
。
村
の
牧
地
の
上
に
他
村
の
家
畜
を
牧
は
し
め
、
或
は
家
高
の
飼
料
(
樫
の
果
等
)
を
集

(
註
一
〉

め
て
他
村
に
責
る
事
は
許
さ
れ
ぬ
、
村
内
に
生
じ
た
樹
木
或
は
婆
藁
は
こ
れ
を
村
外
に
持
出
し
て
貰
る
こ
と
を
得
な
い
。
否
土
地
そ
の
も

の
が
本
来
N
考
古
ぬ

EH仏
国
hv
回
出
の
下
に
村
の
全
惜
の
住
民
に
よ
っ
て
所
持
せ
ら
れ
用
益
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り

1
従
て
こ
れ
を
他
村
の

(
註
二
)

者
に
寅
却
す
る
事
は
許
さ
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
ー
も
し
土
地
が
貰
買
又
は
遺
産
相
続
に
よ
っ
て
他
村
の
者
の
手
に
渡
る
や
う
た
場
合
に
は
、

門
誌
ゴ
マ

が
認
め
ら
れ
る
。
個
別
用
益
地
は
何
れ
の
方
面
か
ら

村
落
圏
憧
或
は
そ
の
村
民
の
各
個
に
優
先
的
な
買
戻
し
機

L
P
E
F
c
E
R刷局
2
E

中
品
目
溺
逸
村
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
闘
係
(
村
松
」

二
七
七
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(
註
一
〉

に
は
領
主
屋
敷
の
所
持
者
た
る
村
の
領
主
の
問
に
争
は
る
L

権
利
争
び
に
つ
い
て
は
既
に
之
れ
を
述
べ
た
。
割
宛
て
が
既
に
行
は
れ
、
個

別
用
品
位
地
が
就
に
成
立
し
た
後
に
於
て
は
、

こ
の
雨
者
の
封
立
は
一
方
に
は
各
個
村
民
の
そ
の
土
地
に
封
す
る
例
別

mA仕
様
、
他
方
に
は

領
主
の
個
別
府
盆
地
に
封
す
る
地
代
要
求
棋
と
な
っ
て
現
は
れ
る
。
郎
従
来

k
-
5
2
H
A
O
で
あ
っ
た
土
地
が
個
別
用
盆
地
と
し
て
割
宛
て

ら
れ
る
が
否
や
、
領
主
は
そ
れ
ら
の
土
地
に
到
し
て
爾
後
年
々
一
定
の
地
代
を
要
求
す
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
そ
の
際
領
主
が
従
来
そ
の
土

地
か
ら
こ
れ
に
相
官
す
る
様
た
牧
入
を
全
然
奉
げ
て
を
ら
ぬ
場
合
に
も
、
被
の
要
求
権
に
は
何
等
蟹
り
が
た
い
。
前
に
引
用
し
た

KHgl

z
g
Bと
]VHPEE己
の
併
院
と
の
安
協
案
に
よ
れ
ば
、
前
者
が

E
E
B角
。
を
分
割
し
、
こ
れ
を
出
向

2
2
2
(仰
別
川
谷
地
)
と
す

〔註一

J

る
場
合
に
は
、
情
院
は
そ
こ
か
ら
雨
後
地
代
を
徴
集
す
る
。
勿
論
こ
の
場
合
に
も
村
落
白
岡
田
か
4

ふ
る
要
求
権
を
掲
げ
て
領
主
と
そ
の
槽
利

(註一一一ノ

を
争
ふ
や
う
た
場
合
も
献
け
で
は
ゐ
な
い
、
し
か
も
そ
れ
は
通
例
甚
だ
稀
で
あ
る
。

註

前
段
二
六
六
頁
二
六
七
支
参
照
。

前
段
二
五

O
頁
二
五
一
一
兵
参
照
。

註

更
に
例
へ
ば
旬

E
r
Z
8
0
F
の
領
下
に
あ
る
言
。
昼
間
自
由
自
の
村
に
於
て
は
(
一
五
一
一
一

O
年
)
分
割
さ
れ
割
宛
て
ら
れ
た

p
g
g
g広
島
は

何
れ
も
股
穫
九
分
の
一
の

F
E
Q
m
m百
戸
出
を
領
主
に
支
沸
ふ
。

ckrgm忌
旬
。
口
出
話
回
己
目
指

S
w
m・
2串・

註
三

F
E
E
-
E
m
m
o
v
z
F
E戸

r
r
H
u
m
-
g
f
E
3
H
Z
E
a日
同
ロ
V
P一
げ
母
島

S
H
P
E
E
E
』

H
E
r
s
と
]Egacロ
4
Z
Y
M
E
戸

E
N
g
-

m
雪国。ロ岳山
e
H
h回
8
4
c
ロ
kr-mr目。
ro回
、
H-
。出向包】ヨロ
F
P
T
〕ロ・

こ
れ
と
封
照
し
て
考
ふ
べ
き
こ
と
は
、
苦
々
が
充
分
に
史
料
を
も
っ
時
代
に
於
て
は
、
調
逸
村
落
内
の
倒
別
的
用
谷
地
が
何
れ
も
皆
領

主
に
地
代
を
納
む
る
義
務
を
負
指
す
る
事
置
で
あ
る
。
十
七
世
紀
十
八
世
紀
以
後
、
土
地
事
帳
が
五
口
々
に
取
に
営
該
荘
園
領
主
に
従
属
す

る
土
地
の
み
な
ら
や
ノ
、
屡
3

亦
村
内
の
あ
ら
ゆ
る
土
地
を
列
翠
記
録
す
る
場
合
、
そ
こ
に
は
こ
の
様
な
地
代
負
捨
か
ら
自
由
な
単
に
国
家

中
静
一
濁
逸
村
落
に
於
け
る
s
Z

地
所
ム
引
の
関
係
(
村
松
)

二
七
九



東
京
商
科
大
皐
研
究
年
報

幅
跳
済
皐
研
究
第
一
一
旗

二
八

O

に
封
す
る
公
法
的
負
捨
の
み
を
負
ふ
や
う
な
所
有
地
は
全
然
存
在
せ
ぬ
の
が
通
例
で
あ
っ
て
、
高
々
敦

札
『
包
出
口
一
日
H
O一円
4r

の
買
さ
を
も
ち
、

し
か
も
数
多
の
所
有
者
に
よ
っ
て
夫
々
極
め
て
微
細
な
大
き
さ
に
分
割
さ
れ
て
所
持
せ
ら
れ
る
や
う
な
土
地
の
み
が
、
時
々
例
外
的
に
白

由
な
土
地
と
し
て
記
さ
れ
て
を
る
。
例
へ
ば
一
七
一
一
一
年

に
於
て
は
総
計

H
J
r
F
g
v
z
g
g
r
g
r
に
於
て
は
口
敏
凶
っ
、
合
せ
て

ω
F
5
2
等
の
如
く
で
あ
る
ο

し
か
も
他
方
五
日
々

が
史
料
か
ら
知
り
得
る
限
り
、
こ
の
や
う
な
自
由
な
土
地
所
有
の
泊
減
は
決
し
て
荘
園
領
主
の
買
牧
殺
併
に
よ
っ
て
共
第
に
成
立
し
た
も

国

p
g
g
の
村
に
於
て
は
合
計
僅
に

MNFgげ
白
グ

]
[
H
g
H
白山
H
M
ぬ
の
出
品
C
吋
同

の
と
は
考
へ
ら
れ
得
な
い
。

一
般
に
シ
ュ
ワ

l
ベ
ン
地
方
の
如
き
そ
の
移
住
の
古
い
地
域
に
於
て
は
、
自
由
な
土
地
所
有
の
存
在
そ
の
蛙

園
領
主
の
手
へ
の
移
轄
等
に
闘
す
る
史
料
が
最
初
か
ら
依
け
て
を
る
の
が
そ
の
特
性
で
あ
る
。
弔
貴
亦
例
へ
ば

N
i巾
F
H
P
P
足
首
n
r
H

g
r
出
色
出
向

W
H
O
E
S
H
等
の
僧
院
の
土
地
目
録
に
よ
っ
て
五
日
々
が
各
個
の
土
地
の
由
来
を
知
り
得
る
限
り
、
そ
れ
等
は
通
常
、
そ
れ
等
の

惜
院
の
手
に
入
る
以
前
か
ら
既
に
他
の
荘
園
領
主
の
手
中
に
あ
っ
て
、
従
来
師
に
領
主
に
封
す
る
貢
約
的
負
捨
を
諜
せ
ら
れ
て
を
っ
た

の
で
あ
る
。
例
外
的
に
時
k

自
由
な
所
有
地
が
農
夫
の
手
か
ら
借
院
に
買
上
げ
ら
る

L
場
合
(
例
へ
ば

N
4
4
4
M
即
時

P
1
0
ロ

の
併
院
は

同
)
年
同
冊
目

4
5
5
E
g注
目
出
の
村
内
よ
り

5
8
w
E
4。
u
Zミ
w回
。
口
等
の
年
に
農
夫
の
自
由
所
有
地
i
し
か
も
屋
敷
附
の
土
地
図
色
ー
を

買
上
げ
る
。
旨
旬
。

rgH
の
借
院
も
亦

L
E
S
E
5
2
の
村
に
於
て
民
∞
0

年
同
じ
く
屋
敷
付
の
自
由
所
有
地
一
口
を
買
上
げ
る
等
)
に
あ

つ
で
も
、
否
々
が
仔
細
に
そ
れ
等
の
土
地
の
由
来
を
観
察
す
れ
ば
、
通
常
そ
れ
等
は
従
来
か
ら
一
定
の
地
代
を
一
定
の
領
主
に
封
し
負
捨

し
て
居
て
、
唯
後
に
趨
ペ
る
や
う
に
元
来
不
明
確
た
所
宥
開
係
の
中
か
ら
所
有
棋
が
確
立
せ
ら
れ
る
際
に
、
偶
々
領
主
の
所
有
模
に
で
は

た
く
、
各
個
村
民
の
所
有
樺
に
移
っ
た
様
た
種
類
の
所
有
地
た
る
事
が
明
に
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
誠
一
の
己
戸
口

2
4
P
H含
gけ
gHHの
諸

民
主

は
何
れ
も
従
前
九
戸
戸

Hmhgげ
目
的
の
巴

cEWE-zH
の
領
下
に
麗
し
、
こ
れ
に
一
定
の
地
代
を
負
捺
し
て
を
っ
た
、
ト
ロ

g
H
5
5
2



の
土
地
に
つ
い
て
も
亦
事
情
は
全
く
同
じ
い
。
時
に
は
亦
本
来
か
L
る
負
捨
の
附
随
し
な
い
領
主
の

p--oゐ
(
領
主
の
父
祖
倖
京
市
の
自
由

所
有
地
)
が
買
却
せ
ら
れ
て
農
民
の
千
に
移
る
事
に
よ
っ
て
自
由
な
土
地
所
有
が
成
立
す
る
o

例
へ
ば
一
四

O
四
年
同
E
L
3回目白∞・
3

の

出
色
が
そ
の
所
有
者
た
る
領
主

3
5
F
に
よ
っ
て

34540刑
判
手
書
2
5
L
S
L
5
2子
己
主
出
向

S
E
と
し
て
買
却
せ
ら
れ
る

場
合
の
如
き
こ
れ
で
あ
る
ο

時
に
は
亦
農
民
が
領
主
か
ら
か
L

る
負
携
の
免
除
を
買
び
取
る
事
に
よ
っ
て
も
同
様
の
自
由
な
土
地
所
有
が

成
立
す
る
。
郎
そ
れ
等
の
自
由
な
土
地
所
有
は
何
れ
も
例
外
的
た
、
明
ら
か
に
そ
の
由
来
が
説
明
さ
れ
得
る
や
う
な
後
代
の
起
源
を
も
っ

存
在
で
あ
っ
て
、
寧
ろ
一
般
農
民
の
土
地
所
有
に
つ
い
て
は
、
か
L

る
自
由
な
土
地
所
有
の
一
不
存
在
、
村
内
の
個
別
用
益
地
は
何
れ
も
領

〈註
d

主
に
封
し
て
地
代
負
措
を
有
す
る
事
が
通
例
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
た
い
の
で
あ
る
。

註

c
g
E自
己

5
0『
OHず
回
出
回
目
。
丘
町
ロ
四
百
戸
山
∞
ミ
・
猪
自
由
所
有
地
の
存
在
臥
状
態
に
つ
い
て
は
。
k
F
a
o
r
z
pロ
um
昌
広

H是
認
自

a
-
u
s
l
u
g
-

参
照
。
そ
の
他
、
自
由
土
地
所
有
が
領
主
の
土
地
の
貰
却
に
よ
っ
て
成
立
す
る
場
合
の
例
と
し
て
は
、

k
r
u
-
z
z
m
o
r耳目。ヴ
s
a
H話
。
ロ
に
於
て
領

主

同

CEmv山
J
F
Z
M
E
Eロ
ヴ
戸
品
は
そ
の
所
有
耕
地
を
自
由
所
有
地
と
し
て
数
人
の
農
夫
に
賀
却
す
る
。
問
。
同
自
己
己
ロ
穆
ロ
に
於
て
も
(
一
五
二
九

P
口
会
同
国
リ
『

hvoF

年
以
前
)
同
様
の
例
が
記
録
さ
れ
て
を
る
。
地
代
負
携
の
免
除
を
農
民
が
頁
ひ
取
ワ
た
例
と
し
て
は
、
例
へ
ば
一
五
六

O
年
以
前
に
於
て

F
S
Fロ

の
村
氏
が

m
F
C
A
-
a
o
の
健
院
の
領
地
に
於
て
と
れ
を
な
し
た
例
が
あ
る

o
p
g
f
3・
g
w
k
g
E
-
u
u・
参
照
。

さ
て
こ
の
や
う
な
一
般
農
民
の
自
由
た
土
地
所
有
の
不
存
在
が
古
来
か
ら
の
猫
遁
村
落
の
遇
常
吠
態
と
考
へ
ら
れ
、
且
か
L

る
欣
態
の

成
立
が
決
し
て
各
個
荘
閏
領
主
の
土
地
買
牧
或
は
こ
れ
に
封
す
る
各
個
自
由
農
民
か
ら
の
土
地
寄
進
等
に
よ
っ
て
説
明
せ
ら
れ
得
な
い
と

す
れ
ば
、
五
日
々
は
こ
れ
を
先
に
Z
口
々
が
十
六
世
紀
以
後
の
史
料
に
基
い
て
明
か
に
し
た
あ
の
闘
係
か
ら
、
印

kr--B2HQO
か
ら
個
別
用

益
地
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、
後
者
の
上
に
最
初
か
ら
領
主
に
野
す
る
地
代
負
捨
が
附
随
す
る
と
い
ふ
あ
の
関
係
か
ら
、
説
明
す
る
よ
り

他
に
方
法
を
見
出
し
難
い
や
う
に
思
ふ
の
で
あ
る
。
吾
k

は
既
に
、
主
口
々
が
後
代
の
史
科
か
ら
観
察
し
た
あ
の
個
別
用
盆
地
成
立
の
遁
程

中
世
加
問
逸
村
落
に
於
け
る
土
地
所
布
の
一
閥
係
「
村
松
)

二
八



東
京
商
科
大
問
中
研
究
年
報

終
済
同
学
研
究
第
一
一
旗

二
八
二

が
、
よ
り
古
い
時
代
に
も
恐
ら
く
そ
の
ま
L

あ
て
は
ま
る
べ
き
こ
と
を
そ
の
重
要
な
要
素
に
於
て
、
印
第
一
に
は
土
地
割
宛
て
に
参
興
す

る
構
利
の
基
礎
た
り
尺
度
た
る
狭
義
の
村
内
の
屋
敷
地
に
つ
い
て
、
第
二
に
は
割
宛
て
の
中
心
的
方
法
た
る
拍
銭
法
に
於
て
諮
明
し
た
ν

吾
k

は
亦
村
落
内
の
耕
地
の
地
理
的
観
察
か
ら
も
よ
り
新
し
い
時
代
に
成
立
し
た
仰
別
用
益
地
と
よ
り
古
い
時
代
の
そ
れ
と
の
問
に
同
様

の
本
質
的
類
似
と
登
展
の
連
績
と
を
見
出
し
得
た
。
こ
れ
に
依
っ
て
之
れ
を
見
れ
ば
、
少
く
と
も
十
六
世
紀
以
後
の
史
料
が
工
口
々
に
語
る

限
り
、
そ
の
成
立
過
程
の
全
障
と
密
接
不
離
に
結
合
し
て
を
る
や
う
に
息
は
れ
る
土
地
所
有
の
不
自
由
性
、
部
土
地
所
有
の
闘
係
全
閣
の

成
立
過
程
を
根
本
か
ら
支
持
す
る

N
iロぬ
U
H
H
Q

国
P
ロ
ロ
の
本
質
か
ら
同
じ
く
護
出
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
あ
の
土
地
所
有
の
不
自
由
性
が

亦
古
い
時
代
に
も
安
世
し
た
と
考
へ
ざ
る
を
件
な
い
の
で
あ
る
。

個
別
別
益
地
に
附
随
す
る
こ
の
不
安
定
な
樺
利
閥
係
、
郎
同
一
の
土
地
に
つ
い
て
一
方
に
は
各
佃
村
氏
の
佃
別
用
益
植
が
、
他
方
に
は

領
主
の
地
代
要
求
権
が
針
立
し
て
、
そ
の
各
々
が
同
じ

N
項
目
出
向
ロ
ロ
仏
国

2
5
の
基
礎
の
一
上
に
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
と
い
ふ
や
う
な

不
安
定
な
闘
係
は
、
モ
の
他
様
々
の
闘
係
に
於
て
も
同
様
に
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
へ
ば
領
主
も
各
個
用
録
者
も
同
じ
土
地
の

上
に
互
に
調
立
に
そ
れ
を
遺
贈
し
、
そ
れ
を
寅
却
し
、
そ
の
他
一
般
に
こ
れ
を
他
に
譲
渡
す
る
権
利
を
有
す
る
o
f
u
h
k

が
有
つ
最
古
の
史

料
に
於
て
殊
に
屡
:
控
閏
領
主
は
彼
の
土
地
を
、
換
言
す
れ
ば
彼
が
そ
の
土
地
の
上
に
有
す
る
諸
様
利
を
、
他
の
通
常
彼
と
同
じ
身
分

の
者
に
譲
渡
し
、
被
譲
渡
者
は
雨
後
前
所
持
者
に
代
っ
て
そ
こ
か
ら
地
代
を
納
め
、
そ
の
他
各
般
の
前
所
持
者
が
そ
の
土
地
の
上
に
有
し

た
棋
利
を
そ
の
ま
L

承
櫨
し
て
行
使
す
る
。
他
方
各
伺
農
民
も
止
日
か
ら
彼
の
個
別
的
所
持
地
の
上
に
硝
立
た
い
随
分
擦
を
有
し
て
を
っ
た
。

グ
ル
マ
ン
諸
民
族
の
同
氏
法
は
何
れ
も
農
民
が
土
地
を
責
却
し
、
贈
輿
し
得
る
事
を
前
提
と
し
て
を
る
。
伊
良

K
F
E
Z
Z
E
S
-
E
Z
は
す
べ

て
の
自
由
民
が
そ
の
土
地
を
敬
舎
に
寄
進
す
る
樵
利
を
有
す
る
事
を
強
調
す
る
υ

九
世
紀
初
頭
の
(
〕
名
寄
H
F
H

は
(
〉

-
H
Y
Eど
貸
し



い
自
由
民
が
有
力
者
に
よ
っ
て
彼
等
の
土
地
を
本
意
に
反
し
て
責
却
し
又
は
寄
進
す
る
や
う
強
制
さ
る
L

べ
か
ら
ざ
る
事
を
布
告
す
る
。

H
L
白
凶
切
同
門
∞
・
出
回
配

CEHロ
に
於
て
は
プ
ル
グ
ン
ド
人
が
そ
の
佃
別
用
益
の
土
地
を
な

sg白
血
己
主
)
飴
り
に
も
容
易
に
分
割
譲
渡
す
る
事
責

が
確
認
さ
れ
、
ア
ン
グ
ル
ザ
ク
セ
ン
法
に
於
て
も
自
由
民
は
彼
等
の
相
続
的
所
持
地
を
譲
渡
し
得
る
椛
利
が
認
め
ら
れ
て
を
る
。
事
責
師

に
早
く
、
例
へ
ば
一
一
七

O
年

己

m
g
z
g
f
5
8同
に
於
て
僧
院
は
伎
が
他
に
移
轄
せ
し
め
ゃ
う
と
欲
す
る
農
夫
か
ら
そ
の
所
持
地
を
買

上
げ
、
(
同
P
ロ
p
d
o
Z
F
g
c
c
E
E丘四
o
p
a・
∞
∞
・
〉
一
一
八
五
年
に
は
開
。
巳
ぬ

2
2
E
に
於
て
同
色
仲
間
。
ロ
ヴ
目
指
の
の
同
え
は
そ
の
領
地
内

の
自
由
民
が
彼
の
同
意
を
特
歩
し
て
寺
院
に
土
地
を
譲
渡
す
る
の
を
禁
じ
ゃ
う
と
し
、
裁
判
に
於
て
、
白
由
民
は
そ
の
所
持
す
る
土
地
を
寺

(
註
)

院
そ
の
他
へ
譲
渡
す
る
模
利
を
有
す
る
旨
が
判
決
せ
ら
れ
る
o

(

匂

β
z
gロヴ
2
・m
T
d
r
s
d
H
W
-
F
ロ
・
)
十
三
世
紀
以
後
に
於
て
は
か
L

る

雨
模
利
者
の
封
立
は
正
日
々
が
通
例
見
る
庭
で
あ
り
、
そ
れ
は
古
い
時
代
に
於
て
も
何
等
兵
な
る
庭
は
な
か
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
コ

註

甲
E
f
m
-
g
u
L
E
E・
g
-
参
照
。
同
』
何
回
目
白
・

2
二
阿
国

r
v
g官
04MEg"
出
己
的
自
白
C
H
H
E
m
s
E
m
m
g
m
E
B
M
m
v
同F
P
E
E
P
P
M
e
号
P
T
E
-

HbH
』
出
色
・

HUHr-ず
S
o
r
c
g山
口
同
ロ

ghv酔

HHOEEFN
件。E
E
E
B
E一弘

40H戸
2
宮
町
P(HOE-

か
く
の
如
く
同
じ
土
地
に
封
し
て
雨
個
の
樫
利
者
が
不
安
定
に
封
立
す
る
庭
か
ら
、
吾
々
は
史
料
を
通
じ
て
見
る
あ
の
土
地
に
封
す
る

権
利
に
闘
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
動
揺
、
様
々
な
争
ひ
を
説
明
し
得
る
や
う
に
思
ふ
。
例
へ
ば
土
地
の
相
槙
棋
に
闘
す
る
争
ひ
、
或
は
土
地
に

(註〉

附
随
す
る
賦
役
の
義
務
並
び
に
樺
利
の
大
さ
に
封
す
る
争
ひ
等
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
等
の
す
ぺ
て
は
雨
宮
事
者
の
何
れ
も
が
そ
の
楳
利

を
主
張
す
る
に
つ
い
て
確
固
た
る
棋
利
の
基
礎
を
快
い
て
居
る
こ
と
、
か
L
る
権
利
の
基
礎
が
治
不
安
定
不
明
確
で
あ
っ
て
、
動
指
と
争

ひ
と
を
自
ら
そ
の
中
に
含
む
や
う
な
も
の
で
あ
っ
た
事
を
説
明
す
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
後
代
に
見
る
や
う
な
確
立
し
た
所
有
様
、
最
後

に
は
排
他
的
に
自
己
の
意
思
の
み
に
よ
っ
て
目
的
物
を
底
分
し
得
る
や
う
た
所
有
棋
者
は
狛
存
し
な
か
っ
た
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

中
世
瓶
一
治
村
務
に
於
け
る
土
地
所
有
の
閥
係
、
村
松
)

二
八
三
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京
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大
卒
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究
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経
済
事
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究
信
一
一
貌

二
八
四

註

こ
れ
等
の
閥
係
に
於
て
如
何
に
不
安
定
と
動
捺
と
の
状
態
が
支
配
し
「
ゐ
た
か
を
、
観
照
的
に
一
つ
の
例
で
一
不
き
う
。
大
約
十
三
世
給
の
末
ま
で

は
通
常
、
農
民
の
個
別
所
持
地
に
封
す
る
彼
等
の
権
利
が
何
に
慕
〈
か
、
そ
れ
ら
の
土
地
が
如
何
な
る
形
式
に
於
て
所
持
せ
ら
れ
る
の
で
あ
一
る
か
等

に
つ
い
て
は
、
雨
食
事
者
共
何
等
考
慮
を
費
し
て
を
ら
ぬ
、
例
へ
ば
約
一
一
一
一

O
O
年
の
ハ
ツ
プ
ス
プ
ル
グ
家
の
土
地
目
録
の
ご
と
き
も
、
か
込
る
問

題
を
全
然
考
慮
に
入
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
の
理
由
は
勿
論
土
地
が
事
賃
上
農
民
に
よ
っ
て
永
代
相
綾
せ
ら
れ
て
、
従
来
諮
り
の
用
盆
様
、
従
来
通
り
の

義
務
負
強
が
綴
績
せ
ら
れ
、
雨
常
事
者
の
問
に
何
等
問
題
が
起
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
し
か
る
に
十
四
世
紀
と
共
に
か
込
る
閥
係
が
次
第
に

第
っ
て
氷
る
。

一
三
五
九
年
迄
償
院
の
領
地
は
い
挙
資
上
永
代
相
続
的
に
農
民
に
よ
っ
て
耕
さ
れ
、
父
の
死

と
共
に
そ
の
子
が
こ
れ
に
代
り
、
生
前
之
れ
を
譲
渡
す
る
場
合
に
於
て
も
そ
れ
は
冊
目
院
の
許
諾
を
得
る
を
要
せ
ず
、
従
ワ
て
譲
渡
の
際
に
何
等
の
貢

納
を
徴
牧
せ
ら
る
L

こ
と
な
〈
行
は
れ
て
を
つ
た
。
し
か
る
に
一
三
五
九
年
健
院
は
そ
の
領
す
る
土
地
の
す
べ
て
が
伊
色
。

rg
な
る
こ
と
、
郎
爾

後
信
院
の
土
地
の
所
持
者
は
単
に
そ
の
一
生
を
限
り
?
氏
自
問
。
ロ

F
U
)
こ
れ
を
小
作
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
農
民
が
死
亡
す
れ
ば
そ
の
土
地
は

僧
院
に
よ
っ
て
そ
の
好
む
所
の
者
に
貸
換
へ
ら
れ
得
る
こ
と
を
布
告
し
た
。
但
し
か
』
る
規
定
は
事
賃
上
空
文
に
ナ
ぎ
ず
、
事
資
上
は
農
民
の
土
地

相
績
が
従
来
、
遁
り
一
般
に
行
ば
れ
た
ら
し
い
。
繰
返
し
同
様
の
趣
旨
の
努
力
が
、
殊
に
少
く
と
も
農
民
の
土
地
譲
渡
の
際
に
償
院
が
認
諾
権
を
有
ナ

る
こ
と
を
確
立
し
ゃ
う
と
ナ
る
努
力
が
償
院
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
事
が
こ
れ
を
設
明
ナ
る
。
例
へ
ば
一
七
一

O
年
信
院
が
の
何
回
回
目
出
努
ロ
の
村
と
の
向

に
取
り
止
め
た
規
定
に
於
て
、
こ
の
認
諾
糠
が
明
ら
か
に
規
定
さ
れ
て
を
る
。
一
四
九
九
年
同
甲
山
。
白
日
常
国
の
村
が
大
山
T
拙
加
減
し
た
時
、
駿
境
問
懇
の
低

正
し
て
健
院
は
こ
の
村
の
土
地
に
永
小
作
権
を
奥
へ
、
そ
の
後
亦
こ
れ
を
買
牧
し
て

F
E各
自
主
ナ
る
。
。

kczcFぇ
E
Z自
己
ロ

a
g
h
u∞0
・

例
へ
ば
図
。
毘
m
F
E
N
F
F
H
の
僧
院
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

吾
々
は
こ
の
関
係
を
、
既
に
前
に
一
度
観
察
し
た
所
有

回
目
的
。
ロ

の
概
念
の
油
田
展
に
か
け
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
明
か

に
理
解
し
得
る
で
あ
ら
う
。
既
に
述
べ
た
や
う
に

k
E
g
g
p
が
分
割
さ
れ
個
別
用
益
地
と
な
る
事
を
史
料
は
時
に

4
6
2
f
gロ
と
稽

し
、
又
N

回
目
的
自
吉
田

g
g
v
g
と
稀
す
る
。
前
述
の
通
り
こ
の
場
合
の
所
有
の
概
念
は
唯
消
極
的
に
共
同
用
益
の
否
定
、
印
個
別
用



益
の
吠
態
を
意
味
し
、
進
む
で
は
他
人
と
用
益
樺
を
分
た
や
自
己
の
み
が
直
接
用
益
す
る
状
態
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
所
有
様
の
か
く

の
如
き
意
味
は
古
い
史
料
が
時
に
示
す
こ
の
語
の
費
際
的
用
例
に
よ
っ
て
亦
こ
れ
を
説
明
す
る
事
が
出
来
る
ο

例
へ
ば
八
九

O
年

こn
e← 

。
巳

-g
の
僧
院
は
、
そ
れ
が
寄
進
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
同
色
の
用
益
樺
を
主
張
す
る
際
に
、
寺
院
は
す
べ
て
の
自
由
民
が
彼
の
所
有
様

に
基
い
て

2
0
吉
田
官
。
匂
片
山

Egg)
耕
地
並
び
に
森
林
、
こ
れ
に
附
属
す
る
牧
地
並
び
に
木
材
伐
採
の
棋
の
上
に
合
法
に
有
す
る
と
同

一
の
用
盆
植
を
要
求
す
る
。
郎
そ
こ
で
所
有
樫
と
は
五
日
々
が
先
に
観
察
し
た
様
た
共
同
用
益
地
へ
の
各
種
の
樺
利
の
基
礎
u

尺
度
と
し
て

の
個
別
的
用
益
地
を
意
味
す
る
に
他
な
ら
ぬ
。
(
者
間
江
田
P
E
t
-
d
H
F
P
K
F
Z
-
誓・

C
E
-
-
g
p
m
w
b∞
に
)
或
は
八
九
一
年

C
E片
岡
H

ユ山口
r

が

KECえ
の
借
院
に
寄
進
し
た
土
地
の
中
に
は
回
口
∞
守

mvE
そ
の
他
の
自
由
民
の
所
有
地
を
含
む
で
を
る
。
印
そ
れ
は
領
主
の
下
に
あ

る
農
民
の
相
績
的
用
益
地
が
所
有
地
と
得
さ
れ
た
こ
と
、
更
に
は
寄
進
さ
れ
る
土
地
が
必
や
し
も
寄
進
者
の
所
有
地
で
は
た
く
、
単
に
彼

が
そ
の
上
に
有
す
る
模
利
の
譲
渡
が
意
味
さ
る
L

に
す
ぎ
ぬ
事
を
詮
明
す
る
ο

(

者
号

g自由
ω・
N
S
)
更
に
又
荘
園
領
主
が
相
綾
的
に

農
民
に
よ
っ
て
用
益
さ
れ
る
領
地
と
、
領
主
自
ら
直
接
に
用
益
す
る
土
地
と
を
土
地
蚕
帖
に
於
て
匝
別
し
、
後
者
の
み
を
領
主
の
所
有
地

と
呼
ぶ
時
三
品
々
の
土
地
は
先
に
は
僧
院
の
所
有
の
土
地

p
目的。ロ
Z
Bロ
dr。
cp-g円

で
あ
っ
た
も
の
、
今
は
某
k

に
相
績
的
に
貸
典
へ

で
あ
る
と
い
ふ
椋
た
用
例
が
こ
れ
で
あ
る
)
、
或
は
領
主
が
先
祖
博
来
の
所
有
地
k

ロ
ゲ
山
を
分
割
し
農
民
に
相
寵
的
に
貸
興
す
る
際
に
、

こ
れ
に
よ
っ
て
所
有
権
が
農
民
の
手
に
移
る
も
の
と
考
へ
る
時
、
そ
れ
ら
の
所
有
権
と
は
何
れ
も
直
接
自
己
に
よ
っ
て
用
益
さ
れ
る
献
態

(註〉

を
意
味
し
、
今
日
の
意
味
の
所
有
様
と
は
全
く
異
な
る
模
利
内
容
を
示
し
て
を
る
。

註

国
M
q
回
目
白
い

m
-
D
M
同
参
照
。

HLP
∞
z
z
o
v
p田
m
昨
日
津
辺
ロ
向
。
包
括
百
二
円
ヴ
ロ
ロ
官
同
c
F
h
H
H
O
『
足
音
。

EDP
窓口
m
v
E
p
d君

r
z

同』品
2
げ

g
r
向。
a
E
-
F
Z回一
rpロ沼田
-
c
g忌
moMMO】可申ロロ
w

(

周回
MEr--

包】一。
4
。】司

L
『

P
F
Z
回向。

a
g
g
z
z
n凶

m
w
O
M
S
B
H
同。
z
c
g
g『
ぬ
0
4
2
申
2
・

中
世
濁
逸
村
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
閥
係
(
村
松
)

ニ
八
五
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思
想
5
0庄
司

J
n
d司
E
出。

g
u
y
E
E口
弘
由
。
ロ
ぬ
。
疋

2
Z
0・
H530・
4
戸吋品。

4
B
¢
回

1410Zoロ
E
r
F
O
U
L『

p
v
gロ
2
z
r
r
r
g
ω
。回目。】匝ロ・

pvぬ
z
g
o
v
p
Z
5
E
E
u
t
H
Z
と
広
日
同
(
ハ

H白白
H)日

d

司
沙
軍
国
民
片
岡

m
O
4
0
U
5
s
o
p
S
4
2
L
P
q
g
p
a
E
S
S耳
切
・
。
目
的
。

u
m
o
d・0出
合
回
国
民

同一言

N
山
口
白
書
宮
山
。
伊
回
一
ロ
向
。
司
同
四
ロ
。

V
4
2
H山
OMMOロ
曜
日
白
。
ロ
・
同
時

HHawm-ONwwkrロ
g-
ぉ・

こ
の
約
十
六
世
記
頃
ま
で
存
鰻
す
る
古
い
所
有
の
概
念
に
封
し
て
、
新
し
い
よ
り
積
極
的
な
内
容
を
も
っ
所
有
の
概
念
が
、
殊
に
十
三

世
紀
以
後
に
於
て
屡
s
こ
れ
と
封
立
す
る
ο

即
今
や
領
主
は
土
地
が
彼
に
よ
っ
て
自
ら
直
接
用
益
さ
る
L

と
否
と
を
問
は
や
、
寧
ろ
彼
に

地
代
を
納
む
る
様
な
あ
ら
ゆ
る
土
地
に
つ
い
て
、
被
が
最
後
の
権
利
者
た
る
こ
と
、
部
彼
が
所
有
権
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
ο

今
や
云

-R

の
地
は
領
主
の
貸
輿
地
で
あ
っ
て
、
且
某
農
民
の
所
有
地
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
言
ひ
ま
は
し
の
代
り
に
、
一
式
々
の
土
地
は
領
主
の
所

(
註
一
〉

有
地
で
あ
っ
て
、
且
某
農
民
へ
永
代
貸
奥
さ
れ
て
を
る
と
一
五
ふ
や
う
な
用
法
が
普
通
に
な
る
。
し
か
も
か
く
の
如
き
所
有
概
念
の
確
立
に

作
っ
て
、
営
然
従
来
の
雨
模
利
者
の
聞
に
争
ひ
が
起
ら
や
に
は
ゐ
な
い
、
時
に
は
領
主
が
時
に
は
農
民
が
同
じ
土
地
に
つ
い
て
各
々
所
有

会
主
一
〉

権
者
た
る
事
を
主
張
す
る
。
彼
等
は
北
ハ
に
、
新
に
土
地
に
封
す
る
様
利
関
係
の
基
礎
と
し
て
時
間
た
る
形
を
と
っ
て
来
た
所
有
棋
の
上
に
、

従
来
の
用
益
棋
を
基
礎
づ
け
ゃ
う
と
す
る
。
こ
の
場
合
勿
論
領
主
白
側
が
一
居
攻
撃
的
で
あ
り
、
殊
に
そ
の
領
主
が
小
た
れ
ば
小
な
る
程
、

ハ註一一一〉

換
言
す
れ
ば
彼
の
土
地
に
封
す
る
利
害
関
係
が
密
接
で
あ
れ
ば
密
接
で
あ
る
程
よ
り
大
い
な
る
程
度
に
於
て
攻
勢
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

一
般
に
個
人
主
義
的
た
楳
利
関
係
の
確
立
に
好
都
合
で
あ
っ
た
近
代
初
頭
の
風
潮
に
乗
じ
て
、
結
局
勝
利
を
占
め
、

十
六
世
紀
と
共
に
一
般
的
に
農
民
の
個
別
用
益
地
の
上
に
領
主
の
所
有
棋
が
確
立
せ
ら
る
L
と
は
い
へ
、
他
方
に
あ
っ
て
は
、
前
に
既
に

〈
誌
四
)

の
領
地
の
場
合
の
棋
に
領
主
が
透
か
遠
隔
の
地

こ
む
や
う
た
攻
勢
が
、

観
察
し
た
切
符
居
間
羽
田
包
a
a
gロ
の
村
に
於
け
る
旨
伝
5
T
H去
の
-HVCETPH}HgH

に
位
し
て
そ
の
勢
力
の
大
い
に
及
び
難
い
場
所
に
あ
っ
て
は
、
屡
z
亦
新
に
確
立
し
た
意
味
の
所
有
椛
が
農
民
の
側
に
認
め
ら
れ
、
領
主



〈
註
五

J

は
唯
一
定
の
地
代
牧
入
に
甘
ん
や
る
棋
な
場
合
も
依
け
で
は
ゐ
な
か
っ
た
。
且
仮
令
形
式
上
領
主
の
土
地
所
有
慌
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に

於
て
も
、
事
賃
上
の
拭
果
は
必
や
し
も
直
ち
に
こ
れ
に
作
は
な
い
。
永
小
作
の
慣
習
が
従
来
通
り
行
は
る
L

村
々
に
於
て
は
、
相
続

E
相

伴
っ
て
土
地
の
分
割
譲
渡
は
全
く
従
来
に
具
た
ら
や
続
行
さ
れ
、
事
費
上
領
主
の
標
利
は
そ
の
所
有
植
に
も
拘
ら
歩
、
従
来
通
り
の
地
代

(
註
六
)

牧
納
の
樺
利
の
み
に
局
限
さ
れ
て
了
ふ
u

否
前
に
述
べ
た
や
う
に
、
吋
口

-HEWS
の
制
度
が
こ
の
・
水
代
小
作
の
慣
行
に
反
封
し
て
強
制
さ

れ
、
領
主
の
権
利
が
一
一
唐
有
利
な
地
位
に
於
て
認
め
ら
れ
る
場
合
に
於
て
す
ら
、
そ
の
多
く
は
空
文
に
絡
り
、
費
行
は
こ
れ
に
件
は
な
か

っ
た
。
近
代
に
至
る
ま
で
村
落
の
土
地
の
上
の
樺
利
関
係
の
不
安
定
は
枝
々
な
形
に
於
て
そ
の
影
響
力
を
失
っ
て
ゐ
な
い
。

註

dHW・
図
。
告
∞

F
g目
g
H
H
W
U∞
T
E
m
p
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m
自
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回
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白
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HH主
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目
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註

一
四
五
六
年
切

g
g
U
F
O
V
の
村
に
於
て
領
主

m
2
2
2
5主
主
従
来
そ
の
借
地
人

p
r
oロ
B
P
B
た
り
し
者
の
予
と
の
問
に
耕
地
の
買

戻
纏
に
づ
い
て
争
ひ
が
生
じ
、
信
院
は
国
ぬ
吉
田

mFE(所
有
様
者
)
と
し
て
次
の
如
〈
主
猿
ナ
る
。
凶
凶
器

H
5
5
5
2
4
2
2
5
E
P
2
5
0
5

会
民

9
S
F
Vロ
回
目
回
昨
日

E
o
c白
Z
U
B
E
E
P白色
2
m
g
H司
会
。
自
己

m
g
E
E
『
O
O
Z
E
-酔

F
Z口
出
回

Hh君
p
g
a訂正
2
3
2
H
S
白
百
平

混
同
自
民
ロ

4DH
目。

E
mロロ
V
O
B
2
0
]与

r
p
gロ
E
H
O話
回
同
ロ
白

E
q
v
o
tよ
減
剣
に
よ
っ
て
健
院
は
そ
の
弓
包
ぬ
自
の
正

Zu--
の
上
に
買
戻
様
を

有
ナ
る
乙
と
が
認
め
ら
れ
る
。
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e令ー-

z主
g ハ

雪年
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目
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ず呂
出cr'

芭 E
目 Bazの
。永
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己上
百 に

Q' et. 
B じ
己 7こ
こ立
f 木
詰 に
~っ
ぽい
s て
』刊の

FL 文
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巧ミ
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E ぎ
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官 会
~ t-

向
。
ロ
句
阿
国
ロ

E
E
-
E
E同
居
山
口
出
三
臣
、
ロ

2
7毎
回
・
3

印
こ
の
場
合
に
は
信
院
の
永
小
作
人
が
注
目
。
己
戸

HHMゲ
m
g
E
所
有
権
者
で
あ
る
。

詮

前
掲
巴

rzロ耳
EP--mg伴

内

g
以
下
の
村
々
に
於
け
る
信
院
の
農
民
所
有
地
支
牧
の
ご
と
き
は
そ
の
攻
勢
的
椋
本
で
あ
る
。
そ
れ
学
の
地
方
の
村

キ
に
於
け
る
自
由
土
地
所
有
の
依
如
は
従
来
共
小
な
る
健
院
領
主
の
攻
勢
が
大
い
に
強
烈
で
あ
っ
た
容
を
物
語
る
、
伺
じ
方
針
か
ら
償
院
は
新
に
符

中
静
一
瓶
一
逸
材
落
に
於
け
る
土
地
所
有
の
関
係
ハ
村
松
)

二
八
七
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研
究
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二
八
八

た
領
地
内
の
自
由
所
有
地
を
撲
滅
し
ゃ
、
7
と
し
て
貝
牧
す
る
、
同
凡
牧
さ
れ
た
七
地
は
活
A
H巾
司
乙
F
H
Eロ
と
し
て
従
来
の
所
有
者
に
貸
奥
せ
ら
れ
る
。

前
段
二
八

O
頁
参
照
。

こ
れ
に
反
し
て
例
へ
ば
旬
。

5
m
g洋
E
の
如
き
古
来
当
日
酔
窓
口
阿
国
品

の
侯
に
直
属
し
た
村
に
於
て
は
絞
態
は
大
い
に
異
な
っ
て
を
る
。
二
ハ

O

O
年
の
村
の
租
税
帳
簿
に
よ
れ
ば
全
然
白
向
な
土
地
所
有
、
印
公
の
税
稔
の
み
を
負
強
す
る
土
地
所
有
は
(
そ
の
教
は
兆
一
だ
多
い
)
何
れ
も
小
所
有

で
あ
っ
て
(
例
へ
ば
半
島
分
の
家
、

H
H
E
o
r
oユ

の
畑
並
び
に
狭
い
茶
閑
等
の
如
し
)
次
の
場
合
と
比
較
し
て
、
そ
れ
が
品
目
か
ら
の
遺
物
で
あ
る
よ

り
は
近
い
時
代
に
自
由
な
土
地
所
有
が
成
立
し
た
際
の
特
別
事
情
に
よ
る
事
を
忠
は
し
め
る
。
通
常
の
例
は
同
一
人
の
手
に
白
山
な
所
有
地
と
領
主

か
ら
の
小
作
地
と
を
併
せ
有
す
る
欣
態
で
、
こ
の
程
の
も
の
に
あ
っ
て
は
白
向
な
土
地
所
有
は
相
官
の
大
き
き
を
示
し
て
を
る
。
例
へ
ば
村
長
3
0
F

E
p
o
z
c
z包
括

号

は

H
c
a
g
F
F吋
の
依
あ
る
白
向
所
有
地
を
有
し
、
そ
の
他
の
も
の
も
夫

h
H
a
M
H
F
の
土
地
、
攻
は
∞

H
U
F
IJ) 

ゴ二

地
、
印

ωu-mwgrz仲
の
ひ
ろ
さ
の
土
地
等
を
自
由
所
有
に
於
て
有
し
て
を
る
。
そ
れ
等
の
閥
係
は
前
述
し
た
と

H
E
B
P
に
討
す
る
所
有
権
の

分
布
、
郎
小
な
る
騎
士
償
院
の
領
村
に
於
て
は
最
近
に
於
て
は
、
村
の
と

HBBAr
は
通
常
存
し
な
い
、
す
ぺ
て
が
領
土
石
所
有
に
蹄
し
て
を
る
の

に
謝
し
て
、
古
来
巧

A
M

ユ
窓
口

gぷ
直
叙
の
地
に
於
て
は
、
多
〈
の
村
h
が
村
有
地
と
し
て
今
狛
こ
れ
を
保
有
す
る
閥
係
に
照
庭
ナ
る
。

ckrZEE-
出
向

E
m
F目
。
ロ
・
お

-MUU
u
o凶
・
参
照

註
四

前
段
二
八

O
頁
参
照
。

そ
の
他
の
例
は

F
Bグ
m
-
2
w
k
rロ
E
-
H
a・
参
照
。

前
段
二
八
四
頁
品
企
照
。

註
五

註
六

七

結

五日
=三
M

付
の
中
に
は
以
上
の
他
猶
五
日
々
に
観
察
す
ぺ
く
残
さ
れ
た
異
な
っ
た
碍
類
の
土
地
が
あ
る

却
第
一
に
は
垣
の
中
な
る
農
民
の
屋
敷
、



第
二
に
は
そ
れ
ら
の
中
に
於
て
特
に
他
と
異
な
る
形
式
を
有
す
る
領
主
の
屋
敷
が
そ
れ
で
あ
る
o

そ
れ
ら
は
そ
れ
が
他
の
種
類
の
土
地
、

L
E
E
g含
や
個
別
用
益
地
の
樫
利
関
係
の
理
解
に
必
要
な
限
り
、
既
に
屡
k

苦
々
の
筆
に
上
っ
て
来
た
、
そ
し
て
そ
の
際
そ
れ
ら
は
常

に
亦
村
落
圏
躍
と
の
密
接
な
閥
係
、
殊
に
は
そ
の
圏
樫
的
統
制
の
中
心
で
あ
る
あ
の

N
王
国
的
自
己
国
内
世
田
口
と
の
密
接
な
関
係
を
吾
々
に
一
不

し
た
。
農
民
の
屋
敷
は
村
氏
が
村
の
闇
瞳
に
麗
し
、
従
っ
て
又
村
の
模
利

N
当
日
出
向
己
出
品
切

g出
に
奥
る
模
利
の
基
礎
で
あ
る
、
同
様
に

領
主
の
屋
敷
は
亦
領
主
が
村
の
闇
樫
の
中
心
と
な
り
、
そ
の
上
に
統
制
的
支
配
棋
を
陣
ふ
唯
一
の
根
擦
で
あ
る

J

そ
れ
等
が
そ
の
成
立
に

於
て
、
亦

N
1
5山
口
出
向
出
P
E
H
と
密
接
に
関
係
し
て
を
る
事
は
こ
れ
を
疑
ひ
得
な
い
。
他
方
し
か
し
乍
ら
そ
れ
ら
の
成
立
、
そ
れ
ら
の

N
4門出ぬ
UHH
白
切
自
ロ
に
封
す
る
具
瞳
的
た
閥
係
は
必
や
J

し
も
こ
れ
ま
で
吾
々
が
観
察
し
て
来
た
村
の
共
同
的
並
び
に
伺
別
的
た
用
益
地
と

同
じ
平
面
で
こ
れ
を
論
じ
得
ぬ
や
う
に
思
は
れ
る
。
住
居
の
地
は
他
の
用
益
地
に
比
し
て
よ
り
本
源
的
な
自
明
的
な
個
別
所
持
白
土
地
で

あ
る
と
い
ふ
一
般
的
常
識
的
な
雨
者
の
相
遣
の
み
た
ら
歩
、
既
に
前
者
が
従
来
の
王
口
々
の
観
察
に
於
て
常
に
単
に
後
者
の
や
う
に

N
当日出向

回
出
品
切
m
v
E
H
の
殻
動
し
た
結
果
の
関
係
で
あ
る
よ
り
は
、
寧
ろ

N
三
ロ
ぬ

5
L
出
P
ロ
ロ
が
殻
動
す
る
説
、
そ
の
木
操
と
し
て
常
に
五
口
々
の

前
に
現
は
れ
る
こ
と
が
、
雨
者
の
聞
に
存
す
る
意
味
の
相
還
を
明
か
に
指
示
す
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
こ
れ
と
閥
騨
し
て
考
ふ
べ
き
事
責

は
、
多
く
の
村
々
に
於
て
屡
a
垣
の
中
の
狭
義
の
村
と
垣
の
外
の
用
益
地
と
が
区
別
せ
ら
れ
、
後
者
の
み
が
特
に
出
P
E
H

の
領
域
と
し
て

一
不
さ
れ
て
、
前
者
の
印
狭
義
の
村
の
附
属
物
句
2
S
H
O
E
-な
る
か
に
考
へ
ら
れ
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
事
責
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
雨
者
の
差

遣
は
亦
そ
の
上
に
及
ぶ
村
の
領
主
の
支
配
棋
の
上
に
も
現
は
れ
る
ο
畢
s
領
主
は
恒
の
中
の
土
地
に
到
し
て
は
、
坦
の
外
の
土
地
に
封
し
て

よ
り
も
よ
り
大
い
な
る
租
税
の
徴
収
棋
を
有
し
、
裁
制
棋
に
於
て
も
抵
の
外
の
一
般
用
益
地
の
上
で
は
、
通
常
皐
に
ド
級
裁
判
棋
の
み
が

村
の
領
主
に
許
さ
れ
、
高
殺
の
裁
判
棋
は
そ
の
地
方
の
領
主

H
L
P目
白
恒
国

~
5口十通ロ

]
H
M
V
2

の
乎
に
存
す
る
の
に
反
し
て
、
垣
の
中
で
は
村
の

中
世
瓶
一
逸
村
落
に
於
付
る
土
地
所
宥
の
関
係
(
一
村
松
)

二
八
九
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〈詮一一
v

領
主
が
屡
B

高
級
の
裁
判
棋
に
封
し
で
も
そ
の
様
利
を
要
求
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
責
は
何
れ
も
、
本
来
こ
の
住
居
区
域
狭
義

の
村
が
そ
れ
自
簡
と
し
て
そ
の
垣
の
外
の
地
よ
り
も
よ
り
大
き
な
程
度
に
於
て
一
鰭
を
な
し
て
岡
結
し
て
を
っ
た
こ
と
、
村
と
領
主
と
の

結
合
に
於
て
も
垣
の
外
の
部
分
に
比
し
て
一
唐
緊
密
で
あ
っ
た
事
を
物
語
る
も
の
と
い
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
そ
れ
ら
の
種
類
の
土
地

の
充
分
な
考
察
こ
そ
始
め
て
村
の
本
来
の
性
質
を
明
か
に
し
、
従
っ
て
又

N
当
日
出
向

E
L
切
EHH
の
本
質
に
封
し
で
も
一
一
厨
っ
き
入
っ
た

理
解
を
得
せ
し
む
る
も
の
で
あ
ら
う
。
特
に
領
主
の
屋
敷
同
2
2同
点
目
己
と

N
iロ
偽
ロ
ロ
品
切
目
ロ
ロ
と
の
あ
の
密
接
な
結
合
の
起
源
そ
の

根
操
に
つ
い
て
は
、
感
界
は
狛
確
立
し
た
意
見
の
一
致
に
到
達
し
て
ゐ
な
い
。
殊
に

J-rZHV
国
円
出
血
仲

に
よ
る

N
d
1日
出
向
出
口
門
戸
凶
…

wpHHロ

の
本
質
に
闘
す
る
新
し
い
理
解
の
確
立
、
ひ
い
て
は
伎
が
そ
の
上
に
建
設
し
た
通
話
と
甚
だ
異
な
る
雨
者
の
結
合
に
封
す
る
準
設
の
護
表

は
、
そ
の
間
の
閥
係
の
よ
り
詳
細
民
創
た
研
究
と
そ
れ
に
よ
る
論
賄
の
開
明
と
を
大
い
な
る
課
題
と
し
て
今
後
の
塵
界
に
認
し
て
ゐ
る
も

(
註
二
)

の
と
い
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
封
す
る
解
決
が
到
建
せ
ら
れ
た
後
に
始
め
て
、

間
同
国
主
が
彼
自
身
に
訴
し
、
そ
し
て
必

十
し
も
多
く
の
疑
貼
た
し
に
で
は
な
し
に
結
論
を
興
へ
て
ゐ
る
個
別
的
土
地
所
有
棋
の
成
立
と
い
ふ
や
う
た
問
題
も
そ
の
全
盟
性
に
於
て

正
し
く
解
答
せ
ら
る
L

で
あ
ら
う
。
し
か
し
乍
ら
木
論
文
起
草
の
時
期
甚
だ
遅
れ
、
既
に
締
切
の
期
日
に
大
い
に
握
る
L
朕
態
に
あ
っ
て
、

差
官
り
営
陸
丈
の
解
答
を
こ
れ
に
輿
へ
る
飴
裕
ナ
ら
も
A
ー
は
な
い
。
従
っ
て
吾
々
が
営
初
強
期
し
た
酒
塩
村
落
内
部
の
法
制
的
関
係
、
殊

に
は
そ
の
土
地
所
有
に
闘
す
る
開
係
を
全
鰹
的
統
一
的
た
姿
に
於
て
描
く
と
い
ふ
目
的
も
こ
れ
を
到
達
し
難
く
、
従
っ
て
何
等
か
ま
と
ま

っ
た
結
論
を
そ
こ
か
ら
引
き
出
す
こ
と
も
、
仮
令
そ
れ
が
大
鰹
に
於
て
は
諌
想
せ
ら
れ
て
を
る
と
は
い
へ
、
差
官
っ
て
遠
慮
す
べ
き
が
遁

官
で
あ
る
と
思
ふ
。
筆
者
は
速
か
ら
ざ
る
時
期
に
於
て
再
び
屋
敷
地
殊
に
領
主
の
屋
敷
地
に
つ
い
て
の
研
究
を
殻
表
し
た
い
と
の
希
望
を

以
て
、

一
先
づ
こ
こ
に
摘
筆
し
た
い
と
息
ふ
。



註

そ
れ
は
例
へ
ば
日

E
E
T
W司
自
己
同
旨
吋
乙
ゐ
等
の
一
言
葉
に
よ
っ
て
雨
者
の
権
利
関
係
の
異
な
る
事
が
云
ひ
現
は
さ
れ
る
用
法
に
も
示
さ
れ
て
を

る

o
c
k
r
g
E
g
g
s民
自
己

HHag-m-
∞
回
目
参
照
。

註

前

掲

同

-
k
r
F
E
E
e
の
回
目
忌
に
鈎
す
る

Hyum
匂
目
。

r-E回
参
照
。

(
昭
七
、
一
ニ
、
二
八
)

中
静
一
円
拘
逸
材
務
に
於
け
る
士
地
所
有
の
閥
係
(
村
松
)

二
九


